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1.  切目川ダム建設事業の環境影響評価と事後評価の実施について 

1.1.  本報告書の概要 

切目川ダム建設事業（以下、「本事業」という。）は、平成 3年度に実施計画調査に着手し、平成 13

年 4 月に新規事業採択を経て、平成 24 年 3 月からダム本体工事に着手し、平成 27 年 4 月から供用し

ています。 

本事業は環境影響評価法の対象事業には該当しませんが、和歌山県では、本事業の実施による環境

への影響を把握することを目的として、平成 18 年度から平成 21 年度にかけて、独自の環境影響評価

を行いました。 

本事業の環境影響評価は、次に示す手順で実施しました。なお、手順フローを図 1-1 に示します。 

① 事業特性や地域特性の把握を実施しました。 

② 本事業は、環境影響評価法の実施項目に準じて、環境影響評価の対象とする環境項目と環境影響

要因を抽出し、その調査の手法、環境影響予測の手法および評価の手法の選定を行いました。 

③ 環境調査は、平成 18 年度から 19 年度にかけて、文献調査や現地調査を実施しました。 

④ 環境影響予測は、「ダム事業における環境影響評価の考え方」（平成 12 年 3月, 河川事業環境影響

評価研究会）に基づき実施しました。 

⑤ 予測した結果から影響が大きいものについては、回避・低減・代償措置など必要な環境保全措置

の検討とその効果を検証し、環境影響予測に反映させました。 

⑥ 予測した結果から影響は小さいもののさらなる影響の低減のための措置として環境保全措置の検

討とその効果を検証し、環境影響予測に反映させました。 

⑦ 環境保全措置を踏まえた予測結果をもとに、事業者が実行可能な範囲で影響を回避低減している

かを評価し、事後調査の実施項目を選定しました。 

⑧ 以上の環境影響評価の結果と切目川ダム環境委員会で示された提言の内容は、平成 21 年 10 月に

「切目川ダムにおける環境評価について」としてとりまとめました。 

  

また、工事中・供用後の対応については、次に示す内容を実施しました（図 1-1 の手順下段）。 

① 「切目川ダムにおける環境評価について」に基づき、環境保全措置及び事後調査を実施しました。 

② 工事中の環境保全措置は、低騒音型機械の使用、濁水処理の設置、生息・生育環境が失われる動

植物等の移植を実施しました。 

③ 供用後については、選択取水などの環境保全措置を実施しました。 

④ 事後調査は、供用 10 目年までをめどに実施し、その調査結果を踏まえ環境影響の発生状況や今後

の環境影響の変化について事後評価を実施しました。 

 

なお、表 1-2 に示すとおり、本事業の環境影響評価の実施にあたっては切目川ダム環境委員会に、

工事中・供用後の環境保全措置及び事後調査結果を踏まえた事後評価の実施にあたっては、和歌山県

河川整備審議会河川環境部会に適宜報告を行い、各委員会の意見を踏まえながら実施しています。 

 

本資料は、本事業による工事中及び供用以降の環境影響の把握、環境保全措置の実施状況の確認、今

後の長期的な影響の確認及び長期モニタリング計画を検討することを目的に、工事中及び供用以降実施

した環境保全措置及び事後調査の内容を整理し、事後評価を実施した結果をとりまとめたものです。 
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図 1-1 環境影響評価及び工事中・供用後の対応手順  
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表 1-1 切目川ダム建設事業における環境影響評価の項目 

注 1）切目川ダムは、湛水面積は 28ha と小規模であり環境影響評価法の対象事業には該当しないものの、環境影響

評価法の実施項目に準じて項目を選定しました。 

注 2）動植物の重要な種の選定基準は、「切目川ダムにおける環境評価について」P31 に記載しています。 

 

  

環境影響要因  

 

 

 

 

 

 

 

 

環境項目 

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 

吗
吷
叏
堤
体
叏
工
事 

原
石
叏
採
取
叏
工
事 

施
工
設
備
及
叔
工
事
用 

道
路
叏
設
置
叏
工
事 

建
設
発
生
土
叏
処
理
叏
工
事 

道
路
叏
付
替
叏
工
事 

吗
吷
叏
堤
体
叏
存
在 

原
石
山
叏
跡
地
叏
存
在 

道
路
叏
存
在 

建
設
発
生
土
処
理
場
叏 

跡
地
叏
存
在 

吗
吷
叏
供
用
及
叔
貯
水
池 

叏
存
在 

大気環境 

大気質 粉じん等 ○      

騒 音 騒 音 ○      

振 動 振 動 ○      

水環境 水 質 

土砂による 

水の濁り 
○     ○ 

水 温          ○ 

富栄養化          ○ 

溶存酸素量          ○ 

水素イオン濃度 ○          

動 物 
重要な種及び注目すべき生

息地 
○ ○ 

植 物 重要な種及び群落 ○ ○ 

生態系 地域を特徴づける生態系 ○ ○ 

景 観 
主要な眺望点及び景観資源

並びに主要な眺望景観 
     ○ 

人と自然の触

れ合いの活動

の場 

人と自然との 

触れ合いの活動の場 
○ ○ 

廃棄物等 建設工事に伴う副産物 ○      
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表 1-2 切目川ダム環境委員会・河川環境部会実施状況 

時期 名称 開催時期 審議内容 

工 

事 

前 

第 1 回 

切目川ダム 

環境委員会 

平成 19 年 

5 月 21 日 

切目川ダム事業の概要、切目川流域の自然環境について現

状を報告 

第 2 回 
平成 19 年 

7 月 2 日 

切目川流域の現状・環境調査結果の報告 

第 3 回 
平成 19 年 

9 月 4 日 

切目川流域の自然環境の現状（水環境等）、ダム建設に伴う

影響予測結果について報告 

第 4 回 
平成 20 年 

1 月 22 日 

事務局より前回委員会意見に対する補足説明 

第 5 回 
平成 20 年 

3 月 11 日 

切目川流域の自然環境の現状（大気環境等）、ダム建設に伴

う影響予測（下流河川の物理環境、動植物）について報告 

第 6 回 
平成 20 年 

7 月 2 日 

前回委員会での意見に対する補足説明 

第 7 回 
平成 21 年 

10 月 9 日 

ダム建設に伴う影響予測および保全措置等について報告 

工 

事 

中 

第 1 回 

和歌山県 

河川整備審議会 

河川環境部会 

平成 26 年 

3 月 18 日 

平成 25 年度調査結果報告 

平成 26 年度モニタリング調査計画（案）について 

第 2 回 
平成 27 年 

5 月 13 日 

平成 26 年度調査結果報告 

平成 27 年度モニタリング調査計画（案）について 

供 

用 

後 

第 3 回 
平成 28 年 

3 月 22 日 

平成 27 年度調査結果報告 

平成 28、29 年度モニタリング調査計画（案）について 

第 4 回 
平成 30 年 

3 月 20 日 

平成 28、29 年度調査結果報告 

（移殖（移植）後モニタリング終了） 

平成 30 年度モニタリング調査計画（案）について 

（供用 4 年目の調査項目の見直し） 

第 5 回 
令和元年 

6 月 5 日 

平成 30 年度調査結果報告 

令和元年度モニタリング調査計画（案）について 

切目川ダム事後監視調査の総括（案）について 

第 6 回 
令和 2 年 

1 月 17 日 

令和元年度調査結果報告 

切目川ダム環境モニタリング調査の総括（案）について 

第 7 回 
令和 2 年 

11 月 26 日 
切目川ダム環境モニタリング調査の総括（案）について 

第 8 回 
令和 8 年 

1 月 21 日 
切目川ダム環境モニタリング調査の総括（案）について 

 

「和歌山県河川整備審議会河川環境部会」委員一覧(五十音順、敬称略) 

井伊博行  和歌山大学名誉教授 高須英樹  和歌山大学名誉教授 

玉井済夫  元県立熊野高校校長 中谷義信  県立自然博物館主任学芸員 

沼野正博  日本野鳥の会和歌山県支部事務局長 平嶋健太郎 和歌山県立自然博物館主幹 

藤田正治  京都大学名誉教授 湊宏    元県立日高高校校長 

武藤裕則  徳島大学理工学部長  

注）下線：令和 8 年 1 月時点の委員 
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1.2.  環境影響評価時の提言と対応状況 

本事業の環境影響評価は「切目川ダムにおける環境評価について（平成 21 年 10 月）」にとりまとめ

たところですが、その際、今後に向けた提言として、切目川ダム環境委員会による環境調査と対応等に

ついての提言が示されました。 

これらの提言とその後の対応状況について、表 1-3 及び表 1-4 に示します。 

 

 

表 1-3 切目川ダム環境委員会の環境調査に関する提言と対応状況 

提言 環境影響評価後の対応 

①流量データの蓄積を継続する。 流量・水質調査については、環境影響評価後

も継続して調査を実施した。（2.1.2 工事中の

水質、2.1.3 供用後の水質、参考資料 2.1 流

量」参照） 

②水質の調査測定を継続する。なお、測定項目と

しては、pH、EC、水温、DO、BOD、SS、濁度、全

窒素、形態別窒素、全リン、形態別リン、クロ

ロフィル a、植物プランクトンが必要である。 

③ダムの直下流、とくに西神ノ川合流点までは、

無給砂の状態になるので、河床低下、粗粒化に

ついて注意して監視する必要がある。 

ダム下流側の河床の物理環境については、事

前の予測で粗粒化の影響が考えられたダム直

下から西神ノ川合流点までの区間と、影響は

より小さいと考えられる下流側 2 地点で河川

横断測量及び河床材料調査を実施した。 

（「2.2. 下流河川の物理環境」参照） 

 

④河口部の干潟は消失するまでにはならないかも

しれないが、縮小することは十分考えられるの

で、河口干潟の動態の監視が必要である。 

⑤河床変動、河床材料の変化、砂州や河口干潟の

動態、河床材料の質の変化などに着目したモニ

タリングが必要である。 

⑥報告書で調査対象種とした動物、植物のみを抽

出するのではなく、対象を広げて、継続的な生

息状況調査を行うことを望む。 

水辺の鳥、両生爬虫類、魚類については、重

要種に限らず確認を行った。また、供用 5 年

目まで及び供用 10 年目に生息状況調査を実施

した。（「2.3. 動物」参照） 

⑦移殖あるいは移植された種の生息、生育状況を

継続的に調査する必要がある。 

セトウチサンショウウオ、陸産貝類、植物に

ついて、移植又は移殖し、供用 3 年目まで毎

年、個体数又は生息・生育状況の調査を実施

した。また、植物については供用 10 年目に

も、個体数や生育状況の調査を実施した。

（「2.3. 動物」、「2.4. 植物」参照） 
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表 1-4 切目川ダム環境委員会の対策等についての提言と対応状況 

提言 対応状況 

①ダム貯水池内の水質悪化が恒常的になる場合、曝気

装置を設置するなどの対策を講じる必要がある。 

水質調査の結果、貯水池では富栄養化現象の発生

や水質環境基準の超過等の問題はなかった。 

②直下流では流砂量が減少し、河床材料の質の低下が

懸念される。こうしたことに着目したモニタリング

を踏まえながら、環境改善のための置き土など、対策

を講じることも検討しておく必要がある。 

ダム直下で河床の低下や粗粒化が見られたが、影

響が生じる範囲はダム直下に限定されている。今

後も河床の状況のモニタリングを継続し、異常が

確認された場合は、委員指導のもと、適切な対応

を実施する。（今後のモニタリングの実施内容に

ついては表 3-2 を参照。） 

③ダム直下流での影響を緩和するためと、貯水池の土

砂管理のためにも、排砂と人工的土砂供給について

検討しておくことが肝要である。 

④必要に応じて動物の移殖、植物の移植を行う。また、

移殖および移植に際しては、移殖先および移植先の

環境条件を十分に考慮し、消失の危険性を検討して

おく必要がある。 

セトウチサンショウウオ、陸産貝類、植物につい

て、委員の助言を受けながら、移植（移殖）を実

施した。 

⑤ダム貯水池への違法放流禁止（外来生物法）の表示板

を設置し、監視していく必要がある。 

ダムサイトに外来魚放流禁止の看板を設置した。 

⑥ダム建設に伴う生態系への影響の軽減を図るため

に、ダム下流部の堰堤に魚道設置を検討する必要が

ある。 

楠本堰の改修の際に、魚道を設置しました。 

今後も、河川改修工事に際は、可能な範囲で配慮

する。 

⑦工事の環境への影響（粉じん、騒音、振動、濁水、廃

棄物）について、工事関係者の環境認識を一層高める

ための啓発活動を強化し、指導していくことが肝要

である。 

「切目川ダム環境配慮ガイドライン」を作成し、

啓発に努めた。 

⑧工事による環境変化を監視し、環境の悪化が生ずる

ような場合は、作業の中断も含めた対策を講じる必

要がある。 

工事中は水質保全等の対策を実施し、また環境監

視を行いながら工事を実施した。 

⑨工事期間と鳥類、魚類等の繁殖期が重なる場合は、環

境への影響に配慮して工事を進めることが肝要であ

る。 

サシバ（鳥類）について、繁殖期に繁殖状況調査

を実施し、工事による影響がないか確認しながら

工事を実施した。 

⑩子供を含む地域の人々の環境調査への参加システムを

構築していくことを望む。 

環境調査は一定の専門性を有するため引き続き

県で実施するが、地域の方々に切目川ダムに関心

を持ってもらい、環境の変化に気づいてもらえる

よう、ダムを活かした地域振興や情報発信に努め

る。 

⑪ダム供用後に生ずる環境変化について、ダムの直接

的な影響かそうでないかを検討するために、近隣河

川と切目川の状況を比較する必要がある。 

切目川に類似する近隣ダムのデータが少ないこ

とから、委員との協議の上、事後調査結果の分析

により状況の把握に努めた。 

⑫継続的な調査データの検討、再評価および問題発生

時における対策を検討するための検討会設置を望

む。 

平成 26 年に和歌山県河川整備審議会河川環境部

会を設置し、環境保全措置や事後調査の実施につ

いて委員の意見を踏まえ調査等を実施している。 
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1.3.  事後評価の方法について 

 事後評価は、環境影響評価時の予測結果、工事中・供用後の環境保全措置の実施状況及び事後調査結

果に基づき、以下のように実施しました。（図 1-2）なお、事後評価の詳細は、「2.7. 事後評価の全体と

りまとめ」に記載しています。 

 

①予測結果と事後調査結果の対比 

 供用後の環境状況の継続調査を行い、環境影響評価時の予測結果とを対比し、環境影響が事前の想

定の範囲内であるかを評価します。 

 

② 事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られたかの評価 

 「切目川ダムにおける環境評価について」に基づき実施するとしていた環境保全措置が実施され

ているか、また、その効果が確認されているかについて評価します。 

 

③ 事後調査の結果と基準又は目標との対比 

 水質など環境保全上の基準がある項目は、測定値と基準値を対比して評価します。 

基準値がなく環境保全上の目標が設定されている項目は、定性的に目標を満足するかを評価しま

す。 

 

④ 評価のまとめ 

 ①～③の評価結果に基づき、評価のまとめを行い、今後の長期的影響の確認や追加の保全措置の必

要性を確認します。これらは、供用後の調査結果や影響要因の特性を踏まえて評価します。 

 

本事業の環境影響評価では、本事業による影響があり環境保全措置が必要とされた項目については、

環境保全措置を実施し、効果を確認するための事後調査を実施しています。 

環境影響評価を実施した環境項目について、環境保全措置の実施状況と事後評価を実施する項目の一

覧を、表 1-5、表 1-6 に示します。また、動物、植物、生態系の項目で、事後調査を実施する種につい

て、重要種の指定状況を表 1-7 に、重要種の選定基準を表 1-8 に示します。 

 

なお、大気環境・景観・廃棄物等は、環境影響評価時の予測結果では、以下のとおり影響は「小さい」、

「ほとんどない」、「ない」のいずれかに予測されたことから、事後調査は実施していません。これらの

項目については、工事中の環境保全措置の実施状況や供用後の概況をもって事後評価としています。 

＜事後調査を実施しない項目の環境影響評価時の予測結果＞ 

① 大気環境については、生活環境の保全の観点から予測を行っていましたが、予測値は基準を満足

することから影響は小さいと予測されている。 

② 河口・海岸部の変化については、土砂供給減となるダム下流の支川と残流域を合わせた流域面積

は、切目川全流域の 7割強を占めること等から影響は小さいと予測されています。 

③ 景観は、主要な眺望点からの景観の変化を予測しましたが、ダムを視認できないため影響はない

と予測されていました。 

④ 人と自然のふれあい活動の場は、遊泳場所の１箇所が利用できなくなるが、濁りや水質の変化は

小さく、利用への影響はほとんどないと予測されていました。 

⑤ 廃棄物は、適正に処理するため、影響はないと予測されています。 



8 

 

 

図 1-2 環境影響評価及び事後評価の全体像 

 

＜●影響の回避・低減方策について＞ 

回避：環境影響の発生を防止するため、影響要因を取り除く措置を行う 

例：コンクリート打設作業排水に伴い発生する高アルカリ排水による河川への影響について、中

和処理後に工事敷地内で再利用することで河川に放水しないこととし、影響要因（河川への

放水）を除去する。 

低減：事業実施により発生する環境影響をより小さくするための措置を行う 

例：ダム供用後の濁り長期化の影響を低減するため、選択取水設備の設置運用により濁りの発生

期間を短縮する。 

  

事後評価の実施 

 

事後 

評価 

事前調査結果・事業特性 

影響の予測 

事後調査の検討 

影響あり 影響小さい 

環境保全措置の実施 

環境保全措置の検討 

（さらなる影響の低減

のための措置） 

供
用
後 

工
事
中 

環
境
影
響
評
価 

環境保全措置の検討 

（予測上必要となる回

避・低減） 

事後調査の実施 

 

環境影響評価時の予測

内容と現状の環境確認 

環境保全措置の実施状

況の確認 

事後調査の結果を整理 

①予測結果と事後調査

結果の対比 

②事業者により実行可

能な範囲で影響の回避

低減が図られているか

の評価 

③事後調査の結果と基

準又は目標との対比 

④評価のまとめ（今後の長期的影響の確認・追加保全措置の必要性確認） 
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表 1-5 環境保全措置の実施状況と事後評価を実施する項目（大気環境、水環境、下流物理環境） 

環境項目 
環境保全措置 

事後調査 
事後評価 

の実施 必要性 内容 

大気環境 工事中の大気（粉じん） 工事に伴う降下ばいじん量 任意 散水・車両の洗

浄等 
－ 〇 

工事中の騒音及び振動 建設機械の稼働に伴う騒音 任意 低騒音低振動

型機械の使用 
－ 〇 

工事用車両の運行に伴う騒音 任意 － 〇 

建設機械の稼働に伴う振動 任意 － 〇 

工事用車両の運行に伴う振動 任意 － 〇 

水環境 工事中の水質 土砂による水の濁り 必須 濁水処理設備 〇 〇 

水素イオン濃度 〇 〇 

ダム完成後の水質 土砂による水の濁り 必須 選択取水設備 〇 〇 

水温 〇 〇 

富栄養化現象 － － 〇 〇 

溶存酸素量 － － 〇 〇 

下流物理 

環境 

下流河川 河床変動 － － 〇 〇 

河床材料 － － 〇 〇 

河口・海岸部の変化 河口・海岸部の変化 － － － 〇 

注）環境保全措置についての分類 

必須：図 1-2 に示す予測で影響ありの場合の措置 

任意：図 1-2 に示す予測で影響が小さい場合の措置 
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表 1-6 環境保全措置の実施状況と事後評価を実施する項目 

（動物、植物、生態系、景観、人と自然のふれあい活動の場、廃棄物等） 

環境項目 影響内容 
環境保全措置 

事後調査 事後評価 
必要性 内容 

動物 鳥類 サシバ Ｂ：生息地一部消失 
必須 

低騒音型機械

の使用 
〇 〇 

両生類 セトウチサンショウウオ+ Ｂ：繁殖地一部消失 必須 移殖 〇 〇 

カジカガエル Ａ：河川分断、濁り等 

必須 
濁水処理設備 

選択取水設備 

〇 〇 

魚類 ニホンウナギ Ａ：河川分断、濁り等 〇 〇 

オオヨシノボリ Ａ：河川分断、濁り等 〇 〇 

ルリヨシノボリ Ａ：河川分断、濁り等 〇 〇 

陸産 

貝類 

ゴマオカタニシ 環境影響評価後に確認 

任意 移殖 

〇 〇 

キイゴマガイ Ｂ：生息地一部消失 〇 〇 

ムロマイマイ Ｂ：生息地一部消失 〇 〇 

フチマルオオベソマイマイ Ｂ：生息地一部消失 〇 〇 

オオヒラベッコウ Ａ：生息地消失 必須 移殖不可★1 － 〇 

植物 エビネ Ｂ：生育地一部消失 任意 

移殖 

〇 〇 

キンラン属の 1 種 Ａ：生育地消失 必須 〇 〇 

シラン Ａ：生育地消失 必須 〇 〇 

コボタンヅル Ｂ：生育地一部消失 任意 〇 〇 

シタキソウ Ｂ：生育地一部消失 任意 〇 〇 

コショウノキ Ｂ：生育地一部消失 任意 〇 〇 

ユキヤナギ Ｂ：生育地一部消失 任意 不実施★2 － 〇 

キイセンニンソウ Ｂ：生育地一部消失 任意 不実施★3 － 〇 

ミズマツバ等の水田雑草 Ｂ：生育地一部消失 任意 不実施★4 － 〇 

生態系 上位種 サシバ 生息地一部消失 
必須 

低騒音型機械

の使用 
〇 〇 

ヤマセミ・カワセミ・カワガ

ラス（水辺の鳥） 

河川分断、濁り等 
必須 

濁水処理設備 

選択取水設備 

〇 〇 

典型種 カジカガエル 河川分断、濁り等 必須 〇 〇 

底生動物、付着藻類等 河川分断、濁り等 必須 〇 〇 

景観 影響なし － － － 〇 

人と自然のふれあい活動の場 影響なし － － － 〇 

廃棄物等 影響なし － － － 〇 

注 1）環境保全措置についての分類 

必須：図 1-2 に示す予測で影響ありの場合の措置（繁殖への影響、生息地分断、濁りの影響） 

任意：図 1-2 に示す予測で影響が小さい場合の措置（生育生息環境が周辺に広く分布する） 

★1：移殖前調査で再確認できなかったため、移殖できなかった 

★2：移植困難な木本のため、移植しなかった 

★3：工事前調査で位置を再確認し、事業による影響なしと判断 

★4：水田雑草については、周辺に同様の環境が広くあるため移植対象としなかった 

注 2）移殖（移植）について 

・繁殖地が一部消失するセトウチサンショウウオ及び移動性が低い陸産貝類は、代替地に移殖を実施 

・重要な植物については、可能な限り移植を実施 

注 3）動物、植物の予測の影響予測区分Ａ、Ｂについては、表 2-33 参照。 

注 4）+：セトウチサンショウウオは、環境影響評価時はカスミサンショウウオと表記していましたが、最新の研究によ

りカスミサンショウウオは 9種に再分類され、和歌山県内に生息するものはセトウチサンショウウオとされたこ

とから表記を変更しています。 
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表 1-7 重要種の指定状況 

分類 和名 
重要種の選定基準・区分 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

動物 

鳥類 サシバ   VU NT R2  

ヤマセミ    EN R3  

カワセミ     R3  

カワガラス     R3  

両生類 セトウチサンショウウオ※1   VU VU   

カジカガエル    NT   

魚類 ニホンウナギ   EN    

オオヨシノボリ    NT   

ルリヨシノボリ    NT   

陸産貝類 ゴマオカタニシ   NT NT   

キイゴマガイ    SI   

ムロマイマイ    SI   

フチマルオオベソマイマイ   NT    

オオヒラベッコウ   DD SI   

植物 

エビネ   NT EN   

キンラン属の 1 種※2   NT VU  C 

シラン   NT VU  C 

コボタンヅル      B 

シタキソウ      準 

コショウノキ    NT  B 

注 1）セトウチサンショウウオの指定状況は、カスミサンショウウオとしての指定状況を示す。 

注 2）キンラン属の 1 種の指定状況は、キンランとしての指定状況を示す。 
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表 1-8 重要種の選定基準 

№ 重要種区分 

① 『文化財保護法』 (1950 年 法律第 214 号)、『和歌山県文化財保護条例』（1956 年 条例第 40 号） 
国特：国指定特別天然記念物  国天：国指定天然記念物  県天：県指定天然記念物 

② 『絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律』（1992 年 法律第 75 号） 
国内：国内希少野生動植物種  国際：国際希少野生動植物種 

③ 動物：『環境省レッドリスト 2020』（2020 年 13 月 環境省） 

植物：『環境省レッドリスト 2025』（2025 年 3 月 環境省） 
CR：絶滅危惧ⅠA類… 絶滅の危機に瀕している種。ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。 

EN：絶滅危惧ⅠB類… 絶滅の危機に瀕している種。ⅠA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 

VU：絶滅危惧Ⅱ類…… 絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類の

ランクに移行することが確実と考えられるもの。 

NT：準絶滅危惧……… 存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」として上位カテゴリ

ーに移行する要素を有するもの。 

DD：情報不足………… 評価するだけの情報が不足している種。 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群… 地域的に独立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの。 

④ 『保全上重要なわかやまの自然-和歌山県レッドデータブック-【2022 年改訂版】』 

（2022 年 11 月 和歌山県） 
CR：絶滅危惧ⅠA類… 絶滅の危機に瀕している種。ごく近い将来における野生での絶滅の危険性がきわめて高いもの。 

EN：絶滅危惧ⅠB類… 絶滅の危機に瀕している種。ⅠA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。 

VU：絶滅危惧Ⅱ類…   絶滅の危機が増大している種。 

NT：準絶滅危惧……… 存続基盤が脆弱な種。 

DD：情報不足………… 評価するだけの情報が不足している種。 

SI：学術的重要……… 分布又は生態等の特性において学術的に価値を有する種。 

⑤ 『近畿地区・鳥類レッドデータブック 絶滅危惧種判定システムの開発』 

（2002 年 監修:山岸哲,編者:江崎保男・和田岳） 
1 ：ランク 1 危機的絶滅危惧種… 絶滅する可能性がきわめて大きい 

2 ：ランク 2 絶滅危惧種……………絶滅する可能性が大きい 

3 ：ランク 3 準絶滅危惧種…………絶滅する可能性がある 

4 ：ランク 4 特に危険なし 

* ：要注目 

⑥ 

 

『改訂・近畿地方の保護上重要な植物-レッドデータブック近畿 2001-』（2001 年 レッドデータブッ

ク近畿研究会） 
A：絶滅危惧種 A、B：絶滅危惧種 B、C：絶滅危惧種 C、準：準絶滅危惧種 
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1.4.  環境調査の実施状況 

本事業の環境調査は、平成 18 年度の工事前調査に着手し、工事中調査、供用後調査と、対象項目

の目的や影響の程度に応じて実施してきました。環境調査の実施状況の一覧を表 1-9 に示します。 

 

表 1-10 環境調査の実施状況 

環境項目 
事前調査 堤体工事前 堤体工事中 供用後 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R6/R7 

事
前
調
査
項
目 

ほ乳類   〇 〇                       

鳥類   〇                         

両生類・爬虫類   〇 〇                       

陸上昆虫類   〇 〇                       

陸産貝類   〇 〇                       

魚類   〇                         

植物   〇 〇                       

環
境
影
響
監
視
項
目 

流量  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

水質  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

植物プランクトン    〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

鳥類 
猛禽類       〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     

水辺の鳥           〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 

両生類・爬虫類 カジカガエル             〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 

魚類 
魚介類             〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ヨシノボリ類               〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

底生動物             〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

植物 河岸植物           〇 〇 〇 〇   〇   〇 〇 

付着藻類          〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

下流物理環境          〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

移
殖(

移
植) 

効
果
確
認
項
目 

両生類・爬虫類 セトウチサンショウウオ       
△ 

〇 

△ 

〇 

△ 

〇 

△ 

〇 

△ 

〇 
〇 〇 〇    

 

陸産貝類*1         
△ 

〇 

△ 

〇 

△ 

〇 

△ 

〇 

△ 

〇 
〇 〇 〇    

 

植物*2        〇 〇 
△ 

〇 

△ 

〇 

△ 

〇 
〇 〇 〇    〇 

注 1）〇：現地調査、△：移殖(移植)の実施 

注 2）*1：ゴマオカタニシ、キイゴマガイ、ムロマイマイ、フチマルオオベソマイマイ 

注 3）*2：コボタンヅル、コショウノキ、シタキソウ、シラン、エビネ、キンラン属の 1 種 

 

 



14 

 

2.  事後評価 

2.1.  水環境（水質） 

2.1.1.  水環境（水質）の評価の基準値について 

切目川は、水質の環境基準について類型が指定されていません。 

切目川近傍の日高川や南部川においては、環境基準河川 A類型が指定されており、また、工事前に

実施した水質調査では、切目川の水質は A 類型の基準を満足していることから、切目川については、

A 類型相当の河川と考え、水質に関する影響評価については A類型の基準値を採用しています。 

 

表 2-1 採用した水質環境基準の類型指定と基準値 

  河川 A 類型 湖沼 A 類型 

水素イオン濃度(pH) 6.5 以上 8.5 以下 6.5 以上 8.5 以下 

生物化学的酸素要求量(BOD) 2mg/L 以下 － 

化学的酸素要求量(COD) － 2mg/L 以下 

浮遊物質量(SS) 25mg/L 以下 5mg/L 以下 

溶存酸素量(DO) 7.5mg/L 以上 7.5mg/L 以上 
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2.1.2.  工事中の水質 

工事中の水質について、環境影響評価の予測内容及びモニタリング調査結果による事後評価を以下

に示します。 

 

1） 土砂による水の濁り（SS 濃度） 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測結果を以下に示します。 

 

表 2-2 工事中の濁りの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事 

環境影響の

内容 

濁水処理設備からの排水による水環境の変化。 

工事区域の裸地から降雨時に発生する濁水による水環境の変化。 

予測手法 完全混合モデルにより、各発

生源の流量・汚濁物量を合成

した SS 濃度を予測。 

 

前提条件 コンクリート打設に起因する濁水は、濁水処理設備でリサイクルする（河川に放流しない）。 

降雨時の濁水は、濁水処理設備で処理後に切目川に放水するが、処理能力を超える場合は未

処理で放水する。 

予測条件 雨量・流量データは平成 8 年から平成 17 年の 10 年間を用いた。 

その他条件は以下のとおり。 
事項 予測条件 

集水域の裸地面積の最大値 本体基礎掘削：11,000 ㎡ 

その他仮設備：6,000 ㎡  合計 17,000 ㎡ 

裸地からの濁水発生量 Q(m³/h)=A(m²)×r(m/h)×f 

   Q：濁水発生量, A：裸地面積(集水域), 

   r：降雨強度, f：流出係数(0.5：工事中伐開地) 

裸地からの濁水の SS 濃度 3,000mg/l 
 

予測結果 濁水処理設備において適切に処理するため、土砂による水の濁りは、ダム地点ではいくらか

濃度が上がるものの、下流へ向かうほど程度が小さくなると予測されました。 

現況と工事中の平均 SS 濃度 

  

SS 濃度は、ダム地点では 1.0mg/L の増加と

予測されたが、古井では 0.6 mg/L の増加に

留まるなど下流へ向かうほど現況・工事中

の差が小さくなるが小さくなっている。 
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(2)  環境保全措置 

濁水処理設備の設置等により、濁水の河川への流出を防止しました。ダム本体工事にあたって

は、工事箇所の上流側と下流側を締め切り、切目川の水は仮水路で放水しています。 

締め切られたダム本体工事箇所から発生した濁水は、取水口から前処理沈砂池に集水し、粗粒固

形物を沈殿除去した後、中和処理を行い、凝集反応槽・凝集沈殿槽にて固体と液体を分離します。

処理水は処理水槽に貯留後、雑用水として再利用しました。また、降雨時の濁水については、沈殿

凝集槽で処理後、河川に排水しています。 

各工種の対象濁水量はコンクリート打設時の濁水発生量は 110ｍ3/ｈ、基礎掘削時 85ｍ3/ｈと考

えられました。そこで、コンクリート打設時にはその発生量から処理能力 150ｍ3/ｈの濁水処理設

備を設け、掘削時にはポータブル型の濁水処理装置を設置して降雨時の濁水処理を行いました。掘

削時の濁水処理は、堤体基礎掘削域の上下流に容量各 45ｍ3の一次貯留池(釜場)を設け、掘削域か

ら河川に濁水が流入しないようにすると共に濁水の調節池として利用しました。 

その他、河川隣接地で工事を行う場合は、降雨時に発生する濁水が河川に流出するのを防止する

ため仮止めを行うなどの対策を実施しました。 

 

 

図 2-1 濁水処理設備の設置 

  

濁水処理設備 

（コンクリート打設時） 

上流側締切堤 

下流側締切堤 

濁水処理設備 

（掘削時） 
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写真 濁水処理設備 

 

 

 

写真 工事による濁水の河川への流出防止  

上流側濁水処理設備全景 
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(3)  事後（工事中）調査結果 

工事前及び供用中に、上流側（川又、柿原）、工事箇所直上（高串）、下流側（田ノ垣内、古井、

羽六）で、月 1回の SS濃度の測定を実施しました。測定結果を以下に示します。 

なお、工事の前後で、上流の川又で 0.3mg/L の濃度変化が見られたことから、これを年変動の補

正量として、下流側地点の工事前・工事中の SS濃度変化を確認しました。 

 

① 下流の古井は、工事中は SS 濃度は 1.6mg/L であり、補正後は工事前より 0.4mg/L 高くなりま

した。 

② 下流の羽六は、工事前より SS濃度が低いことから、工事による影響は確認できませんでした。 

③ 下流側の工事中の SS 濃度は、古井で 1.6 mg/L、羽六で 1.0 mg/L であり環境基準の 25mg/L よ

りも非常に低い濃度でした。 

 

表 2-3 工事前・工事中での SS 濃度の変化 

[mg/L] 

項目 
下流 工事箇所直上 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串 柿原 川又 

工事前 H18～22 年度平均 1.3 0.9 0.7 0.4 0.4 0.6 

工事中 H23～25 年度平均 1.0 1.6 － 0.7 － 0.9 

工事前後の 

変化量 

補正前 -0.3 0.7 － 0.3 － 0.3* 

補正後 -0.6 0.4 － 0 － 0 

注1）*：SS濃度の年変動の補正 

ダム上流の川又における供用前後のSS濃度差を年変動の補正量と考え、補正前の濃度変化から補正量を差し引い

た値を補正後としました。 
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(4)  事後（工事中）評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-4 工事中の水の濁りの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、古井の工事中は工事前より SS 濃度が 0.6mg/L 高くなると予測

されていました。 

事後調査では、古井は、工事中は工事前より SS 濃度が 0.4mg/L 高くなりました。 

工事による影響は、事前の予測を下回りました。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境保

全措置の実施状況の確認及び事後調査による SS 濃度の工事前・工事中の測定値の比

較により、定性的に行いました。 

濁水処理設備の設置等により、工事敷地内からの濁水の河川への流出を可能な限り

防止しました。 

事後調査による SS 濃度は、古井では、工事中は 1.6 mg/L であり、工事前との比較

では 0.4mg/L の濃度上昇が確認されたものの、変化量は事前の予測の範囲内であり、

工事中の水の濁りの影響は低減されていると評価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後調査の結果と基準又は目標との対比は、工事中の SS 濃度を河川水質環境基準 A

類型（25 mg/L）の基準値と対比し、評価します。 

下流 2 地点の工事中の SS 濃度は 1.0～1.6 mg/L であり、いずれも環境基準を満足

しています。 
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2） 水素イオン濃度（pH） 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測結果を以下に示します。 

 

表 2-5 工事中の pH の予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事 

環境影響の

内容 

コンクリート打設作業排水に伴うアルカリ分の流出による水環境の変化。 

予測手法 

コンクリート打設作業排水に伴うアルカリ分を含む排水は、すべて濁水処理設備に設置され

た炭酸ガス中和装置で中和し、かつ処理水は処理水槽に貯留後、雑用水として再利用する計

画のため、定量的な予測は実施しませんでした。 

予測結果 
炭酸ガス中和装置において適切に処理し、処理水は工事に再利用する計画のため、アルカリ

性の排水が河川へ流出することはないと予測されました。    
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(2)  環境保全措置 

コンクリート打設作業排水に伴うアルカリ分を含む排水は、すべて濁水処理設備に設置された

炭酸ガス中和装置で中和し、かつ処理水は処理水槽に貯留後、雑用水として再利用し、河川へは放

水しませんでした。 

 

(3)  事後（工事中）調査結果 

工事前及び供用中に、上流側（川又、柿原）、工事箇所直上（高串）、下流側（田ノ垣内、古井、

羽六）で、月 1回の pH の測定を実施しました。測定結果を以下に示します。 

なお、工事の前後で、上流の川又で 0.14 の濃度変化が見られたことから、これを年変動の補正

量として、下流側地点の工事前・工事中の pH の変化を確認しました。 

 

① pH は、いずれの地点も環境基準の 6.5～8.5 の範囲内でした。 

② 工事中は、上流から下流まで 7.56～7.73 の範囲にあり、地点による変化はほとんど見られません

でした。 

③ 工事前・工事中で pH の変化はほとんど見られませんでした。 

 

表 2-6 工事前・工事中での pH の変化 

項目 
下流 工事箇所直上 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串 柿原 川又 

工事前 H18～22 年度平均 7.46 7.56 7.56 7.54 7.54 7.43 

工事中 H23～25 年度平均 7.56 7.63 － 7.73 － 7.57 

工事前後のｐH の変化 
補正前 0.10 0.07 － 0.19 － 0.14* 

補正後 -0.04 -0.06 － 0.06 － 0.00 

注1）*：pHの年変動の補正： 

ダム上流の川又における供用前後のpH値差を年変動の補正量と考え、補正前の変化量から補正量を差

し引いた値を補正後の変化量としました。 
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(4)  事後（工事中）評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-7 工事中の pH の事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、コンクリート打設作業排水は処理後に工事に再利用する計画

のため、アルカリ性の排水が河川へ流出することはないとされていました。 

そのため、本項目の評価は、②の事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減

が図られているかの評価の中で行います。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

本評価は、環境保全措置の実施状況の確認及び pH の工事前・工事中の測定値の比

較により、定性的に行います。 

環境保全措置は、コンクリート打設作業排水に伴うアルカリ分を含む排水につい

てすべて濁水処理設備に設置された中和装置で中和し、かつ処理水は処理水槽に貯

留後、雑用水として再利用し、河川へは放水しませんでした。 

事後調査では、下流側の古井・羽六では工事前・工事中の pH の変化は-0.04～-

0.06 であり、アルカリ化は確認されなかったことから、工事中の pH の変化による

影響は回避されていると評価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後調査の結果と基準又は目標との対比は、工事中の pH を河川水質環境基準 A 類

型（6.5～8.5）と対比し、評価します。 

工事中の下流側 2 地点の pH は概ね 7.6 であり、環境基準を満足しています。 
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2.1.3.  供用後の水質 

1） 土砂による水の濁り（SS 濃度） 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測結果を以下に示します。 

 

表 2-8 供用後の濁りの予測 

項目 内容 

影響要因 ダムの供用及びダム貯水池の存在 

環境影響の

内容 

ダム貯水池及びダム下流河川の濁りの変化による水環境の変化。 

予測手法 ダム湖内は流下方向と鉛直方向を考慮した 2 次元モデル、下流側は支川からの流入混合、大

気との熱収支、河道流下過程での沈降・希釈・分解による減少を考慮した式により予測しま

した。 

 

  
 

 

ダム湖内              下流側 

予測条件 雨量・流量データは平成 8 年から 17 年の 10 年間を用いた。 

予測結果 ダム完成後の下流河川の水の濁りは、ダム建設前と比べ、予測を行った期間の大部分で減少

しますが、洪水後には、ダム建設前と比べて濁りが大きくなり、濁りの長期化が予測されま

した。 

 
SS 濃度予測結果 

  
SS 濃度予測（平成 15 年度気象データによる解析結果） 

  

放流 SS 濃度は平均 78 日/年、

流入 SS 濃度に比べて高くな

るが、5mg/L 以上上昇する日

は 8 日/年程度と予測される。 

出水後に流入水より

放流水の濁りが大き

くなり、濁りが長期化

すると予測された。 

西神ノ川 

（7.0km²） 

室川 

（3.2km²） 

樮川 

（14.0km²） 



24 

 

(2)  環境保全措置 

選択取水設備（連続サイフォン式）を設置し、水位の変動に追随しながら水深約 1～2m から取水

を行います。 

比較的澄んだ水深から取水する等、適切に運用することにより、濁りの軽減ならびに濁水長期化

の短縮に努めました。 

 

 
写真 選択取水設備 

  

N.W.L.149.00 

EL.152.00 

EL.134.00 

サイフォンが縦に並べて配置されており、水位の変動に

合わせて取水するサイフォンが自動的に変更され、 

水深約 1～2m から取水しています。 

サイフォン 
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(3)  事後調査結果 

ダム湖内（高串）で濁度の常時監視を実施しました。また、月 1回の SS濃度の測定を上流側（川

又、柿原）、貯水池内（高串）、下流側（田ノ垣内、古井、羽六）で実施しました。また、ダム湖表

層（高串）の濁度と SS濃度測定結果をもとに、ダム湖表層（高串）の濁度常時監視測定値を SS 濃

度に換算し、濁りの長期化について分析しました。 

濁度の評価は、以下の文献及び表2-9に示す他のダムの事例を参考に濁度10を指標としました。 

 

 

＜水長期化対策の効果に関する濁度指標を用いた評価手法の検討 

               （平成27年度水源地環境技術研究所 所報）＞ 

生態系のいずれにおいても、概ね濁度 10～20 程度の値で河川環境に濁水の影響が出始めるの

ではないかと考えられ、この辺りの数値を評価指標とすることが適切ではないかと考えられた。 

 

 

表 2-9 ダムによる濁りの評価基準の設定事例 

ダム 管理 場所 評価基準 

真名川ダム 国土交通省 福井県 放流水の SS と流入水の SS の差が 5mg/L 以上 

天川ダム 滋賀県 滋賀県 濁度 10 度 

日吉ダム 水資源機構 京都府 濁りの目安として濁度 10 度 

長期濁水放流の定義：流入水が清澄になっても、ダム放流

水が濁度 10 度以上で、1 週間以上継続する。 

三国川ダム 新潟県 新潟県 評価指標として濁度 10 

早明浦ダム 水資源機構 高知県 取水深の調節について放流濁度 5 度以下 

一ツ瀬ダム 九州電力(株) 宮崎県 濁度が 10 を超える水を「濁水」と定義 
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a） 地点別 SS 濃度と下流側への影響の確認 

ダムの供用による SS 濃度の変化を確認するため、地点別 SS濃度を図 2-2 に示します。 

SS 濃度の地点別変化を見ると、ダム貯水池の高串では上流側の柿原より高く、その影響は直下

流の田ノ垣内にも及んでいますが、下流に進む程影響は小さくなっています。 

ダムの供用により、濁りの影響が生じていることが確認されました。 

環境基準との対比では、全ての地点及び年度で環境基準の 25mg/L を満足しています。 

 

 

①ダムの上流側の柿原の濃度は非常に低い。 

②高串（表層）は、濁水の滞留により柿原より増加している。 

③田ノ垣内は、高串（表層）と同等であり、ダムによる濁りの影響を受けている。 

④古井は、田ノ垣内より大きく低下しており、下流に下る程影響は小さくなっている。 
 

図 2-2 SS 濃度の地点別変化（毎月の低水時の採水調査年度平均値） 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

羽六 古井 田ノ垣内 高串（表層） 柿原 川又

S
S
（

m
g/

L）

H27年度平均

H28年度平均

H29年度平均

H30年度平均

H31年度平均

R2年度平均

R3年度平均

R4年度平均

R5年度平均

R6年度平均

上流側貯水池下流側

① 

③ ② 

④ 



27 

 

b） 経年変化と今後の影響予測 

供用後の SS 濃度の経年変化を、図 2-3 に示します。 

年平均値の経年変化は、その年の出水状況に左右され年毎にばらつきが大きい傾向となってい

ます。 

高串及びダム直下の田ノ垣内は、供用前より測定値が大きくなっています。 

平成 29 年度に最高値が記録されていますが、これは 10 月に突出した測定値が観測されたため

です。月平均値の変動を見ると、高串及び直下流の田ノ垣内は、濁りの長期化の影響により上流側

の柿原をほとんどの月で上回ります。 

なお、濁りは図 2-4 で示したとおり冬季に一度正常化することから、長期的な蓄積等により徐々

に変化する傾向はなく、その年毎の降水状況により大きな年変動が発生すると考えられます。 

以上のことから今後の影響として、貯水池内に長期的に濁りが蓄積することはないものの、気象

条件によっては、これまでの事後調査結果を大きく上回る影響が発生する可能性があると予測し

ます。 

 

 

①供用後の月測定値は、直前の降雨状況による変動が非常に大きい。平成 29 年 10 月のような突出した測定値が

観測される場合もある。 

②突出した測定値が観測されると、年平均値も増加する。平成 29 年度年平均値は、10 月の測定値により増加し

ている。濁りは降雨状況に左右されるため、長期的にはこれまでの事後調査結果を大きく上回る濁りの影響が

発生する可能性がある。 

図 2-3 SS 濃度の年平均値の経年変化及び供用後の月測定値の変動 

  

① 

② 
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表 2-10 供用前後の SS 濃度の変化 

[mg/L] 

  

田ノ垣内 高串（表層） 柿原 

供用前 供用後 供用前 供用後 供用前 供用後 

H8～H19 H27～R7 H13～21 H27～R7 H13～19 H27～R7 

SS 

平均 0.5 2.5 0.4 2.6 0.5 0.4 

最大 5.7 37.0 3.4 42.0 4.2 3.6 

最小 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 

注）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 

 

 

  



29 

 

c） 濁りの発生と貯水池の鉛直分布の整理 

高串の貯水池内に設置された水深別濁度常時監視測定値の測定結果を図 2-4 に示します。 

出水により大量の濁水が貯水池に流入すると、貯水池表層から中層の濁度が悪化し、その状況が

継続しています。 

図 2-4 下図に示す事例では、中層の濁りは、浮遊物質が時間とともに沈降するため徐々に濁度

が低下していきますが、元の濁度に戻るまで、3ヶ月程度濁りが継続しています。 

表層の濁りは、選択取水設備により呑口高を水深約 1～2m に設定しているため、表層水は早期

に流入水に換水されています。そのため、表層の濁度は中層と比較して短時間で低下しています。 

なお、降水量が少ない冬季に入ると、貯水池全層の濁度が正常化しています。 

以上を踏まえ、濁りの発生と貯水池の鉛直分布の関係を整理すると以下のとおりとなります。 

 

① 大きな出水後は、表層から中層まで濁度が悪化します。 

② 中層は、高濁度状態が 1ヶ月以上継続します。 

③ 表層は、選択取水設備により呑口高を水深約 1～2m に設定しているため、表層水は早期に

流入水に換水されています。選択取水設備が濁りの長期化を低減する効果が確認できまし

た。 

④ 濁りは冬季には正常化し、翌年度までは持ち越されていません。 
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※①～⑤の補足説明については表 2-11 を参照 

図 2-4 貯水池の濁度鉛直分布（6 時の自動観測結果）  

取水ゲート呑口高 

欠測 

H30 

② ④ ③ 

表層は短期間で濁度低下 中層は高濁度状態 
が長期化 

⑤ 

① 
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表 2-11 貯水池の濁度鉛直分布に関する補足説明について 

① 貯水池内の濁水の滞留について、平成 30 年 8 月～12 月を事例に考察します。 

② 8 月下旬の出水後、表層・中層の全体に濁水が滞留する出水が発生しています。 

③ 
中層の濁りは、浮遊物質が時間とともに沈降するため徐々に濁度が低下していきますが、高濁度状態が長期

化しています。 

④ 
表層水は、選択取水設備により呑口高を表層に設定しているため、早期に流入水に換水され濁度が低下しま

す。 

⑤ 濁りが長期化した年でも、降水量が少ない冬季に入ると表層・中層の濁度は底層と同等に低下しています。 
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d） 濁りの長期化の発生状況 

濁りの長期化がどのように発生しているかを確認するため、代表的な事例の分析を行いました。 

出水後は発生した濁りの長期化の事例として、供用後に濁度が最大になった令和元年の台風 10

号の事例及び小規模な出水事例を図 2-5、濁りが最も長期間継続した平成 27 年 4 月の事例を図 

2-6 に示します。 

 

事例①：令和元年の台風 10 号 

令和元年の台風 10号の出水では、8月 15 日に日降水量が 265mm で、ダムへの流入量も非常に大

きくなっており、8月 16 日貯水池の濁りも濁度 250（水深 1m）を記録しています。 

呑口高に近い水深 1m では、8 月 17 日以降に濁度は急激に低下し台風から 4日後の 8 月 20 日に

は濁度 20 を下回っています。その後は緩やかに濁度が低下し、台風から 7 日後の 8 月 23 日に評

価の目安とする濁度 10を下回っています。 

中層の水深 15m では、台風通過直後は濁度が大きく低下するものの、その後は緩やかな低下と

なり、表層よりも高濁度状態が長期化しています。 

出水後に濁度が低下する要因は、懸濁物質の沈降と流入水による濁水の入れ替えが考えられま

す。切目川ダムでは、選択取水施設の呑口高が水深約 1～2m に設定されているため、表層水は早期

に流入水と入れ替えられることで、濁りが残る期間が短縮されています。一方、呑口高より低い中

層は、水の入れ替え効果がないため、濁度低下は懸濁物質の沈降効果のみと考えられます。 

 

事例②：小規模の出水事例 

令和元年 8月 30 日に日降水量 59mm の降雨があり、その後濁度 10を超える日が連続 3日間発生

しています。 

 

 

図 2-5 出水後の水深別濁度の変化（事例①：令和元年台風 10 号出水後、事例②：小規模出水） 
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事例③：濁りが最も長期間継続した平成 27 年 4 月 

平成 29 年 4 月 8～9日に日降雨量 110～172mm の大きな降雨があり、4月 9日に濁度が 10 を超過

しました。その後、濁度は緩やかに降下していますが、4 月 18 日に日降雨量 101mm の降雨があり

濁度は 4月 19 日に再度上昇し、5月 1日に濁度が 10 未満になるまで濁度 10以上の日が 22日間連

続しました。 

2回目の出水の影響が生じた4月19日以降では、濁度10以上となったのは連続12日間でした。 

 

 

図 2-6 出水後の水深別濁度の変化（事例③：濁りが過去最長になった事例 平成 29 年 4 月） 

 

以上の濁りの発生事例から、切目川ダムにおける濁りの発生状況について以下にまとめました。 

 

濁りの長期化事例のまとめ 

① 小規模な出水では濁度 10以上が 2日～6日連続する場合がある 

② 台風など日降雨量が 100mm 程度又はそれ以上の大きな出水では、濁度 10以上が 1～2週間続く

場合がある。 

③ 前回の降雨で発生した濁りが低下する前に新たな降雨があると、濁度 10以上が 2～3週間続く

場合がある。 
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e） 濁り長期化の発生状況の整理 

濁りの長期化として、供用後に評価の目安となる濁度 10 以上が 2 日以上継続した日数等を整理

した結果を表 2-12 に示します。 

 

① 濁度 10 以上が 2日～6日連続で生じたのは、年平均 4.9 回でした（小規模な出水）。 

② 濁度 10 以上が 7 日～13 日連続で生じたのは、年平均 1.9 回でした（日降雨量 100mm 程度又はそ

れ以上の大規模な出水時等）。 

③ 濁度 10 以上が 14 日以上連続で生じたのは、年平均 0.5 回でした（大規模な出水が連続で発生）。 

④ 濁度 10 以上が 2日以上継続した回数は、年平均 7.2 回でした。 

⑤ 濁度 10 以上が 2日以上継続した日の総日数は 45日/年でした。 

 

表 2-12 供用後の濁りの長期化についての整理結果（高串、水深 0.1m） 

項目 整理結果 

濁度 10 以上が 2 日以上継続した

回数 

濁度 10 以上が 2 日～6 日連続 平均 4.9 回/年 

濁度 10 以上が 7 日～13 日連続 平均 1.9 回/年 

濁度 10 以上が 14 日以上連続 平均 0.5 回/年 

合計 平均 7.2 回/年 

濁度 10 以上が 2 日以上継続した時の最大継続日数 22 日 

濁度 10 以上が 2 日以上継続した時の延べ日数 45 日/年 

濁度 10 以上が 2 日以上継続した時の平均継続日数 平均 6.2 日/回 

注 1）集計期間：平成 27 年 4月 1 日～令和 7 年 9 月 30 日（測定日数：3831 日、欠測日数：374 日） 
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f） 予測値との対比（SS 濃度） 

環境影響評価時の予測では、濁りを SS濃度で予測していました。そのため、ダム湖表層（高串）

の濁度から換算式で SS換算濃度を推定し、予測値と供用後の対比を行いました。 

ダム湖表層（高串）の濁度と SS 濃度の相関を図 2-7 に示します。ダム湖表層の SS 濃度と濁度

は、決定係数 R2=0.9667 の強い正の相関がありました。そのため、ダム湖における濁度常時監視測

定値を SS濃度に換算する以下の式を設定しました。 

 

濁度・SS換算式 ： Ｙ（SS濃度）＝0.7492Ｘ（濁度） 

 

ダム供用後、貯水池のSS換算濃度の階級ごとの出現頻度を表 2-13に示します。 

貯水池におけるSS換算濃度の出現頻度は、5mg/L以下が78.85%でした。供用後の濁りは、環境

影響評価時の予測に対し高濃度の出現頻度が高くなっています。 

ただし、SS濃度は環境基準を満足しています。 

 

 

注）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 

図 2-7 ダム湖表層（高串）の濁度と SS 濃度の相関関係 
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表 2-13 SS 換算濃度出現頻度 

 

流入水予測値 

（H8～17 年気象データ） 

放流水予測値 

（H8～17 年気象データ） 

供用後表層 SS 換算濃度 

H27～R7 

SS(mg/L) 頻度(日) 累積% 頻度(日) 累積% 頻度(日) 累積% 

～5 3432 93.95% 3487 95.46% 2725 78.85% 

～10 68 1.86% 72 1.97% 366 10.59% 

～50 115 3.15% 85 2.33% 326 9.43% 

～100 27 0.74% 8 0.22% 34 0.98% 

～150 5 0.14% 0 0.00% 4 0.12% 

次の級 6 0.16% 1 0.03% 1 0.03% 

データ数 3653  3653  3456  

注1） 集計期間：平成 27年 4月 1 日～令和 7年 9月 30日 

（測定日数：3836 日、欠測日数：380 日） 

注2） 供用後はダム貯水池における、水深 0.1ｍ・朝 6時に測定した濁度のデータより、Ｙ（SS濃度）

＝0.7492Ｘ（濁度）の式より換算した。 

 

参考 供用前後の降雨実績（龍神観測所） 

気象データ H8～H17 H27～R6 

日降水量 

≧30mm の日数 
277 日 335 日 

日降水量の最大値 
266mm 

（H9） 

407mm 

(H30) 

年降水量の平均値 2,753mm 3,400mm 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-14 供用後の濁りの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

降雨後は、濁水が貯水池内に滞留するため、流入水より流出水の濁りが大きくな

る期間が発生し、濁りが長期化すると予測されました。 

供用後、事後調査による月 1 回平常時の SS 濃度測定では、ダム直上（流入水）よ

りダム直下（流出水）が高い傾向が確認されています。また、貯水池における SS 換

算濃度は、予測結果に対し高濃度の出現頻度が高くなっており、降雨後の濁りの増

加及び長期化が確認されました。 

評価の目安である濁度 10 以上の日が 2 日以上継続した延べ日数は年平均 45 日観

測されています。 

ただし、濁りによる付着藻類への影響の有無は確認されていません。（詳細は

「2.5.2. 3）付着藻類の状況」参照）。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び出水後に貯水池内に滞留した濁水により濁りが長期

化することについて、事後調査による貯水池内の常時濁度測定結果を整理し、選択

取水設備が影響を低減する効果を確認することで、定性的に行いました。 

選択取水設備は、貯水位の変化に追随して自動的に水深約 1～2m から取水するよ

う設定されており、これにより出水後に表層の濁った水を放水することで、短期間

で表層水の換水を行っていることが確認されました。 

以上のことから、供用後の濁りの長期化の影響は低減されていると評価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後調査の結果と基準又は目標との対比は、工事中の SS 濃度を河川水質環境基準

A 類型（25 mg/L）の基準値と対比し、評価します。 

供用後の下流側の SS 濃度は平均 2.5mg/L であり、環境基準を満足しています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

選択取水設備の運用により濁りの長期化の影響は低減されていますが、降雨後の

濁りの増加及び長期化が確認されました。 

供用後の下流側の SS 濃度は平均 2.5mg/L であり、環境基準を満足していました。

なお、濁度 10 以上が 2 日以上継続した延べ日数は年平均 45 日発生していますが、

濁りによる付着藻類への影響の有無は確認されていません。（詳細は「2.5.2. 3）付

着藻類の状況」参照）。 

濁りの影響は降雨状況に左右されるため年変動が大きく、今後も気象条件次第で

濁りの増加及び長期化の可能性が懸念されます。 

そのため、維持管理の一環として、ダム湖（高串）において、降雨量及び濁度の

常時監視、ダム湖内、放流水及び流入水の SS 濃度の測定を継続して実施します。 
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2） 水 温 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測結果を以下に示します。 

 

表 2-15 供用後の水温の予測 

項目 内容 

影響要因 ダムの供用及びダム貯水池の存在 

環境影響の

内容 

ダム貯水池及びダム下流河川の水温の変化による水環境の変化。 

予測手法 ダム湖内は流下方向と鉛直方向を考慮した 2 次元モデル、下流側は支川からの流入混合、大

気との熱収支、河道流下過程での沈降・希釈・分解による減少を考慮した式により予測しま

した。 

 

  
 

 

ダム湖内              下流側 

予測条件 雨量・流量データは平成 8 年から平成 17 年の 10 年間を用いた。 

予測結果 ダム完成後、切目川ダム貯水池では、春季から夏季において、水温が深さ方向に変化すると

予測されました。その結果、放流水温は、かんがい期には流入水温に比べて低くなる傾向

が、また、夏季から秋季にかけては流入水温に比べて高くなる傾向が予測されました。 

 

 

  

放流水温は、特に夏季から晩

秋季かけて、流入水温に比べ

て高くなる。 

放流水と流入水の水温差は、

平均 0.9℃であった。 

西神ノ川 

（7.0km²） 

室川 

（3.2km²） 

樮川 

（14.0km²） 
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(2)  環境保全措置 

放流水温と流入水温ができるだけ同程度となるよう、選択取水設備（連続サイフォン式）を設置

し、表層付近の比較的温かい水や、底層付近の冷温水を避けた取水を行い、水温変化の軽減に努め

ました。 

 

(3)  事後調査結果 

ダム供用前後に、上流側（川又、柿原）、ダム貯水池（高串（表層）・中層・底層）、下流側（田

ノ垣内、古井、羽六）で、月 1回の水温の測定を実施しました。測定結果を以下に示します。 

なお、供用前後で、上流の川又で水温の変化が見られたことから、これを年変動の補正量とし

て、下流側地点の供用前後の水温変化を確認しました。 

 

a） 貯水池内の冷水滞留の状況 

 供用後のダム貯水池の表層・中層・底層別水温を図 2-8に示します。 

 春以降、表層水の水温は高くなりますが、中層・底層の水温は上がらず、冷水が滞留することが

確認されました。 

 中層は、夏期以降の大きな出水時に流入水に押し流されるか混交することで、表層と同等の水温

になります。 

 底層は、夏期以降にやや水温が高まるものの、一年を通じて低温のままです。 

b） 下流への影響と選択取水設備の効果 

 地点別の年平均水温を表 2-16に、灌漑期平均水温を表 2-17に示します。 

 貯水池では、水面付近は日光や気温の影響を受けて水温が高くなり、また中層・底層は冷水が滞

留しています。そのため、選択取水設備により水深約1～2mで取水することで、高温な水面付近や、

中層・底層の冷水を避けて取水を行っています。 

 平均水温を見ると、ダムの直上流の柿原と高串（表層）を比較すると平均2.4℃上昇しており、水

面付近での日光や気温により水温上昇が確認されます。しかし、柿原と直下流の田ノ垣内は、水温

の上昇が平均0.8℃に留まります。選択取水設備の運用により、流入水温に近い水温の水を放水で

きていたことが確認されました。 

 灌漑期は、ダムの直上流の柿原に対し高串（表層）は平均3.1℃の上昇が確認されましたが、直下

流の田ノ垣内とは平均0.6℃の上昇に留まりました。 

 なお、下流の古井・羽六では、上流の川又よりわずかに水温が上昇するものの、これは流下の過

程で起こる自然上昇と考えられ、供用前後では水温の変化はほとんどありませんでした。 

c） 供用後の水温の経年変化と今後の予測 

 供用後の水温の経年変化を、図 2-10に示します。供用後の年平均水温は、横ばい傾向でした。平

成27年7月、平成28年8月及び令和4年8月は下流の田ノ垣内の水温が上流の柿原より1.2～2.1℃低い

放流が見られました。また、これは、夏季に発生した渇水により貯水位が低下し、中層にあった比

較的冷たい水の一部を放流せざるをえなかったためと考えられます。なお令和4年度以降は、夏季

の流入水より放流水の水温が低い放流は発生していません。 

 以上のことから、今後の影響として、夏場の渇水後にダム湖内の水温上昇が間に合わない場合は、

流入水より放流水の水温が低い放流が生じる可能性があります。 
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注）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 

図 2-8 供用後のダム貯水池水温の経年変化 

 

 

図 2-9 貯水池の水温鉛直分布（6 時の自動観測結果） 
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表 2-16 供用前後での水温の変化（期間平均値） 

[℃] 

項目 
下流 ダム 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串（表層） 柿原 川又 

年平均値 
供用前（H23～25） 16.5 16.5 － 15.1 － 15.1 

供用後（H27～R7） 17.1 17.0 16.9 18.5 16.1 15.1 

柿原との水温差 
   2.4   

  0.8    

注 1）年平均値：5 月～3 月（供用前の測定は 4 月測定を実施していないため、11 ヶ月で集計した） 

供用前：H23～25 年度  供用後：H27～R7 年度 

注 2）R2 年度以降は、羽六、古井、川又での調査は実施していない。 

注 3）水温の変化について、羽六・古井・川又の結果は供用前と供用後（H27～R1）、田ノ垣内・高串・柿原の結果は供用

前と供用後（H27～R7）で比較した結果を記載。 

注 4）令和 7 年度は 5～9 月のデータを使用 

 

表 2-17 供用前後での水温の変化（灌漑期期間のみの平均値） 

[℃] 

項目 
下流 ダム 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串（表層） 柿原 川又 

灌漑期 

平均値 

供用前（H23～25） 23.7 23.7 － 21.9 － 20.3 

供用後（H27～R7） 24.3 24.2 23.2 25.7 22.6 20.9 

柿原との水温差 
   3.1   

  0.6    

注 1）灌漑期平均値：5 月～9月で集計 

供用前：H23～25 年度  供用後：H27～R7 年度 

注 2）R2 年度以降は、羽六、古井、川又での調査は実施していない。 

注 3）水温の変化について、羽六・古井・川又の結果は供用前と供用後（H27～R1）、田ノ垣内・高串・柿原の結果は供用

前と供用後（H27～R7）で比較した結果を記載。 
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注）令和7年度は4～9月のデータを使用 

注1） ：上流より低い水温の放流（上流 より下流 の水温が1度以上低い）  

H27年7月: 放流水温22.8℃、上流との水温差-2.0℃ 

H28年8月: 放流水温27.1℃、上流との水温差-2.1℃ 

R4年8月： 放流水温26.7℃、上流との水温差-1.2℃ 

注2）  ：アユの冷水病発病開始水温（21℃） 

     ：アユの生育適温下限（15℃） 

備考：ダム表層の水温は上流側より高くなっているが、上流と下流の水温の変化は小さい 

図 2-10 供用後の水温の経年変化（上流側、貯水池表層、下流側の水温の比較） 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-18 供用後の水温の事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、ダム放流水の水温は、流入水より平均 0.9℃高くなると予測

されました。 

事後調査では、ダム直下の田ノ垣内は直上流の柿原より 0.8℃高くなりましたが、

温度差は事前の予測を下回りました。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査による上流側、貯水池表層、下流側の水温

を比較し、選択取水設備により水温変化の影響が回避又は低減が図られているかを

確認することで、定性的に行いました。 

選択取水設備により、水深約 1～2m で取水を行うことで、水面付近の高温水や底

層の低温水を避ける放流を実施しました。 

事後調査では、ダム貯水池がある高串（表層）と上流側の水温差は平均 2.4℃で

したが、選択取水設備によりダム上流側と下流側の水温差は平均 0.8 度に留まるこ

とから、供用後の水温に対する影響は低減されていると評価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

水温については環境基準がないため、事後評価では、環境影響評価の結果を踏ま

えて、5～9 月のダム直下の田ノ垣内の水温が、アユの生育適温下限（15℃）以上で

あることを目標として設定しました。供用後のダム直下の水温は、5～9 月に 15℃以

上であり、目標を満足しています。 

なお、アユの冷水病は 6～7 月の発生が多く、発病開始水温は 10～21℃、発病水温

の平均は 17℃とされています。渇水時に流入水より放流水の水温が 1.2～2.1℃低

い放流が 3 回発生しましたが、この時の放流水温は 22℃以上であり、冷水病の発病

開始水温の上限である 21℃以上でした。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

水温は、選択取水設備の運用により、流入水と放流水の水温差は低減されていま

す。また、夏季に冷水放流が確認されましたが、いずれも水温は 22℃以上であり、

冷水病の発病開始水温の上限である 21℃以上だったことから、アユの冷水病発生に

つながるほどの影響はなかったと評価されます。 

ただし、夏季でも中層・底層には 15℃以下の冷水が滞留しており、今後も渇水時

には流入水よりも水温の低い放流が生じる可能性があると予測します。 

そのため、維持管理の一環として、ダム湖内（高串）で水温の常時監視を継続し

て実施します。 
注 1）アユの冷水病：フラボバクテリウム・サイクロフィラム(flavobacterium psychrophilum)という細菌による疾病で
あり、鰓・肝臓・腎臓の貧血、体表の白濁、鰓蓋下部、下顎の出血の他、体表の潰瘍等の穴あき症状を特徴とする。発見
当初は、稚魚期の低水温期に限定されていたが、最近の傾向ではすべての成長段階で発生している。 
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3） 富栄養化現象 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測結果を以下に示します。 

 

表 2-19 供用後の富栄養化の予測 

項目 内容 

影響要因 ダムの供用及びダム貯水池の存在 

環境影響の

内容 

ダム貯水池の富栄養化、下流河川の BOD の増加による水環境の変化。 

予測手法 ダム湖内は流下方向と鉛直方向を考慮した 2 次元モデル、下流側は支川からの流入混合、大

気との熱収支、河道流下過程での沈降・希釈・分解による減少を考慮した式により予測しま

した。 

 

  
 

 

ダム湖内              下流側 

予測条件 雨量・流量データは平成 8 年から平成 17 年の 10 年間を用いた。 

予測結果 流入水質や流量条件、湖内での滞留時間等によると、予測期間の各年の条件とも、貧栄養レ

ベルに該当するため、切目川ダム貯水池では富栄養化現象発生の可能性は低いと予測され

ました。また、下流河川の BOD（生物化学的酸素要求量）は、ダム建設前と同様、河川環境

基準 A 類型に相当する良好な水質と予測されました。 

   
貯水池のクロロフィル a 予測値  

 
   下流側（古井）の BOD 予測値 

  

貯水池のクロロフィル a 濃度は、富栄養

化の判断指標である 25μg/L 以下であ

り、10 年間平均で貧栄養型と判定され、

富栄養化現象発生の可能性は低いと予測

された。 

古井の BOD 濃度は、0.01mg/L 高くなる。 

西神ノ川 

（7.0km²） 

室川 

（3.2km²） 

樮川 

（14.0km²） 
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(2)  環境保全措置 

富栄養化現象発生の可能性は低いと予測されたため、実施しませんでした。 

 

(3)  事後調査結果 

ダム供用前後に、上流側（柿原）、ダム貯水池（高串）、下流側（田ノ垣内、古井、羽六）で、

月 1 回のクロロフィル a、BOD の測定を実施しました。測定結果を以下に示します。また参考と

して、T-P、T-N 測定結果を併せて示します。 

 

a） 貯水池のクロロフィル a と富栄養化の状況 

① 供用前後の測定値 

植物プランクトンの発生状況を示すクロロフィル a測定値を表 2-20 に示します。高串の供用後

期間平均値は 4.27μg/L で供用前より増加しています。高串の供用後期間最大値は 25.00μg/L で

供用前より増加しています。なお、供用後の年最大値の平均値は 6.05μg/L でした。 

② 富栄養化の判定 

供用後期間最大値は、富栄養化現象の判断指標となる OECD 基準（最高値が 25μg/L）以下であ

り、富栄養化現象発生は発生していないと考えます。 

③ 供用後の経年変化 

クロロフィル a の経年変化を、図 2-11 に示します。年平均値の経年変化は概ね横ばい傾向で

す。令和 6年度に大きな上昇が確認されましたが、これは令和 7年 1 月～3月で、令和 6年 8月に

増加した緑藻類に起因する栄養塩により個体数を増加させた珪藻類が水面に滞留した結果である

と考えられます。令和 7年度では、令和 5年度までと同等の値を示しています。 

クロロフィル a の月変動は、比較的大きなばらつきがあり、明確な季節変動も確認されませんで

した。 

 

b） BOD の下流側への影響 

① 貯水池及び下流側の測定値 

BOD の期間平均測定値を表 2-21 に示します。高串は、供用後は 0.7mg/L で供用前の 0.5mg/L よ

り増加しました。下流側の田ノ垣内では、供用前後で 0.4mg/L であり、変化はありませんでした。 

② 環境基準との対比 

高串では、湖沼環境基準 A 類型の基準値を満足しています。田ノ垣内では、河川環境基準 A 類

型の基準値を満足しています。 

③ 供用後の経年変化 

BOD の経年変化を、図 2-12 に示します。年平均値の傾向としては横ばい傾向です。 

 

c） T-P、T-N 測定値 

富栄養化の原因となる T-P、T-N の期間平均測定値を表 2-22、表 2-23 示します。高串の T-P は、

供用後は 0.013mg/L であり、供用前の 0.006mg/L より増加しています。高串の T-N は、供用後は

0.26mg/L であり、供用前の 0.31mg/L より減少しています。 
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d） 今後の予測 

供用前よりクロロフィル a の値が増加したものの、傾向としては横ばいであることが確認され

ました。また、供用後のクロロフィル a 濃度は OECD 基準では中栄養湖レベルと評価されるため、

富栄養化現象は発生しておりません。 

クロロフィル a 及び BOD については、供用後は横ばい傾向であり、長期的に大きく増加するこ

とはないと予測します。 

 

表 2-20 供用前後のクロロフィル a の変化 

［μg/L］ 

 

田ノ垣内 高串（表層） 柿原 

供用前 供用後 供用前 供用後 供用前 供用後 

H8～H19 H27～R7 H13～21 H27～R7 H13～19 H27～R7 

クロロ 

フィル a 

平均 0.49 2.86 0.39 4.27 0.58 0.57 

最大 1.50 28.20 1.20 25.00 1.80 4.70 

年最大値 
の平均 

0.37 4.17 0.61 6.05 0.71 0.69 

最小 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

注 1）湖沼型（OECD 基準） 

貧栄養湖：クロロフィル a 濃度が平均 2.5μg/L 以下、年最大値の平均が 8μg/L 以下 

中栄養湖：クロロフィル a 濃度が平均 2.5～8μg/L、年最大値の平均が 8～25μg/L 

注 2）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 

 

 

注 1）定量下限値未満の測定値は 0μg/L として記録した。 

注 2）H27～R1 年度の調査結果は供用 10 年目の整理に際して分光光度法から蛍光光度法に分析方法の見直しを実施。 

図 2-11 クロロフィル a の平均値の年変動及び供用後の月変動  
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表 2-21 供用前後の BOD の変化 

［mg/L］ 

項目 
下流 ダム 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串（表層） 柿原 川又 

平均値 供用前（H8～19） 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 

供用後（H27～R7） 0.3 0.2 0.4 0.7 0.1 0.2 

BOD の変化 -0.3 -0.2 0.0 0.3 -0.3 -0.3 

最大値 供用前（H8～19） 1.8 2.5 1.2 1.5 2.0 1.1 

供用後（H27～R7） 2.0 0.7 1.3 2.9 1.0 1.3 

最小値 供用前（H8～19） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

供用後（H27～R7） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

注 1）環境基準（A 類型）：2mg/L 

注 2）R2 年度以降は、羽六、古井、川又での調査は実施していない。 

注 3）BOD の変化について、羽六・古井・川又の結果は供用前と供用後（H27～R1）、田ノ垣内・高串・柿原の結果は供用

前と供用後（H27～R7）で比較した結果を記載。 

注 4）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 

 

 

注 1）定量下限値未満の測定値は 0μg/L として記録した  

図 2-12 BOD の平均値の年変動及び供用後の月変動 
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表 2-22 供用前後の T-P 測定結果の変化 

［mg/L］ 

項目 
下流 ダム 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串（表層） 柿原 川又 

平均値 供用前（H17～19） 0.012 0.009 0.007 0.006 0.007 0.009 

供用後（H27～R7） 0.011 0.010 0.013 0.013 0.008 0.010 

T-P の変化 -0.001 0.001 0.006 0.007 0.001 0.001 

注 1）湖沼型（OECD 基準）：貧栄養湖： 0.01mg/L 以下 中栄養湖：0.01～0.035mg/L 

注 2）R2 年度以降は、羽六、古井、川又での調査は実施していない。 

注 3）T-P の変化について、羽六・古井・川又の結果は供用前と供用後（H27～R1）、田ノ垣内・高串・柿原の結果は供用

前と供用後（H27～R7）で比較した結果を記載。 

注 4）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 

 

表 2-23 供用前後の T-N 測定結果の変化 

［mg/L］ 

項目 
下流 ダム 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串 柿原 川又 

平均値 供用前（H17～19） 0.45 0.37 0.33 0.31 0.32 0.29 

供用後（H27～R7） 0.30 0.26 0.27 0.26 0.20 0.21 

T-N の変化 -0.15 -0.11 -0.06 -0.05 -0.12 -0.08 

注 1）R2 年度以降は、羽六、古井、川又での調査は実施していない。 

注 2）T-N の変化について、羽六・古井・川又の結果は供用前と供用後（H27～R1）、田ノ垣内・高串・柿原の結果は供用

前と供用後（H27～R7）で比較した結果を記載。 

注 3）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-24 供用後の富栄養化の事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

●クロロフィル a 

環境影響評価では、貯水池内のクロロフィル a は、年最大値の平均値は 3.0μg/L

と予測されました。 

事後調査では、貯水池内のクロロフィル a は、年最大値の平均値は 6.05μg/L で

あり、予測値を上回りました。 

●BOD 

環境影響評価では、ダム下流の古井の BOD は 0.01mg/L の増加（0.41mg/L）と予測

されました。 

事後調査では、古井の BOD は平均 0.2mg/L の低下（0.2mg/L）であり、供用前の

0.4mg/L から増加していません。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

－ 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

●クロロフィル a 

富栄養化については、環境保全目標を貯水池のクロロフィル a 濃度の目標値を

OECD 基準の富栄養湖レベルの濃度（最高値 25μg/L）以下であることとし、貯水池

のクロロフィル a 測定値と目標値を対比し、評価します。 

供用後の貯水池のクロロフィル a は、最大値 25μg/L であり、目標値以下である

ことから、目標を満足しています。 

●BOD 

供用後の BOD と河川水質環境基準 A 類型（2mg/L）と対比し、評価します。 

供用後の下流側の BOD は田ノ垣内で 0.4mg/L、古井で 0.2mg/L であり、環境基準

を満足しています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

貯水池内のクロロフィル a は、年最大値の平均値は 6.05μg/L であり、予測値を

上回りましたが、最大値 25μg/L であり、OECD 基準の富栄養湖レベルの濃度（最高

値 25μg/L）以下であり、富栄養化は発生していないと考えられます。供用後の BOD

は田ノ垣内で 0.4mg/L、古井で平均 0.2mg/L であり、予測値及び河川水質環境基準

A 類型（2mg/L）以下であることから、環境基準を満足しています。 

クロロフィル a 及び BOD は供用後横ばい傾向であるため、長期的に大きな変動は

見られないと予測します。 

ただし、クロロフィル a は予測値を上回る結果であり、今後の富栄養化の進行状

況を把握するため、維持管理の一環として、ダム湖（高串）において、ダム湖内、

放流水及び流入水のクロロフィル a、BOD、T-P、T-N の測定を継続して実施します。 
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4） 溶存酸素量（DO） 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測結果を以下に示します。 

 

表 2-25 供用後の溶存酸素量の予測 

項目 内容 

影響要因 ダムの供用及びダム貯水池の存在 

環境影響の

内容 

ダム貯水池及びダム下流河川の溶存酸素量の低下による水環境の変化。 

予測手法 ダム湖内は流下方向と鉛直方向を考慮した 2 次元モデル、下流側は支川からの流入混合、大

気との熱収支、河道流下過程での沈降・希釈・分解による減少を考慮した式により予測しま

した。 

 

  
 

 

ダム湖内              下流側 

予測条件 雨量・流量データは平成 8 年から平成 17 年の 10 年間を用いた。 

予測結果 切目川ダム貯水池の表層の DO（溶存酸素量）は、環境基準湖沼 A 類型に相当する良好な水

質と予測され、深部の DO は、夏季に濃度が低下する傾向にありますが、秋季には回復する

と予測されました。 

 

 
DO 予測値 

 

 

 

  

切目川ダム貯水池の表層の DO（溶存

酸素量）は、平均 9.3mg/L と予測さ

れ、環境基準（7.5 mg/L 以上）を満

足すると予測 

西神ノ川 

（7.0km²） 

室川 

（3.2km²） 

樮川 

（14.0km²） 
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(2)  環境保全措置 

DO は良好な水質と予測されたため、実施しませんでした。 

 

(3)  事後調査結果 

ダム供用前後に、上流側（柿原）、ダム貯水池（高串）、下流側（田ノ垣内、古井、羽六）で、月

1回の溶存酸素量の測定を実施しました。測定結果を以下に示します。 

 

① 供用前後の測定値 

溶存酸素量測定結果を表 2-26 に示します。 

高串では供用後は 9.3 mg/L であり、供用前の 10.33mg/L より減少しています。  下流側では、

田ノ垣内がわずかに減少していますが古井、羽六では影響はありません。 

② 貯水池深度別測定値 

貯水池の深度別溶存酸素量を、図 2-13 に示します。 

環境影響評価時の予測のとおり、深い箇所程溶存酸素量が低下することが確認されています。特

に底層は、春～秋にかけて冷水が滞留するため水が入れ替わらず、底質中の有機物の分解に酸素が

消費されるため、溶存酸素量が大きく減少しています。 

なお、冬季には流入水・中層、表層の水温が低下することで貯水池の水が循環するため、溶存酸

素量は回復しています。 

③ 基準との対比 

高串（表層）及びダムの上下流全ての地点で環境基準を満足しています。 

④ 経年変化と今後の予測 

溶存酸素量の経年変化を、表 2-27、図 2-14 に示します。 

年平均値の傾向は横ばいですが、平成 30 年度の高串（表層）は、冬季に渇水があったため底層

の貧酸素水が表層水と混合したことで、年平均値が低下しています。 
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表 2-26 溶存酸素量測定結果 

［mg/L］ 

項目 下流 ダム 上流 

羽六 古井 田ノ垣内 高串（表層） 柿原 川又 

平均値 供用前（H17～19） 9.9 10.2 10.3 10.3 10.4 10.3 

供用後（H27～R7） 10.0 10.2 9.9 9.3 10.3 10.2 

溶存酸素の変化 0.1 0.0 -0.4 -1.0 -0.1 -0.1 

注 1）環境基準（湖沼 A 類型）： 7.5mg/L 以上 

注 2）R2 年度以降は、羽六、古井、川又での調査は実施していない。 

注 3）溶存酸素の変化について、羽六・古井・川又の結果は供用前と供用後（H27～R1）、田ノ垣内・高串（表層）・柿原の

結果は供用前と供用後（H27～R6）で比較した結果を記載。 

注 4）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 
 

 

 

注）令和7年度は4～9月のデータを使用 

図 2-13 貯水池の深度別溶存酸素（毎月の低水時の採水調査結果） 
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表 2-27 供用前後の溶存酸素量の変化 

［mg/L］ 

 

田ノ垣内 高串（表層） 柿原 

供用前 供用後 供用前 供用後 供用前 供用後 

H8～H19 H27～R7 H13～21 H27～R7 H13～19 H27～R7 

DO 

平均 10.5 9.9 10.5 9.3 10.6 10.3 

最大 13.3 13.1 13.2 12.3 13.0 13.8 

最小 7.5 7.6 8.0 6.2 8.2 8.1 

注）令和 7 年度は 4～9 月のデータを使用 

 

 

 

図 2-14 溶存酸素量の平均値の年変動および供用後の月変動 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-28 供用後の溶存酸素量の事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、高串（表層）の DO は、平均 9.3mg/L と予測されました。 

事後調査では、高串（表層）の DO は、平均 9.3mg/L であり、予測値と同程度でし

た。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

－ 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

河川水質環境基準 A 類型（7.5mg/L 以上）又は湖沼水質環境基準 A 類型（7.5mg/L

以上）と対比し、評価します。 

供用後の高串（表層）の溶存酸素量測定値は平均 9.3mg/L、下流側は 田ノ垣内で

平均 9.9mg/L、古井で平均 10.2mg/L であり、環境基準を満足しています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

一部供用前よりも溶存酸素量の減少がみられましたが、河川水質環境基準 A 類型

又は湖沼水質環境基準 A 類型（7.5 mg/L 以上）は満足しています。また、年平均を

見ても大きな変動はないことから、今後も同様に推移するものと予測します。 

渇水が生じた場合は高串（表層）の DO が低下することから、今後も留意が必要で

す。 

そのため、ダム湖内（高串）で溶存酸素量（DO）の測定を継続して実施します。 
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2.2.  下流河川の物理環境 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測結果を以下に示します。 

河床変動は、現況（ダム供用前）でも、ダム下流のほとんどの区間で河床の主な構成材料はそれ

ほど移動していない結果となりました。ダム供用後は現況に比べて若干移動しにくくなるが、将来

は現況から大きく変化しないものと予測されます。 

河床材料は、ダムの直下流では粗粒化が進む可能性がありますが、西神ノ川(にしこうのがわ)、

樮川(ほくそがわ)等の支川の合流に伴い支川からの土砂供給が見込めるため、下流に行くほどダ

ムによる影響は緩和されるものと予測されます。 
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表 2-29 下流物理環境の予測 

項目 内容 

影響要因 ダムの堤体の存在 

環境影響の

内容 

最大流量の低下による河床変動への影響。 

土砂供給量の減少による河床材料への影響。 

予測手法 河床変動：一次元不等流モデルにより土砂の移動分析を実施し、土砂の動きを予測。 

 
河床材料：土砂供給量の減少量から定性的に予測 

予測条件 土砂の移動分析は、確率規模 2,5,10,20,50,70 年の流量により予測。 

土砂供給量の減少は、以下の条件で予測。 

   

予測結果 ■河床変動 

1/10 以上の出水では、移動限界粒径が D60 を上回っている箇所が、ダム直下等にいくつ

か存在する。①ダムサイト～西神ノ川合流点では、大半の区間で河道内に石や礫が存在し、

側岸も岩が露出していることから、河床はほとんど低下しないと予測される。②西神ノ川合

流点より下流では、大半の区間で河道内に石や礫が存在し、側岸も岩が露出していること、

また各支流、残流域からの土砂供給があり、堰等の横断構造物も多数存在することから、河

床はほとんど低下しないと予測される。 

■河床材料 

ダム上流域からの土砂供給が無くなり、流域からの年間土砂流出量は、供用前の約 9.5 千

m3から供用後には約 4 千 m3に減少すると予測される。①ダムサイト～西神ノ川合流点では、

土砂供給がほとんどなくなり湾曲部や堰上流等の局所的な細かな砂が存在する箇所では、

河床材料の粗粒化が進行すると予測される。②西神ノ川合流点より下流では、各支流、残流

域からの土砂供給があることから、現況に比べ河床材料の粗粒化はそれほど進行しないと

予測され、下流に行くほど変化は小さくなると予測される。       
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(2)  環境保全措置 

現況から大きく変化しないものと予測されたため、実施しませんでした。 

 

(3)  事後調査結果 

ダム供用後に、ダム直下、西神ノ川合流点付近、中間点（古井）、下流部（羽六）で、河床高及

び河床材料の変化を確認するため、平成 27 年度から令和元年度および令和 6 年度に年 1回の頻度

で横断測量及び河床材料調査を実施しました。調査結果を以下に示します。測定地点は、細かな砂

が存在する箇所としています。また、ダムの存在により土砂供給がほとんどなくなるダム直下～西

神ノ川合流点までの区間について、瀬淵、河床材料の変化を確認しました。 

 

a） 瀬淵、河床状況の変化（ダム直下～西神ノ川合流点の区間） 

ダム直下から西神ノ川合流点までの区間の河床状況の変化を、図 2-16（1）～（2）に示します。 

土砂供給がほとんど無くなったことにより、河床に砂分が多い箇所で、瀬淵や河床材料に変化が

生じると予測されます。 

状況を比較すると、平瀬で河床材料が砂又は砂礫であった区間が減少し、河床が低下して淵に変

化する、河床が岩盤+砂礫に変化するのが確認されました。 

河床の状況は大きな出水毎に変化しますが、ダム直下から西神ノ川合流点までの区間について

は、土砂供給の減少により、一部の平瀬で砂分の減少の影響が生じていると考えられます。 

長期的には、砂分の減少がさらに進み、平瀬が河床の低下により淵に変化する、また河床に岩盤

が露出した箇所や礫底の箇所が増加すると考えられます。 

なお、切目川ダム周辺の地質は泥岩とされていますが、河床が砂岩や頁岩の箇所では、風化が進

むと河床低下につながる可能性があります。 

 

 

図 2-15 表層地質図 

切目川ダム 
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図 2-16 瀬淵、河床状況の記録と主な変化箇所（H27 と R6 の比較、西神ノ川合流点～ダム直下） 
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b） 河床高及び河床材料の粗粒化 

(a)  ダム直下（22K600） 

河床高の測量結果を、図 2-17 に示します。ダム供用直後の平成 27 年度に一定程度の河床低下

が確認されましたが、これは台風 11 号の影響と考えられます。 

なお、その後の出水イベントと河床低下の関連性は見られなかったため、供用 10 年間で河床低

下は安定しているものと考えられます。 

平均河床高は、-21cm～-31cm で推移し、令和 6年度は-25cm となっています。 

最深河床高は、-19cm～-50cm で推移し、令和 6年度の最深河床高は、-29cm となっています。 

 

 

注）図中の回数は調査日～次年度の調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-17 河床高の経年変化（H26 を基準とした変化量）（No.1） 

 

平成 26 年度、令和 6年度の横断測量結果を、図 2-18 に示します。 

川幅は狭く、両岸は護岸となっています。右岸側は砂礫が堆積した高水敷があります。 

供用後、河床は全体的に低下しています。また、右岸側の高水敷も低下し範囲が縮小しています

が、これは平成 27 年度の台風 11 号の影響により、土砂の流出が生じたためと考えられます。左

岸側の澪筋は、河床に巨礫等が多く、これ以上の河床低下は進みにくい状況です。 

 

 

凡例 

 平成 26 年度調査 

 令和 6 年度調査 

※▽は水面を表す 

図 2-18 平成 26 年度と令和 6 年度の横断測量結果（No.1）  
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河床材料調査の、ふるい分析の結果を図 2-19 に示します。 

平成 26、27 年度は、断面上の複数の地点から試料を採取し 1サンプルとしてふるい分析を実施

しています。平成 28 年度以降は、断面上に 5地点を設定し、個別にふるい分析を実施しています。 

右岸側に広い砂州が残っているため、断面平均としては砂分が多く残っており、粗粒化は確認さ

れませんでしたが、左岸側に見られる澪筋については、河床の低下とともに粗粒化が進行してお

り、平成 28 年度以降は中礫分以下の増加は確認されていません。 

 

 

断面平均                    澪筋 

注 1）H26,H27 は断面上の複数の地点から試料を採取し 1 サンプルとしてふるい分析を実施 

H28 以降は、断面上に 5 地点を設定し、個別にふるい分析を実施 

注 2）図中の回数は調査日～次年度調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-19 河床材料の経年変化（No.1） 

 

 まとめ 

 河床変動については、平成 27 年度に河床低下が発生し、その後は左岸側澪筋において粗粒化の

進行が確認されました。 

左岸側澪筋では、最深河床高が約 0.2～0.5m 低下していますが、河床は粗礫よりも大きい巨礫が

多く、これ以上は低下しにくくなっています。また、右岸側には細礫・中礫が堆積しているため、

大きな出水があれば流出し、平均河床高が低下する可能性があります。 

河床材料については、ダム供用の前後において断面平均では粗粒化は確認されませんでしたが、

澪筋においては、ダム供用後において粗粒化が確認されました。 

なお、経年変化においては、洪水イベントとの関連性はみられなかったものの、河床高や河床材

料に大きな変動が確認されなかったため、下流物理環境の変化は落ち着いているものと考えられま

す。   
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(b)  西神ノ川合流点（20K800） 

河床高の測量結果を、図 2-20 に示します。支流からの土砂供給が考えられたものの、平均河床

では緩やかな低下傾向が確認されました。なお、最深河床については、上昇したあとに徐々に低下

してきたが、これは澪筋が左岸側に移動してきたことによると考えられます。 

平均河床高は、令和 6年度には-36 ㎝と令和元年度と比較して大きく低下しています。最深河床

高は、令和元年度までは上昇がみられましたが、令和 6年度には-14 ㎝となっています。 

 

 

注）図中の回数は調査日～次年度の調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-20 河床高の経年変化（H26 を基準とした変化量）（No.2） 

 

平成 26 年度、令和 6年度の横断測量結果を、図 2-21 に示します。 

下流側に堰があるため、流れが遅くなり、土砂が堆積しやすい河床となっています。 

左岸寄りには礫からなる中洲が存在しましたが、平成 27 年の台風 11 号で消滅しました。この

影響で、澪筋が右岸寄りから左岸寄りに、かつ広く浅い河床に変化しました。 
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図 2-21 平成 26 年度と令和 6 年度の横断測量結果（No.2） 

 

河床材料調査結果を、図 2-22 に示します。 

平成 26、27 年度は、断面上の複数の地点から試料を採取し 1サンプルとしてふるい分析を実施

しています。平成 28 年度以降は、断面上に 4地点を設定し、個別にふるい分析を実施しています。 

ダム供用前後では、断面平均において粗粒化は確認されませんでした。また、澪筋においても、

経年的な粗粒化は確認されませんでした。 

河床が低下傾向にも関わらず粗粒化が確認されなかったのは、澪筋が左岸側に移動してきたこ

とや支川からの土砂供給の影響があると考えられます。 

 

 

断面平均                    澪筋 

注 1）H26,H27 は断面上の複数の地点から試料を採取し 1 サンプルとしてふるい分析を実施 

H28 以降は、断面上に 4 地点を設定し、個別にふるい分析を実施 

注 2）図中の回数は調査日から次年度の調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-22 河床材料の経年変化（No.2） 
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 まとめ 

 本地点は、西神ノ川からの土砂供給が見込まれますが、ダムの供用により切目川本川からの土

砂供給量が減少しています。 

河床材料では粗粒化の傾向は確認されなかったものの、平均河床高では緩やかな低下傾向が確認

されました。 

また、平均河床高の経年変化と出水イベントに一定の関連が見られたため、今後大きな出水によ

る河床低下の可能性があります。 
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(c)  中間点（古井 11K700） 

河床高の測量結果を、図 2-23 に示します。最深河床高は上昇していますが、平均河床高に大き

な変化は見られなかったため、これは瀬淵構造が平坦化しているものと考えられます。 

平均河床高は、-9cm～+10cm で推移し、令和 6年度では-5cm となっています。 

最深河床高は、平成 28 年度に+35cm となり、その後も高い傾向が続き、令和 6 年度には+23 ㎝

となっています。 

 

 
注）図中の回数は調査日～次年度調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-23 河床高の経年変化（H26 を基準とした変化量）（No.3） 

 

平成 26 年度、令和 6年度の横断測量結果を、図 2-24 に示します。 

この地点は、切目川が右に屈曲した直後にあり、また勾配が緩やかになり川幅も広がる場所で

す。右側に澪筋があり、左側は広い高水敷になっています。 

令和 6年度は、平成 26年度と比較し右岸側の河床が上昇し、左岸側の州が低下して、全体的に

河床が平坦化し水深が浅くなっています。その結果として最深河床高が上昇していますが、平均河

床高に大きな変化は見られません。 

なお、平成 29 年度は、平成 26 年度と類似した右岸側が低く左岸側が高い河川断面になってお

り、その結果、最深河床高は、平成 26年度との差が小さくなっています。 

 

  

-0.09 
-0.02 

0.10 0.06 0.06 

-0.05 

0.25 
0.35 

0.14 

0.35 
0.26 0.23 

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

H27 H28 H29 H30 R1 R6

河
床
高
の
変
化
（
ｍ
）

No.3

平均河床高

最深河床高

1 回 1 回 1 回 2 回 2 回0 回



65 

 

 

 

 

図 2-24 平成 26 年度と令和 6 年度の横断測量結果（No.3） 

 

河床材料調査結果を、図 2-25 に示します。 

平成 26、27 年度は、断面上の複数の地点から試料を採取し 1サンプルとしてふるい分析を実施

しています。平成 28 年度以降は、断面上に 4地点を設定し、個別にふるい分析を実施しています。 

ダム供用前後では断面平均において、令和元年度までは粗粒化が確認されておりませんでした

が、令和 6 年度に粗粒化が確認されました。上流の西神ノ川合流点では粗粒化が進んでいないこ

とから、支川からの土砂供給の影響が考えられます。 

なお、澪筋については、経年的な粗粒化は確認されませんでした。 

 

 

断面平均                    澪筋 

注 1）H26,H27 は断面上の複数の地点から試料を採取し 1 サンプルとしてふるい分析を実施 

H28 以降は、断面上に 4 地点を設定し、個別にふるい分析を実施 

注 2）図中の回数は調査日～次年度の調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-25 河床材料の経年変化（No.3） 
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4 地点平均 混合分析 澪筋（NO.3-4） 混合分析 

凡例 

 平成 26 年度調査 

 令和 6 年度調査 

※▽は水面を表す 

1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 0 回 0 回
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 まとめ 

 最深河床高は上昇していますが、平均河床高に大きな変化は見られなかったため、これは瀬淵構

造が平坦化しているものと考えられます。 

ダム供用前後では断面平均において、令和６年に粗礫分の割合が大きく上昇したが、それまでは、

目立った粗粒化は確認されておらず、また、上流の西神ノ川合流点では粗粒化が進んでいないこと

から、支川からの土砂供給の影響が考えられます。 

なお、澪筋については、経年的な粗粒化は確認されませんでした。  
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(d)  下流側（羽六 5K900） 

河床高の測量結果を、図 2-26 に示します。平均河床高に変化は見られませんでしたが、最深河

床高の大きな低下が確認されました。これは澪筋が左岸側に移動し、深掘が生じたためと考えられ

ます。 

平均河床高は、-15cm～+2cm で推移し、令和 6年度では-15cm となっています。 

 

 
注）図中の回数は調査日～次年度の調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-26 河床高の経年変化（H26 を基準とした変化量）（No.4） 

 

平成 26 年度、令和 6年度の横断測量結果を、図 2-27 に示します。 

川幅は広く、両側に広い高水敷が存在します。 

河川中央部の低水敷が低下し、両岸の高水敷が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

図 2-27 平成 26 年度と令和 6 年度の横断測量結果（No.4） 
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河床材料調査結果を、図 2-28 に示します。 

平成 26、27 年度は、断面上の複数の地点から試料を採取し 1サンプルとしてふるい分析を実施

しています。平成 28 年度以降は、断面上に 3地点を設定し、個別にふるい分析を実施しています。 

ダム供用前後では、断面平均において粗粒化は確認されませんでした。また、澪筋についても経

年的な粗粒化は確認されませんでした。 

 

断面平均                    澪筋 

注 1）H26,H27 は断面上の複数の地点から試料を採取し 1 サンプルとしてふるい分析を実施 

H28 以降は、断面上に 3 地点を設定し、個別にふるい分析を実施 

注 2）図中の回数は調査日～次年度の調査日までの一定規模以上（80m3/s）の出水回数を示す 

図 2-28 河床材料の経年変化（No.4） 

 

 まとめ 

 最深河床高の大きな低下が確認されましたが、澪筋が左岸側に移動し、深掘が生じたためと考

えられます。 

また、断面平均及び澪筋ともに粗粒化は確認されませんでした。 
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表 2-30 洪水調節実績（切目川ダム供用後） 

 

注1）切目川ダムにおける洪水とは流入量が30 m3/s以上を示す。  

番号 年度 月日
流域平均雨量

（mm）
①最大流入量

（m3/s）

②最大放流量

（m3/s）
低減

（①－②）
備　　　考 歴代最大放流量

(1) 4月4日 102.1 39.52 18.61 20.91 前線の通過

(2) 4月20日 111.8 61.45 40.84 20.61 前線の通過

(3) 7月3日 86.0 31.68 18.33 13.35 梅雨前線の通過

(4) 7月17日 409.0 144.10 123.61 20.49 台風11号 3

(5) 7月22日 178.4 86.92 52.85 34.07 集中豪雨

(6) 9月6日 128.4 77.92 42.32 35.60 集中豪雨

(7) 2月14日 102.2 36.70 27.04 9.66 集中豪雨

(8) 6月21日 99.7 64.96 18.62 46.34 梅雨前線の通過

(9) 7月8日 143.4 49.15 39.75 9.40 前線の通過

(10) 9月18日 158.2 90.01 46.64 43.37 前線の通過

(11) 9月20日 135.8 43.97 35.06 8.91 台風16号

(12) 12月22日 105.4 80.59 36.45 44.14 前線の通過

(13) 4月18日 60.0 36.3 31.37 4.97 集中豪雨

(14) 7月1日 87.7 47.90 32.18 15.72 集中豪雨

(15) 7月4日 68.4 38.41 19.20 19.21 台風3号

(16) 8月7日 237.3 111.25 76.05 35.20 台風5号

(17) 10月22日 329.0 96.40 84.77 11.63 台風21号

(18) 4月25日 101.7 47.37 28.16 19.21 前線の通過

(19) 5月3日 89.3 32.94 20.35 12.59 前線の通過

(20) 6月21日 198.8 56.87 48.90 7.97 前線の通過

(21) 7月6日 100.5 49.31 41.25 8.06 前線の通過

(22) 8月24日 188.4 142.36 81.60 60.76 台風20号

(23) 9月5日 157.5 74.90 53.61 21.29 台風21号

(24) 9月10日 258.6 90.59 63.88 26.71 集中豪雨

(25) 10月1日 100.7 46.27 33.47 12.80 台風24号

(26) 5月21日 143.5 45.73 4.31 41.42 集中豪雨

(27) 6月7日 100.9 37.56 22.25 15.31 集中豪雨

(28) 8月15日 286.4 171.78 122.46 49.32 台風10号

(29) 8月16日 330.8 139.19 131.95 7.24 台風10号 1

(30) 10月19日 148.1 41.88 12.72 29.16 台風19号

(31) 6月11日 177.7 52.52 39.76 12.76 梅雨前線の通過

(32) 6月12日 205.9 54.38 52.23 2.15 梅雨前線の通過

(33) 6月30日 96.1 34.2 30.81 3.39 前線の通過

(34) 7月4日 189.2 66.51 59.95 6.56 梅雨前線の通過

(35) 7月6日 189.4 87.72 72.13 15.59 梅雨前線の通過

(36) 7月7日 203.6 31.79 38.31 -6.52 梅雨前線の通過

(37) 7月9日 118.5 45.89 34.67 11.22 梅雨前線の通過

(38) 7月25日 137.2 44.55 28.02 16.53 梅雨前線の通過

(39) 9月13日 110.5 56.35 34.85 21.50 前線の通過

(40) 4月29日 231.4 51.82 48.33 3.49 前線の通過

(41) 5月21日 169.8 75.78 58.83 16.95 前線の通過

(42) 7月2日 275 49.99 45.14 4.85 梅雨前線の通過

(43) 7月3日 308.2 48.84 45.36 3.48 梅雨前線の通過

(44) 8月13日 223 79.01 64.21 14.80 前線の通過

(45) 8月14日 277.4 72.98 68.27 4.71 前線の通過

(46) 9月18日 114.6 32.23 16.78 15.45 台風14号

(47) 3月26日 118.3 43.97 28.67 15.30 前線の通過

(48) 5月14日 108.5 50.75 38.75 12.00 梅雨前線の通過

(49) 7月5日 188 35.71 25.5 10.21 前線の通過

(50) 9月20日 111.3 35.01 27.39 7.62 台風14号

(51) 4月7日 91 44.39 32.77 11.62 前線の通過

(52) 5月7日 170.5 55.73 50.56 5.17 前線の通過

(53) 5月8日 210.8 72.02 63.21 8.81 前線の通過

(54) 6月2日 383.3 174.37 130.82 43.55 台風2号 2

(55) 6月3日 390 79.09 100.26 -21.17 台風2号

(56) 8月15日 165.9 33.84 20.22 13.62 台風7号

(57) 9月22日 85.3 43.37 20.77 22.60 前線の通過

(58) 6月18日 134.3 34.28 23.68 10.60 前線の通過

(59) 8月30日 133.6 31.49 2.51 28.98 台風10号

(60) 8月31日 234.8 53.89 40.79 13.10 台風10号

(61) 5月24日 82.9 37.03 12.55 24.48 梅雨前線の通過

(62) 5月25日 83.9 34.27 18.92 15.35 梅雨前線の通過

(63) 6月11日 196.4 68.27 55.96 12.31 梅雨前線の通過

(64) 7月17日 139.2 35.95 34.31 1.64 前線の通過

令和7年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度
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図 2-29 堆砂実績（切目川ダム） 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-31 下流物理環境の事後評価（1） 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

●環境影響評価の予測（河床高） 

ダム直下から西神ノ川合流点では、大半の区間で河道内には出水時にもほとんど動か

ない石や礫が存在し、側岸も岩が露出していることから、河床高はほとんど低下しな

いと予測されました。 

⇒事後調査(瀬淵・河床状況調査)：ダム直下から西神ノ川合流点で河床が主に礫又は

岩盤で形成される箇所では、河床に大きな変化は確認されず、予測結果のとおりとな

っています。 

一方で、平瀬で河床が砂や砂礫の箇所の一部が、水深が下がり淵に変化することが確

認されていることから、流出しやすい砂が多い箇所では、河床が低下している傾向が

確認されました。 

⇒事後調査（河床高）：ダム直下では、平成 27 年の台風 11 号の影響により河床高が

低下したあと、横ばい状態となっており、予測と異なる結果となっています。ダム供

用により土砂供給量が減少しているため河床高が回復せず、左岸側の澪筋ではこれ以

上は河床が下がらない安定状態になっており、右岸側の高水敷では堆積している細

礫・中礫は大きな出水があれば流出し、平均河床高が低下する可能性があります。西

神ノ川合流点では、令和 6 年度に河床高の低下が確認され、予測と異なる結果となっ

ていますが、支川からの土砂供給が期待されるため、平常時の河床低下は軽微である

と考えられます。下流側の古井、羽六では河床高への影響は確認されませんでした。 

●環境影響評価の予測（粗粒化） 

ダム直下から西神ノ川合流点までは、ダム上流側からの土砂供給が無くなるため、粗

粒化が進む可能性があるが、西神ノ川合流点とそれより下流側では支流からの土砂供

給により影響は小さくなると予測されました。 

⇒事後調査（粗粒化） 

河床材料調査の結果では、河床材料の砂分・細礫分の粒径割合について、ダム直下で

粗粒化の進行が確認されたが、西神ノ川合流点、古井及び羽六では経年的な粗粒化は

確認されていないことから、予測結果のとおりとなっています。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

― 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、環境影響評価の結果を踏まえて、西神ノ川合流点とそれより下流側

では“河床の状況に大きな変化がないこと”を環境保全目標として設定し、事後調査

結果と対比し評価しました。西神ノ川合流点では、事後調査の結果として、河床高の

低下がみられたため、環境保全目標を満足できませんでしたが、支川からの土砂供給

が期待されるため、平常時の河床低下は軽微であると考えられます。 

古井や羽六では大きな変化は見られなかったことから、環境保全目標を満足してい

ます。 
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表 2-32 下流物理環境の事後評価（2） 

項目 内容 

④評価のまとめ

（今後の長期的影

響の確認・追加保

全措置の必要性確

認） 

●ダム直下 

台風により、河床に砂や細礫が多い箇所で河床高が低下し、その後回復せず横ばい

傾向となっているため、平瀬で河床に砂分が多い箇所の一部が淵に変化したり、粗粒

化の傾向が確認されました。なお、経年変化においては、河床変動や河床材料の変化

は落ち着いているものと考えられます。 

●西神ノ川合流点 

経年的な粗粒化の傾向はみられず、予測のとおりとなっていましたが、平均河床高

の緩やかな低下が確認されました。本地点は、支川からの土砂供給やダムより下流の

区間に堆積する土砂の供給により、平常時の河床低下は起こり難いと考えられます。

しかし、切目川全体で河床材料の供給は減少することから、長期的には上流側から粗

粒化が広がっていく可能性があります。また、供用前から澪筋の位置が変わっており、

供用後は左岸側の河床が低下している傾向にあることから、河床状況の変化に留意が

必要です。 

●古井、羽六 

河床材料、瀬淵の変化、河床高の低下は確認されず、予測の通りとなっています。 

●今後の調査 

今後の河川維持管理において、定点写真撮影等により下流物理環境の変化を継続的

に観察して行きます。なお、水生生物の生息環境（ワンドやたまり等）の減少や水質

悪化等が懸念されるため、一部箇所において確認されている河床の平坦化・水深の浅

化についても留意します。また、内水面漁協組合へ定期的にヒアリングする機会を設

け、動物の生息状況や河川環境の変化の把握に努めます。 

 

 定点写真撮影の実施状況 

令和 3 年（R3.9.2） 令和 4 年（R4.5.25） 令和 5 年（R5.6.20） 令和 6 年（R6.6.13） 令和 7 年（R7.6.2） 
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(5)  河川管理上の課題 

土砂供給量の減少による河床の低下は、出水時に護岸等の河川構造物の被災に繋がる恐れがあ

ります。 

一般的に出水時には河床面に大きな掃流力が作用し、構造物周辺においては河床と比較して粗

度が小さく流速が速くなることにより、局所的な洗掘が生じやすくなります。また、湾曲部におい

てはとくに外岸部の流速が速くなります。 

切目川における護岸形状はコンクリートブロック積みが多い傾向にあります。コンクリートブ

ロック積み基礎部については計画河床から基礎天端までの根入れ深さを1m～1.5m設けることとな

っておりますが、河床低下が進行すると、出水時の局所洗掘により、基礎部に空洞が発生し、護岸

裏の土砂が流出し被災する可能性があります。 

ダム直下～西神ノ川合流点までにおいては湾曲部が多く、河床低下及び河床材料の粗粒化が確

認されている中、日常の河川管理の中では特に本区間の状況を詳細に確認することとし、河床低下

がさらに進行し被災の恐れがあると判断した場合には、該当箇所の埋め戻しや置き土等の処置を

講じる必要があると考えます。 
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2.3.  動物 

動物は、保護上重要な種を対象に、予測において影響予測区分が A（直接的な阻害発生）とさ

れた種、繁殖に影響がある可能性がある種、及び移殖が実施された種について、評価書の予測内

容及び事後調査結果による事後評価を実施しました。 

 

表 2-33 影響予測区分 

 
 

  

空間や生態的特性 生息環境

Ａ

・事業実施区域に依存して生育・生息して
おり、その環境が消失するなど、直接的な
阻害を生じる。
・ダム本体による環境分断に伴い、生育・
生息地の消失等直接的な阻害を生じる。

－

Ｂ

生息・生育地が消失するが、以下のような
特性がある。

・消失面積が小さく（事業実施区域周辺
500m範囲に限ってみても9割以上残存する
など）
・周辺にも広く分布する。
・広域を利用する種で、その種の繁殖地が
事業実施区域にないなど、事業実施区域に
特に依存していない。

・河床の粗粒化（ダム計画地点～西神ノ川
合流部までは粗粒化が進む可能性がある）
に伴い、生育・生息環境の悪化等の影響が
考えられるが、生育・生息地の消失等直接
的な阻害は生じない。
・ダム供用後、放流水に含まれる濁りによ
り、水生植物等への影響から、餌生物が減
少するなどの影響が考えられるが、生息環
境の消失等直接的な阻害を生じない。

Ｃ

・文献、聞き取り、事業実施区域外で確認
されているものの、その種の生育・生息環
境がダム事業における事業実施区域にほと
んどないか、利用しても繁殖環境がないな
ど、一時的なものである。
・レッドデータブック等の改訂に伴い調査
を実施したものの位置が不明確であり、現
時点では、事業実施区域に生育・生息して
いる可能性は低いもの。
・事業実施区域で確認されているものの、
周辺にも広く分布し、流水域をほとんど利
用せず、様々な止水域を利用可能なもの。

・下流河川を生育・生息環境としており、
工事中の濁水により一時的な影響がかんが
えられるもの。
・ダムの供用により、長期的には形状の変
化（縮小等）が生じる可能性はあるもの
の、その程度は不明確であること、河床構
成材料の変化は小さいことから、生育・生
息環境の悪化はほとんどないと考えられる
もの（河口部付近を生息域とするもの）。

Ｄ

・文献、聞き取り、事業実施区域外で確認
されているものの、その種の生育・生息環
境がダム事業における事業実施区域にな
い。
・レッドデータブック等の改訂に伴い調査
を実施したものの位置が不明確であるが、
その種の生育・生息環境が事業実施区域に
はない。

・事業による環境の悪化はほとんどないと
考えられるもの。

影響予測区分 ダム事業による影響

影響予測区分の判断の目安

影響大

影響小
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1） サシバ 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

サシバの予測内容を、以下に示します。 

 

表 2-34 サシバの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生息環境の改変 

環境影響の

内容 

工事に伴う騒音・振動や樹林の伐採。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

生態 九州から本州の平地から山地の林に、夏鳥として渡来する。冬は南方に渡り、沖縄では越冬

する。湿地や谷地田、水田近くの林で繁殖し、主にカエルやヘビ､昆虫などを餌とする。（出

典：和歌山県レッドデータブック） 

選定理由 ■環境省 RL における絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

■和歌山県 RDB における準絶滅危惧（NT） 

■近畿地区鳥類 RDB における絶滅危惧種（R2） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 事業実施区域及びその周辺地域等で出現している。事業実施区域周辺 500m 範囲では、平成

11 年 6-7 月、平成 12 年 6 月、平成 13 年 6-7 月、平成 14 年 4-6 月、平成 15 年 6 月、平成

16 年 5-9 月にすべての環境で確認した。事業実施区域下流域の小入地区で 1 つがいが生息

し、平成 16 年 7 月に営巣地を確認している。ダム本体横の高串地区では、平成 11 年 6 月

に 1 つがいが生息し、交尾、巣材搬入が確認されたが、それ以降の繁殖行動は未確認であり

平成 16 年度の出現頻度も低い状態である。上流の上洞地区でも集中して確認されており、

営巣地は未確認であるものの、繁殖している可能性がある。真妻山周辺では、営巣地は未確

認であるが平成 15 年 8 月に巣立ち後の幼鳥を確認している。 

予測結果 ■工事の実施 

工事に伴う騒音・振動や樹林の伐採、掘削等により生息環境の一部が消失する可能性があ

る。事業実施区域及びその周辺地域では、採餌場所等として飛来することはあるが、現地調

査で確認しているつがいの主な行動圏や営巣地は、現時点では小入地区周辺や上洞地区周

辺であると考えられる。（影響予測区分：B） 

■ダムの存在・供用 

湛水や道路・法面等により本種の主な生息環境となる樹園地・耕作地等、河川・渓流植生等、

常緑樹林、落葉樹林、植林地が、32.6ha 消失する。しかし、事業実施区域周辺 500m 範囲内

には、同様の環境が約 92.5%残る。（影響予測区分：B） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 
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(2)  環境保全措置 

工事中については、低騒音・低振動型建設機械を使用し、繁殖を阻害しないよう配慮しました。 

 

(3)  事後調査結果 

サシバは、影響予測区分が Bですが、ダム本体工事が実施され、供用後は湛水によりサシバの

生息環境が減少する高串で繁殖が確認されたことから、高串地区を中心に工事中及び供用後のサ

シバ繁殖状況調査を実施しました。 

 

① 工事中も高串地区付近では継続的にサシバの繁殖が確認されました。 

② ダム供用後 3 年間の調査では、平成 27 年度は高串で 1つがい、上洞で 1つがい、平成 28 年度

は高串に 1つがい、平成 29 年度は上洞で 1つがいの繁殖が確認されました。 

③ 狩りに関する行動は営巣斜面及びその周辺の樹林地で多く確認され、高串地区のサシバは山地

帯に適応したつがいである可能性が考えられました。 

 

表 2-35 サシバ調査結果（その他猛禽類を含む） 

 

  

調査区分

種名　＼調査年度 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

1 ミサゴ ○ ○ ○

2 ハチクマ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 ツミ ○ ○ ○ ○ ○

4 ハイタカ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 オオタカ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○

6 サシバ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7 ノスリ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 イヌワシ ○

9 クマタカ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 チョウゲンボウ ○

11 ハヤブサ ○ ○ ○ ○ ○ ○

記号凡例）●：営巣活動の確認あり、○：営巣活動の確認なし

※表中の赤線は、調査年度を供用の前後で区分している。

No.
事前調査 工事中モニタリング調査

供用後
モニタリング調査
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-36 サシバの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

（生息環境の変化） 

環境影響評価では、サシバは生息環境が一部消失するが事業実施区域周辺 500m 範

囲内では 90％以上残存することから、影響予測区分 B として予測されました。 

供用後の本種の生息環境は、予測のとおり湛水により山林・樹園地・耕作地等の

生息環境が消失しましたが、周辺に広く生息環境が残存していること、供用後に自

然災害や他事業による改変も見られないことから、供用後の影響区分は B と評価し

ます。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査により工事中の生息状況を把握すること

で、影響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

工事中は低騒音型機械等が適切に使用されており、また、事後調査では工事中も

事業地である高串付近で継続してサシバの繁殖が確認されたことから、サシバの生

息への影響は低減されていると評価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価では、

事業地周辺でサシバの生息環境が維持されることを目標として設定し、工事中およ

び供用後のサシバの生息状況を確認することで評価します。 

事後調査では、工事中は高串地区付近では継続的にサシバ 1 つがいの繁殖が確認

されました。 

供用後 3 年間の調査では、平成 27 年度は高串、上洞、平成 28 年度は高串、平成

29 年度は上洞で各 1 つがいの繁殖が確認されました。 

ダムの供用により生息環境の一部が消失しましたが、供用後も、事業地周辺の高

串や上洞で継続してサシバの繁殖が確認されたことから、サシバの生息環境は維持

されていると評価します。 

供用 3年間の影響評

価のまとめ 

工事による影響及び供用により生息環境の一部が消失することによる繁殖への影

響が懸念されましたが、供用後も、事業地周辺の高串や上洞で継続してサシバの繁

殖が確認されたことから、サシバの生息環境は維持されていると評価します。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等からなる陸地環境は、今後、本事

業による変化は無いものと考えられます。 
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2） セトウチサンショウウオ 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

セトウチサンショウウオの予測内容を、以下に示します。 

 

表 2-37 セトウチサンショウウオの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生息環境の改変 

環境影響の

内容 

工事に伴う騒音・振動や樹林の伐採。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

生態 平地から丘陵地にかけて分布し、主として農耕地周辺が生息場所となっている。 

冬季の産卵期には、成体が水辺に現れ、水田・湿地等の浅い水域に卵のうを産む。（出典：

和歌山県レッドデータブック） 

選定理由 環境影響評価時はカスミサンショウウオと表記していましたが、最新の研究（松井ら,2019）

により 9 種に再分類され、切目川周辺に生息するものはセトウチサンショウウオとされまし

た。カスミサンショウウオは、環境省 RL における絶滅危惧Ⅱ類（VU）、和歌山県 RDB におけ

る絶滅危惧Ⅱ類（VU）に指定されています。ただし、カスミサンショウウオは西日本に広く

分布するとされていましたが、分布域が種ごとに分割されたことによって生息地が狭くなり

ました。セトウチサンショウウオの分布地として、和歌山県の和歌山市、有田郡、日高郡、

西牟婁郡のほか、兵庫県南部、大阪府南部、広島県南部、香川県、徳島県とされています。 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 切目川下流域から上流域にかけて広範囲で出現しており、事業実施区域周辺 500m 範囲では、

平成 13 年 3 月,5 月, 平成 19 年 2 月,5 月に樹園地・耕作地等、植林地、その他で卵嚢、幼

生を確認したが、成体は未確認である。平成 18,19 年度調査では事業実施区域の耕作地は

すでに放棄され、耕作地の乾燥化にともない、産卵可能な生息環境はほとんどなかった。平

成 18 年度調査は事業実施区域では 1 箇所のみで卵嚢を確認した。この産卵場所は放棄畑脇

の水たまり（大きさ約 1 ㎡,水深約 20cm）であり、30 個（15 対）の卵嚢を確認した。（影響

予測区分：B） 

予測結果 ■工事の実施 

工事に伴う土地の改変等により工事箇所やその周囲で生息できなくなる可能性があるが、

工事の実施による影響が及ばない上下流域にも数多く確認されている。（影響区分：B） 

■ダムの存在・供用 

湛水や道路・法面により本種の主な生息環境となる樹園地・耕作地等、河川・渓流植生等、

落葉樹林、植林地が、26.9ha 消失する。しかし、事業実施区域周辺 500ｍ範囲内には、同様

の環境が約 92.3％残ること、上下流域にも数多く確認されている。（影響予測区分：B）   

注）影響予測区分については表 2-33 参照  
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(2)  環境保全措置 

事業地内で繁殖地が確認されたことから、隣接する山地斜面にある自然産卵池や新たに設置し

た人工産卵池に、工事期間中の繁殖期に確認された本種の成体、幼生、卵塊を移殖しました。 

人工産卵池は、地面にプラスチックケースを埋め込む方法で、設置しました。 

 

 

人工産卵池例 
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(3)  事後調査結果 

セトウチサンショウウオは、影響予測区分が Bですが、移殖を実施したことから、移殖池およ

びその周辺の自然繁殖池を対象としたモニタリング調査を実施しました。調査結果を以下に示し

ます。 

 

① 供用前の平成 25、26年度と比較して幼生の個体数、卵塊の確認数が減少しているものの、継続し

て生息しているのが確認できました。 

② モニタリング期間の途中で、人工産卵池の一部が土砂で埋まり利用できなくなるものもありまし

たが、モニタリング最終年の時点で、人工産卵池のうち NO.41,50,57 の 3 箇所の利用が確認され

ました。 

 

表 2-38 移殖後モニタリング結果（人工産卵池と付近の自然産卵池） 

確認 

地点 

産卵

池 

区分 

事業

との

関係 

幼生 卵塊 

春季 冬季 春季 

H25 H26 H27 H28 H29 H26 H27 H28 H29 H30 H26 H27 H28 H29 H30 

No.7 人工 外 32 0 0 3 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

No.49 人工 外 13 1 0 2 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

No.50 人工 外 10 2 0 11 0 1.5 - 3 0 8 0 0 (3) 0 (3) 

No.51 人工 外 2 0 0 0 0 3 - 0 0 0 (1.5) 0 0 0 0 

No.56 人工 外 0 10 2 10 0 5.5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 

No.57 人工 外 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 1 0 1 

No.58 人工 外 0 9 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

No.13 人工 内 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

No.41 人工 内 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 

No.8 自然 外 28 4 0 0 0 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 

No.33 自然 外 0 20 0 3 1 4 0 7 2 11 0 0 0 2 0 

No.9 自然 内 10 5 0 0 0 5.5 - 0.5 1 0 0 0 0 1 0 

No.14 自然 内 0 8 0 3 4 4 - 2 2 0 0 0 0 2 0 

No.54 自然 内 35 0 2 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 1 0 

      130 60 4 33 5 31.5 0 14.5 6 20 1.5 0 4 6 4 

注 1）産卵池区分  人工：人工産卵池 自然：自然産卵池 

2）事業との関係 外：事業地外 内：事業地内 

3）卵塊の春季の( )は、袋のみ 

4）-：平成 27年度冬季は、試験湛水中のため全地点の調査ができていない 

5）赤線は試験湛水・供用の時期を示す 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-39 セトウチサンショウウオの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

（生息環境の変化） 

環境影響評価では、セトウチサンショウウオは生息環境が一部消失するが事業実

施区域周辺 500m 範囲内では 90％以上残存すること、上下流域にも数多く確認され

ているから、影響予測区分 B として予測されました。 

供用後の本種の生息環境は、予測のとおり湛水により山林・樹園地・耕作地等の

生息環境が消失しましたが、周辺に広く生息環境が残存していること、供用後に自

然災害や他事業による改変も見られないことから、供用後の影響区分は B と評価し

ます。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査により移殖後の状況を確認することで、影

響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

本種は、事業実施区域外にも生息地が確認されており、生息環境は広く残ると予

測されていましたが、事業実施区域内で繁殖地が確認されたことから、影響をより

低減するために環境保全措置として移殖を実施しました。 

移殖は、工事期間中に事業実施区域内にある自然産卵池を確認し、成体、卵塊、

幼生を確認した場合は、事業実施区域外に設置した人工産卵池に移殖しました。モ

ニタリング調査では、人工産卵地の継続利用が確認されたことから、セトウチサン

ショウウオの生息への影響は低減されていると評価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価では、

事業地周辺でセトウチサンショウウオの生息環境が維持されることを目標として設

定し、工事中および供用後のセトウチサンショウウオの繁殖状況を確認することで、

評価します。 

供用後、ダムの供用により生息環境の一部が消失しましたが、供用後も、周辺に

広く生息環境が残存していることから、生息環境は維持されていると評価します。

なお、移殖後モニタリングにおいても、本種は継続的に事業地周辺で生息している

ことを確認しています。 

供用 3年間の影響評

価のまとめ 

供用後も、周辺に広く生息環境が残存しています。また、移殖後モニタリングに

おいても、本種が継続的に事業地周辺で生息していることを確認しています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等からなる陸地環境は、今後、本事

業による変化は無いものと考えられます。 
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3） カジカガエル 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

カジカガエルの予測内容を、以下に示します。 

 

表 2-40 カジカガエルの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生息環境の改変 

環境影響の

内容 

工事中・供用後の水の濁り。 

ダム堤体の存在による生息環境の分断。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

生態 本州・四国・九州に分布し、生息場所は山間部の渓流で、流水で産卵する。カジカガエルの

鳴き声は古くから人々に親しまれてきた。（出典：和歌山県レッドデータブック） 

選定理由 ■和歌山県 RDB における準絶滅危惧（NT） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 切目川中流域から上流域にかけて広範囲で出現しており、事業実施区域 500m 範囲では、平

成 13 年 5 月、 平成 19 年 5～7 月にかけて、河川やその周辺の樹園地・耕作地等、河川・渓

流植生等、常緑樹林、植林地において、成体を目視や鳴き声により確認した。平成 19 年 5

月には事業実施区域の切目川流水域で幼生を 20 個体確認した。この幼生の生息環境は淀ん

だ平瀬となっており、水深が約 15cm で、河床が約 5-30cm の礫であった。 

予測結果 ■工事の実施 

工事に伴う改変などにより生息環境の一部が消失することとなるが、工事の影響の及ばな

い上下流にも数多く確認されている。また、工事中の水の濁りにより産卵環境や幼生の餌と

なる付着藻類への影響が考えられるが、一時的と考えられる。（影響予測区分：B） 

■ダムの存在・供用 

本種は止水域では繁殖できない種である。このため、湛水により繁殖できる環境の一部は消

失するとともに、ダム本体による環境分断による上下流の個体の交流が困難となる。また、

供用時における下流河川の水の濁りの長期化に伴い、幼生の餌となる付着藻類への影響な

ど間接的な影響も考えられる。 

（影響予測区分：A） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 
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(2)  環境保全措置 

工事中は濁水処理設備等の設置、供用後は選択取水設備の運用により濁りの影響を軽減しまし

た。 

 

(3)  事後調査結果 

カジカガエルは、影響予測区分が Aであったため、切目川をダム上流部、ダム湖、下流部、支流

に分けて、繁殖期のカジカガエルの生息数を定量的にカウントする生息状況調査を実施し、事業に

よる生息状況への影響を把握しました。 

カジカガエル確認個体数の経年変化を表 2-41、表 2-42 に示します。なお、個体数については、

昼間は成体の確認個体数が少なく変動が大きいため、調査データの変動が比較的少なく安定して

いる夜間成体（鳴き声）の個体数に着目して整理しました。 

 

① ダム湖（区間 2）、ダム下流部本川（区間 3、4）において、各年度で個体数の増減がみられました。 

② ダムの供用による個体数への影響が少ないと考えられるダム上流部（区間 1）、ダム下流部支流（区

間 5）においても、他区間と概ね同様の経年変動が確認されたため、平成 27年度を除くダム湖（区

間 2）、ダム下流部（区間 3、4）における個体数の増減は、天候等の事業以外の影響が大きいもの

と考えられます。 

③ いずれの調査区間においても、ダム供用後の確認個体数（夜間成体）はダム供用前と同等の個体

数でした。 

④ ダム湖（区間 2）では、冬季に試験湛水で満水とした直後の平成 27年度は確認個体数がゼロでし

たが、平成 28年度以降は、湛水区間の直上流箇所で個体が確認されました。 
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表 2-41 カジカガエル確認個体数の経年変化 

 
 

表 2-42 カジカガエル確認個体数の経年変化 

 

注 1）表中の赤線は、ダム供用開始前後を示す。 

注 2）表中の数字は目視・捕獲及び鳴き声の聞き取りによる確認個体数を示す。 

 

 

H25 H26 H27 H28 H29 R1 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R1 R7

2 0 0 3 39 16 2 3 1 0 0 3 7 0

27 8 9 29 23 10 2 12 5 0 7 8 3 0

1 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 110 0 47 97 226 41 0 210 0 130 106 169 70

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 88 78 60 105 72 39 14 38 0 27 24 14 9

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成体 29 8 9 32 62 26 4 15 6 0 7 11 10 0

幼体 1 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

幼生 0 110 0 47 97 226 41 0 210 0 130 106 169 70

小計 30 127 9 79 159 252 46 16 216 0 137 117 179 70

47 91 79 60 105 72 39 14 38 0 27 24 14 9

成体 76 96 88 92 167 98 43 29 44 0 34 35 24 9

成体･幼体･幼生 77 218 88 139 264 324 85 30 254 0 164 141 193 79

確認
例数

昼間

夜間

合計

昼間

成体(目撃)

成体(鳴き声)

幼体

幼生

夜間

成体(目撃)

成体(鳴き声)

幼生

区間1

供用前 供用後

ダム湖

区間2

供用前 供用後

確認内容

ダム上流部

H25 H26 H27 H28 H29 R1 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R1 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R1 R7

0 1 7 0 5 6 1 0 1 0 2 16 14 0 0 36 19 4 34 26 5

11 4 2 8 1 2 1 24 3 3 3 22 5 3 6 7 5 6 20 1 3

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 57 0 68 56 0 1 7 86 146 334 695 0 0 10 114 75 242 458

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11 20 24 33 26 9 17 51 32 40 56 47 43 20 11 19 4 14 61 19 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成体 11 5 9 8 6 8 2 24 4 3 5 38 19 3 6 43 24 10 54 27 8

幼体 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

幼生 0 0 0 57 0 68 56 0 1 7 86 146 334 695 0 0 10 114 75 242 458

小計 11 5 9 65 6 76 58 25 5 10 91 184 353 698 6 43 34 124 129 269 466

11 22 24 33 26 9 17 51 32 40 57 47 43 20 11 19 4 14 61 19 22

成体 22 27 33 41 32 17 19 75 36 43 62 85 62 23 17 62 28 24 115 46 30

成体･幼体･幼生 22 27 33 98 32 85 75 76 37 50 148 231 396 718 17 62 38 138 190 288 488

確認内容 区間3

ダム下流部

供用前

区間4

供用前 供用後

支流

区間5

供用前 供用後

本川

供用後

確認
例数

昼間

夜間

合計

昼間

成体(目撃)

成体(鳴き声)

幼体

幼生

夜間

成体(目撃)

成体(鳴き声)

幼生
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図 2-30 カジカガエル確認個体数の経年変化（成体のみ） 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-42（1） カジカガエルの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

（生息環境の変化） 

環境影響評価では、カジカガエルは堤体の存在による生息地分断があるため、影

響予測区分 A として予測されました。また、生息環境の一部消失、濁りの長期化に

よる間接的な影響が予測されていました。 

本種の成体は渓流とその付近の樹林地内に生息します。産卵は渓流の浮き石の下

などで行われ、幼生は付着藻類を餌とします。 

●生息環境・生息状況：ダムの存在により個体の行き来が不可能になり生息地が分

断されたことから、影響区分は A と評価します。また、湛水による生息環境の一部

が消失しています。 

生息状況は、現地調査によりダムの上流側・下流側で個体数の確認を実施した結

果、供用後も供用前と同等の個体数が確認されました。 

●濁りの長期化：水質調査で濁りの長期化が確認されていることから、付着藻類

が減少することが懸念されました。そこで、濁りと付着藻類の細胞数の変動につい

て分析しました。その結果、付着藻類の細胞数は調査毎に変動が大きいものの、濁

りとの間に相関は見られませんでした（詳細は「2.5.2. 3）付着藻類の状況」参照）。 

●下流物理環境の変化：本種の産卵及び幼生の生息環境は、渓流の中でも比較的流

れの緩やかな浅瀬ですが、ダム直下では砂分が多い平瀬区間の一部で粗粒化及び河

床高の低下が見られました。ただし、ダム直下区間でも本種の確認個体数に大きな

変化は見られません。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査による水質調査結果を確認することで、影

響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

工事中は濁水処理設備の設置等、供用後は選択取水設備の運用により、濁りの影

響の低減を図っています。事後調査による水質調査結果では、濁りの影響の低減効

果が確認されていることから、カジカガエルの生息への影響は低減されていると評

価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、切目川で生息環境が維持されることを目標として設定し、事後調

査でカジカガエルの生息状況を確認することで評価します。 

供用後、ダムによる生息地の分断、及び湛水による渓流環境の一部消失が発生し

ました。また、ダム直下では、濁りの長期化や河床環境の変化が確認されています。

一方で、現地調査では、調査区間全体で供用後も供用前と同等の個体数が確認され

ています。また、濁りの長期化や河床環境の変化が確認されたダム直下の区間でも、

個体数に大きな変化は見られませんでした。 

以上のことから、供用後もカジカガエルの生息状況に大きな変化は見られないた

め、カジカガエルの切目川での生息環境は維持されていると評価します。 
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表 2-42（2） カジカガエルの事後評価 

項目 内容 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

いずれの区間においても供用前後で同等の個体数が確認されています。ダム湖、

ダム下流部本川において個体数の増減がみられましたが、ダム上流部・ダム下流部

支流においても概ね同様の経年変動が確認されたことから、ダムの供用による個体

数への影響は少なく、本種の生息環境は維持されているものと考えられます。した

がって、供用から 10 年間の影響として、生息地の分断及び湛水による一部消失、濁

りの長期化、河川物理環境の変化が見られたものの、ダム供用による影響は小さい

と評価されます。 

長期的影響として、下流物理環境において粗礫化が一部確認されており、また、

大きな出水があれば、河床の低下が進む可能性があり、本種の生息環境に変化が生

じる可能性があります。 

そのため、水環境や下流物理環境の変化を継続的に観察し、顕著な変化が確認さ

れた場合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策を実施します。 

その他、極めて長期的な影響として、生息地の分断によりダムの上下側の個体群

が遺伝的に分かれ、2 つの地域個体群に変化していく可能性があります。 
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4） ニホンウナギ 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

ニホンウナギの予測内容を、以下に示します。 

 

表 2-43 ニホンウナギの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

工事中・供用後の水の濁り。 

ダム堤体の存在よる生息環境の分断。 

生態 海で産卵し、孵化した仔魚が川を遡上したあと成長し、その後海に下る降川回遊魚である。

河川では上流から下流まで幅広く生息する。 

選定理由 ■環境省 RL における絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 文献調査、聞き取り調査、平成 5 年度調査で記録がある。現地調査では河口や下流区間の西

ノ地地区で 3 個体を確認した。 

予測結果 ■工事の実施 

河口や下流区間だけでなく上流部分にも生息しているものと考えられ、工事中の水の濁り

により餌生物が減少することが考えられるが、一時的なものと考えられることから、影響は

ほとんどないものと予測される。（影響予測区分：B） 

■ダムの存在・供用 

河口や下流区間だけでなく上流部分にも生息しているものと考えられ、供用時における下

流河川の濁りの長期化に伴う付着藻類への影響から、それらを餌とする餌生物が減少する

ことが考えられる。 また、ダム供用後はダム計画地より上流部には遡上が困難となること

が予測される。（影響予測区分：A） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 

 

(2)  環境保全措置 

工事中は濁水処理設備等の設置、供用後は選択取水設備の運用により濁りの影響を軽減しまし

た。 
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(3)  事後調査結果 

生息環境の分断により影響予測区分が A と予測されたことから、切目川を上流（だいにち橋）

と下流（下田ノ垣内橋～汐止堤：5 地点）に分けて、魚類調査を実施して、生息状況を把握しま

した。ニホンウナギ確認状況の経年変化を表 2-44 に示します。また、下田ノ垣内橋の魚類捕獲

数の経年変化を、表 2-45 に示します。 

 

① ダム上流（だいにち橋）では、供用前の平成 25～26 年度には、ニホンウナギは確認されませんで

した。供用後は平成 29年度にのみ確認されています。現在は漁協による放流が実施されています

が、ダムにより遡上は困難なことから、今後、ダム上流側は、自然生息地としては消失すると考

えられます。 

② ダム直下の下田ノ垣内橋では、確認回数は少ないものの、供用前後で生息が確認されており、供

用 10年目調査でも確認されました。 

③ ニホンウナギが最も多くかつ継続的に確認されたのは、切目川では下流域の乙井 2 号堰、汐止堤

でした。環境影響評価時の調査でも本種は切目川下流域で確認されています。 

④ ダム直下の区間は渓流環境であるため、岩の隙間などを住処とし、瀬や淵の環境で小魚やエビ目

などの底生動物を採餌して生息していると考えられます。ダム直下の下田ノ垣内橋では、濁りの

長期化や下流物理環境に変化が見られたことから本種の餌となる魚類や底生動物への影響が懸念

されました。下田ノ垣内橋では、本種の餌となるハゼ科魚類、エビ目のヤマトヌマエビ、ヒラテ

ナガエビ、サワガニ、モクズガニが継続的に確認されています。供用 10年目調査では、過年度比

べてより多くの地点で確認されており、生息環境は維持されているものと考えられます。（表 2-45

参照） 

 

表 2-44 ニホンウナギ確認状況の経年変化 

【単位：個体】 

番号 地点名 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 

3 だいにち橋     〇（+）    

2 下田ノ垣内橋 〇（+）    〇（+）   〇（+） 

6 小原堰堤 〇（+） 〇（+）      〇（+） 

1 羽六井堰  〇（+） 〇（+） 〇（1） 〇（+）   〇（+） 

5 乙井 2 号堰 〇（1） 〇（+） 〇（+） 〇（3） 〇（1） 〇（+） 〇（1） 〇（1） 

4 汐止堤 〇（2） 〇（4） 〇（3） 〇（3） 〇（4） 〇（1） 〇（2） 〇（1） 

注 1）表中の赤線は、ダム供用開始前後を示す。 

注 2）○：魚類調査による確認 

数字：投網及びタモ網による捕獲調査で確認された個体数。 

+（1～10 個体）：夜間潜水による目視確認のみで確認されたことを示す。 
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表 2-45 下田ノ垣内橋（ダム直下）の魚類調査結果（捕獲量の経年変化） 

項目 目 科 種名 調査年度 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 

魚類 ｺｲ目 ｺｲ科 ｵｲｶﾜ 32 15 50 67 45 26 61 37 

ｶﾜﾑﾂ 82 92 37 114 60 162 27 56 

ｳｸﾞｲ 8 3 3 0 1 0 0 0 

ﾄﾞｼﾞｮｳ科 ｼﾏﾄﾞｼﾞｮｳ種群 5 4 0 3 2 1 1 0 

ﾅｶﾞﾚﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ 0 0 0 1 7 1 1 1 

ﾅﾏｽﾞ目 ﾅﾏｽﾞ科 ﾅﾏｽﾞ 0 1 0 0 0 0 0 0 

ｻｹ目 ｱﾕ科 ｱﾕ 10 0 0 4 0 0 0 0 

ｽｽﾞｷ目 ｻﾝﾌｨｯｼｭ科 ｵｵｸﾁﾊﾞｽ 0 0 0 4 4 2 2 8 

ﾊｾﾞ科 ﾎﾞｳｽﾞﾊｾﾞ 0 0 2 0 2 2 4 1 

ｶﾜﾖｼﾉﾎﾞﾘ 24 69 40 62 39 15 28 4 

ｼﾏﾖｼﾉﾎﾞﾘ 1 1 0 0 0 0 0 0 

ﾙﾘﾖｼﾉﾎﾞﾘ 11 10 3 0 4 5 4 3 

ｵｵﾖｼﾉﾎﾞﾘ 3 2 1 0 0 0 3 1 

ﾖｼﾉﾎﾞﾘ属 2 0 0 0 0 0 0 0 

その他 新生腹足目 ｶﾜﾆﾅ科 ｶﾜﾆﾅ 
 

3 4 12 120 29 21 75 

ｴﾋﾞ目 ﾇﾏｴﾋﾞ科 ﾔﾏﾄﾇﾏｴﾋﾞ 1 0 16 39 12 8 59 27 

ﾇﾏｴﾋﾞ科 0 + 0 0 0 0 0 0 

ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ科 ﾐﾅﾐﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ 1 0 0 0 4 0 0 0 

ﾋﾗﾃﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ 2 1 5 2 4 3 25 6 

ｽｼﾞｴﾋﾞ 0 0 0 0 0 0 0 2 

ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ科 0 + 0 0 0 0 0 0 

ｻﾜｶﾞﾆ科 ｻﾜｶﾞﾆ 1 1 1 2 10 0 1 0 

ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ科 ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ 1 15 7 4 6 5 3 2 

注）表中の赤線は、ダム供用開始前後を示す。 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-46(1) ニホンウナギの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

（生息環境の変化） 

環境影響評価では、ニホンウナギは堤体の存在により上流への遡上が困難となる

ことから、影響予測区分 A として予測されました。また濁りの長期化による付着藻

類の減少及びそれによる餌動物の減少の影響が予測されていました。 

●生息環境・生息状況：本種は回遊魚ですが、供用後、ダム上流への遡上は構造上

不可能と考えられることから、ダム上流側の生息条件は失われました。そのため、

供用後の影響区分は A と評価します。 

ダム下流側では、現地調査により広く生息が確認されており、特に下流域では継

続的に捕獲確認されており、個体数にも減少傾向は見られません。 

●濁りの長期化：水質調査で濁りの長期化が確認されています。そのため、濁りに

より付着藻類が減少し、本種の餌となる魚類・底生動物が減少することが懸念され

ました。そのため、濁りと付着藻類の細胞数の変動について分析しました。その結

果、付着藻類の細胞数は調査毎に変動が大きいものの、濁りとの間に相関は見られ

ませんでした（詳細は「2.5.2. 3）付着藻類の状況」参照）。 

●下流物理環境の変化：ダム直下では、瀬や淵・砂底・砂礫底・礫底等の多様な河

床環境が残っていますが、一部で粗粒化が確認されており、本種の餌となる魚類・

底生動物の生息状況に変化が生じることが懸念されました。 

ただし、魚類調査及び底生動物調査の結果からは、本種の餌となるそれらの動物

について、変動はあるものの個体数の減少傾向は確認されませんでした（詳細は

「2.5.2. 2）底生動物の状況」参照）。 

なお、本種は巨礫の隙間等を住処としますが、現時点で巨礫に大きな動きはない

と考えられます。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査による水質調査結果を確認することで、影

響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

工事中は濁水処理設備の設置等、供用後は選択取水施設の運用により、濁りの影

響の低減を図っています。事後調査による水質調査結果では、濁りの影響の低減効

果が確認されていることから、ニホンウナギの生息への影響は低減されていると評

価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、環境影響評価の結果を踏まえて、切目川で生息環境が維持される

ことを目標として設定し、事後調査でニホンウナギの生息状況を確認することで評

価します。 

本種は回遊魚ですが、供用後、ダム上流への遡上は構造上不可能と考えられるこ

とから、ダム上流側の生息条件は失われました。ただし、ダム下流側では継続的に

生息が確認されており、切目川でのニホンウナギの生息環境は維持されていると評

価します。 

なお、ダム直下の区間では、濁りの長期化や下流物理環境の変化が確認されてい

ますが、本種の餌となる魚類や底生動物の個体数に大きな影響は見られません。 
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表 2-46(2) ニホンウナギの事後評価 

項目 内容 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

ダム下流側では、現地調査により広く生息が確認されており、特に下流域では継

続的に捕獲確認されており、個体数にも減少傾向は見られません。また、ダム直下

では濁りの長期化や下流物理環境の変化により、本種の餌生物の減少が懸念されま

したが、調査結果からは本種の餌生物に対する負の影響は確認されませんでした。

したがって、切目川での二ホンウナギの生息環境は維持されていると評価されまし

た。 

長期的影響として、下流物理環境において一部粗礫化が確認されており、また、

大きな出水があれば、河床の低下が進む可能性があり、本種の生息環境に変化が生

じる可能性があります。 

そのため、水環境や下流物理環境の変化を継続的に観察し、顕著な変化が確認さ

れた場合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策を実施します。 
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5） オオヨシノボリ 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

オオヨシノボリの予測内容を、以下に示します。 

 

表 2-47 オオヨシノボリの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

工事中・供用後の水の濁り。 

ダム堤体の存在による生息環境の分断。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

生態 大型の両側回遊型ヨシノボリ類。胸鰭基部に黒斑があり、尾鰭基部には暗色横帯があること

が特徴。流れの速い瀬などを好む。（出典：和歌山県レッドデータブック） 

選定理由 ■和歌山県 RDB における準絶滅危惧（NT） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 切目川の中・上流区間に生息し、西神ノ川合流点より上流域で数十個体を確認している。ダ

ム計画地周辺 500m 範囲においては、平成 5 年 9、11 月、平成 13 年 9 月に平瀬、淵の砂礫

から小石以下の河床で確認した。 

予測結果 ■工事の実施 

工事に伴う改変などによる生息場所の一部消失や工事中の水の濁りによる生息環境の悪化

が考えられるが、一時的なものと考えられること、適した生息環境は上下流域にも分布し、

現地調査でも数多く確認され事業実施区域に特に依存している。（影響予測区分：B） 

■ダムの存在・供用 

切目川上・下流域を広域に生息環境として利用する種である。ダム供用後は稚仔魚の流下や

幼魚の遡上ができなくなり、ダム計画地より上流で確認されている個体群への影響は大き

く、切目川の個体群は 縮小すると予測される。また、供用時における下流河川の濁りの長

期化に伴う餌となる付着藻類への影響など、間接的な影響も考えられる。（影響予測区分：

A） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 

 

参考 オオヨシノボリの同定ポイント 

 
※出典：山渓ハンディ図鑑 日本の淡水魚 第 4 版（(株)山と渓谷社） 
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(2)  環境保全措置 

工事中は濁水処理設備等の設置、供用後は選択取水設備の運用により濁りの影響を軽減しまし

た。 

(3)  事後調査結果 

生息環境の分断により影響予測区分が A と予測されたことから、切目川を上流（だいにち橋）

と下流（下田ノ垣内橋～汐止堤：5 地点）に分けて、定量採取、任意採集、夜間目視観察による

魚類調査を実施しました。また、切目川ダムの上下区間を踏査しながら目視によりヨシノボリ類

の生息個体数をカウントするヨシノボリ類調査を実施しました。 

 

① 魚類調査によるオオヨシノボリ調査結果を表 2-48 に示します。 

本種は主に小原堰堤より上流側で生息が確認されています。 

② ヨシノボリ調査の結果を、表 2-49 に示します。 

供用後も、継続して生息が確認されていますが、確認個体数は年度ごとに大きく増減しています。

これは他のヨシノボリ類も同様であり、出水等の影響による年変動が大きいと考えられます。 

③ 供用 10 年目でも、上流側で本種の生息が確認されています。上流側で、ダム供用後に生まれた稚

魚は確認できていませんが、ヨシノボリ類の寿命は 3-4 年程度とされていることから、ダム上流

側で繁殖した個体である可能性が考えられます。 

 

表 2-48 オオヨシノボリ確認状況の経年変化 

【単位：個体】 

番号 地点名 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 

3 だいにち橋 ○（2） ○（1） ○（1） ○（4） ○（4） ○（7） 〇（3） ○（+） 

2 下田ノ垣内橋 ○（3） ○（2） ○（1） ○（+）   〇（3） ○（1） 

6 小原堰堤 ○（8） ○（2） ○（1） ○（2） ○（1）   ○（2） 

1 羽六井堰  ○（1）  ○（+）    ○（1） 

5 乙井 2 号堰         

4 汐止堤         

注 1）表中の赤線は、ダム供用開始前後を示す。 

注 2）○：魚類調査による確認 

数字：投網及びタモ網による捕獲調査で確認された個体数。 

+（1～10 個体）：夜間潜水による目視確認のみで確認されたことを示す。 

 

表 2-49 ヨシノボリ類確認状況の経年変化 

 

注 1）表中の赤線は、ダム供用開始前後を示す。 

注 2）ボウズハゼはヨシノボリ類ではないが、参考までに整理した。  

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7

オオヨシノボリ 0 6 27 29 3 29 16 0 4 22 22 0 52 23 1 11 5 4 4 3

ルリヨシノボリ 35 69 245 183 65 286 223 12 8 47 25 23 124 105 0 6 11 3 16 270

シマヨシノボリ 9 42 57 20 6 5 38 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0

カワヨシノボリ 20 94 1123 941 366 331 505 24 62 334 242 97 197 99 200 321 523 156 248 362

ゴクラクハゼ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ヨシノボリ属 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ボウズハゼ 1 0 868 640 172 402 619 0 0 147 337 77 369 429 0 23 6 1 0 0

合計 69 211 2321 1813 612 1053 1401 36 77 550 628 197 742 656 － 204 361 545 164 268 635

項目

確認種

未調査

①下流～西神ノ川合流地点 ②西神ノ川合流地点～ダム直下付近 ③ダムの湛水区間を除く上流域

ダム下流 ダム上流

確認場所
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-50(1) オオヨシノボリの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

（生息環境の変化） 

環境影響評価では、オオヨシノボリは堤体の存在により上流への遡上が困難とな

るため影響予測区分 A として予測されました。また濁りの長期化による付着藻類が

減少及びそれによる餌動物の減少の影響が予測されていました。 

●生息環境・生息状況：供用 10 年目調査の結果、ダムの上下流で生息が継続的に確

認されており、ダム上流では繁殖している可能性が示唆されました。そのため、今

後ダム上流側で確認された個体群は陸封個体群となる可能性があります。 

●濁りの長期化：水質調査で濁りの長期化が確認されています。本種は付着藻類や

底生動物を餌としますが、濁りにより付着藻類、及び付着藻類を餌とする底生動物

が減少することが懸念されました。そのため、濁りと付着藻類の細胞数の変動につ

いて分析しました。その結果、付着藻類の細胞数は調査毎に変動が大きいものの、

濁りとの間に相関は見られませんでした（詳細は「2.5.2. 3）付着藻類の状況」参

照）。 

●下流物理環境の変化：ダム直下では、瀬や淵・砂底・砂礫底・礫底等の多様な河

床環境が残っていますが、一部で粗粒化が確認されており、本種の餌となる底生動

物の生息状況に変化が生じることが懸念されました。 

ただし、底生動物調査の結果からは、本種の餌となる底生動物の個体数は、変動

はあるものの減少傾向は見られませんでした（詳細は「2.5.2. 2）底生動物の状況」

参照）。 

なお、本種が好む早瀬では、下流物理環境に顕著な影響は確認されていません。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査による水質調査結果を確認することで、影

響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

工事中は濁水処理設備の設置等、供用後は選択取水施設の運用により、濁りの影

響の低減を図っています。事後調査による水質調査結果では、濁りの影響の低減効

果が確認されていることから、オオヨシノボリの生息への影響は低減されていると

評価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、環境影響評価の結果を踏まえて、切目川で生息環境が維持される

ことを目標として設定し、事後調査でオオヨシノボリの生息状況を確認することで

評価します。 

供用 10 年目調査の結果、ダムの上下流で生息が継続的に確認されており、ダムに

よる上下流の行き来は不可能になったものの、ダム上流において繁殖している可能

性が示唆されました。したがって、切目川でのオオヨシノボリの生息環境は維持さ

れていると評価します。 

なお、ダム直下の区間では、濁りの長期化や下流物理環境の変化が確認されてい

ますが、本種の餌となる付着藻類や底生動物に大きな影響は見られません。また、

本種が好む早瀬では、下流物理環境に顕著な影響は確認されていません。 
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表 2-50(2) オオヨシノボリの事後評価 

項目 内容 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

ダムの上下流で生息が継続的に確認されており、ダム上流への遡上は不可能とな

りましたが、ダム上流域では繁殖している可能性が示唆されました。また、ダム直

下では濁りの長期化や下流物理環境の変化により、本種の餌生物の減少が懸念され

ましたが、調査結果からは本種の餌生物に対する負の影響は確認されませんでした。

したがって、切目川でのオオヨシノボリの生息環境は維持されていると評価されま

した。 

長期的影響として、下流物理環境において一部粗礫化が確認されており、また、

大きな出水があれば、河床の低下が進む可能性があり、本種の生息環境に変化が生

じる可能性があります。 

そのため、水環境や下流物理環境の変化を継続的に観察し、顕著な変化が確認さ

れた場合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策を実施します。 

また、近隣河川における外来魚の侵入状況や切目川における外来魚（ブルーギル

及びオオクチバス）の確認状況を踏まえ、今後外来魚による生態系への悪影響が懸

念されるため、外来魚を増やさないための啓発活動（放流禁止の看板設置等）を実

施します。 
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6） ルリヨシノボリ 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

ルリヨシノボリは、切目川中上流部で確認されていました。 

本種は、成魚は中上流部に生息するが、孵化した仔魚が海に下り、成長後に遡上する両側回遊魚

です。 

本種について、ダムによる濁りによる生息環境への影響が考えられました。またダムにより上下

流の環境分断により遡上が不可能になることから、上流域の生息環境が失われると予測しました。 

 

表 2-51 ルリヨシノボリの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

工事中・供用後の水の濁り。 

ダム堤体の存在による生息環境の分断。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

生態 大型の両側回遊型ヨシノボリ類。胸鰭基部に黒斑があり、尾鰭基部には暗色横帯があること

が特徴。流れの速い瀬などを好む。（出典：和歌山県レッドデータブック） 

選定理由 ■和歌山県 RDB における準絶滅危惧（NT） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 切目川の中・上流区間に生息し、西神ノ川合流点より上流域で数十個体を確認している。ダ

ム計画地周辺 500m 範囲においては、平成 5 年 9、11 月、平成 13 年 9 月に平瀬、淵の砂礫

から小石以下の河床で確認した。 

予測結果 ■工事の実施 

工事に伴う改変などによる生息場所の一部消失や工事中の水の濁りによる生息環境の悪化

が考えられるが、一時的なものと考えられること、適した生息環境は上下流域にも分布し、

現地調査でも数多く確認され事業実施区域に特に依存していない。（影響予測区分：B） 

■ダムの存在・供用 

切目川上・下流域を広域に生息環境として利用する種である。ダム供用後は稚仔魚の流下や

幼魚の遡上ができなくなり、ダム計画地より上流で確認されている個体群への影響は大き

く、切目川の個体群は縮小すると予測される。また、供用時における下流河川の濁りの長期

化に伴う餌となる付着藻類への影響など、間接的な影響も考えられる。（影響予測区分：A） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 

 

参考 ルリヨシノボリの同定ポイント 

 
※出典：山渓ハンディ図鑑 日本の淡水魚 第 4 版（(株)山と渓谷社）  
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(2)  環境保全措置 

工事中は濁水処理設備等の設置、供用後は選択取水設備の運用により濁りの影響を軽減しまし

た。 

 

(3)  事後調査結果 

生息環境の分断により影響予測区分が A と予測されたことから、切目川を上流（だいにち橋）

と下流（下田ノ垣内橋～汐止堤：5 地点）に分けて、定量採取、任意採集、夜間目視観察による

魚類調査を実施しました。また、切目川ダムの上下区間を踏査しながら目視によりヨシノボリ類

の生息個体数をカウントするヨシノボリ類調査を実施しました。 

 

① 魚類調査によるルリヨシノボリ調査結果を表 2-52 に示します。 

本種は主に羽六井堤より上流側で生息が確認されています。 

② ヨシノボリ調査の結果を、表 2-49 に示します。 

供用後も、継続して生息が確認されていますが、確認個体数は年度ごとに大きく増減しています。

これは他のヨシノボリ類も同様であり、出水等の影響による年変動が大きいと考えられます。 

③ 供用 10 年目でも、上流側で本種の生息が確認されています。上流側では、過年度と比較して個体

数が大きく増加しています。調査時には、体長 4cm 程度の若魚が多く確認されたことから、ダム

上流側で繁殖している可能性が高いと考えられます。 

 

表 2-52 ルリヨシノボリ確認状況の経年変化 

【単位：個体】 

番号 地点名 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 

3 だいにち橋   ○（+）  ○（1） ○（1） ○（4） ○（33） 

2 下田ノ垣内橋 ○（11） ○（10） ○（3） ○（+） ○（4） ○（5） ○（4） ○（3） 

6 小原堰堤 ○（3） ○（6） ○（1） ○（1） ○（2） ○（1） ○（4） ○（5） 

1 羽六井堰   ○（2） ○（14） ○（2） ○（4） ○（10） ○（10） 

5 乙井 2 号堰         

4 汐止堤         

注 1）表中の赤線は、ダム供用開始前後を示す。 

注 2）○：魚類調査による確認 

数字：投網及びタモ網による捕獲調査で確認された個体数。 

+（1～10 個体）：夜間潜水による目視確認のみで確認されたことを示す。 

 

【再掲】表 2-49 ヨシノボリ類確認状況の経年変化 

 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R7

オオヨシノボリ 0 6 27 29 3 29 16 0 4 22 22 0 52 23 1 11 5 4 4 3

ルリヨシノボリ 35 69 245 183 65 286 223 12 8 47 25 23 124 105 0 6 11 3 16 270

シマヨシノボリ 9 42 57 20 6 5 38 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0

カワヨシノボリ 20 94 1123 941 366 331 505 24 62 334 242 97 197 99 200 321 523 156 248 362

ゴクラクハゼ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ヨシノボリ属 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ボウズハゼ 1 0 868 640 172 402 619 0 0 147 337 77 369 429 0 23 6 1 0 0

合計 69 211 2321 1813 612 1053 1401 36 77 550 628 197 742 656 － 204 361 545 164 268 635

項目

確認種

未調査

①下流～西神ノ川合流地点 ②西神ノ川合流地点～ダム直下付近 ③ダムの湛水区間を除く上流域

ダム下流 ダム上流

確認場所
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-53(1) ルリヨシノボリの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

（生息環境の変化） 

環境影響評価では、ルリヨシノボリは堤体の存在により上流への遡上が困難とな

るため影響予測区分 A として予測されました。また濁りの長期化による付着藻類が

減少及びそれによる餌動物の減少の影響が予測されていました。 

●生息環境・生息状況：供用 10 年目調査の結果、ダムの上下流で生息が継続的に確

認されており、 特にダム上流では、過年度と比較して個体数が大きく増加していま

した。また、ダム上流では、体長 4cm 程度の若魚が多くみられたことから、繁殖し

ている可能性が高いと考えられます。そのため、今後ダム上流側で確認された個体

群は陸封個体群となる可能性があります。 

●濁りの長期化：水質調査で濁りの長期化が確認されています。本種は付着藻類や

底生動物を餌としますが、濁りにより付着藻類、及び付着藻類を餌とする底生動物

が減少することが懸念されました。そのため、濁りと付着藻類の細胞数の変動につ

いて分析しました。その結果、付着藻類の細胞数は調査毎に変動が大きいものの、

濁りとの間に相関は見られませんでした（詳細は「2.5.2. 3）付着藻類の状況」参

照）。 

●下流物理環境の変化：ダム直下では、瀬や淵・砂底・砂礫底・礫底等の多様な河

床環境が残っていますが、一部で粗粒化が確認されており、本種の餌となる底生動

物の生息状況に変化が生じることが懸念されました。 

ただし、底生動物調査の結果からは、本種の餌となる底生動物の個体数は、変動

はあるものの減少傾向は見られませんでした（詳細は「2.5.2. 2）底生動物の状況」

参照）。 

なお、本種が好む早瀬では、下流物理環境に顕著な影響は確認されていません。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査による水質調査結果を確認することで、影

響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

工事中は濁水処理設備の設置、供用後は選択取水施設の運用により、濁りの影響

の低減を図っています。事後調査による水質調査結果では、濁りの影響の低減効果

が確認されていることから、ルリヨシノボリの生息への影響は低減されていると評

価します。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、環境影響評価の結果を踏まえて、切目川で生息環境が維持される

ことを目標として設定し、事後調査でルリヨシノボリの生息状況を確認することで

評価します。 

供用 10 年目調査の結果、ダムの上下流で生息が継続的に確認されており、ダムに

よる上下流の行き来は不可能になったものの、ダム上流において繁殖している可能

性が大きいと考えられました。したがって切目川でのルリヨシノボリの生息環境は

維持されていると評価します。 

なお、ダム直下の区間では、濁りの長期化や下流物理環境の変化が確認されてい

ますが、本種の餌となる付着藻類や底生動物に大きな影響は見られません。また、

本種が好む早瀬では、下流物理環境に顕著な影響は確認されていません。 
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表 2-53(2) ルリヨシノボリの事後評価 

項目 内容 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

ダムの上下流で生息が継続的に確認されており、ダム上流への遡上は不可能とな

りましたが、ダム上流域では繁殖している可能性が大きいと考えられました。また、

ダム直下では濁りの長期化や下流物理環境の変化により、本種の餌生物の減少が懸

念されましたが、調査結果からは本種の餌生物に対する負の影響は確認されません

でした。したがって、切目川でのルリヨシノボリの生息環境は維持されていると評

価されました。 

長期的影響として、下流物理環境において一部粗礫化が確認されており、また、

大きな出水があれば、河床の低下が進む可能性があり、本種の生息環境に変化が生

じる可能性があります。 

そのため、水環境や下流物理環境の変化を継続的に観察し、顕著な変化が確認さ

れた場合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策を実施します。 

また、近隣河川における外来魚の侵入状況や切目川における外来魚（ブルーギル

及びオオクチバス）の確認状況を踏まえ、今後外来魚による生態系への悪影響が懸

念されるため、外来魚を増やさないための啓発活動（放流禁止の看板設置等）を実

施します。 
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7） 陸産貝類 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

予測内容を以下に示します。 

 

表 2-54 キイゴマガイの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

工事に伴う樹林の伐採。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■和歌山県 RDB における学術的重要（SI） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 13 年 7 月に事業実施区域およびその上下流域の河川・渓流植生等、常緑樹林、植林地、

その他で約 35 個体を確認した。 

予測結果 ■工事の実施 

工事に伴う樹木の伐採等により生息環境の一部が消失すると考えられ、移動速度が遅いた

めに死滅してしまう可能性があるが、周辺でも広く確認されており、事業実施区域に特に依

存していない。（影響区分：Ｂ） 

■ダムの存在・供用 

湛水や道路・法面等により本種の主な生息環境となる河川・渓流植生等、常緑樹林、落葉樹

林、植林地が 17.6ha 消失するが、事業実施区域周辺 500m 範囲内には、同様の環境が 95.4％

残る。また、事業実施区域の周辺でも確認されており、事業実施区域に特に依存しておら

ず、これらの樹林地が残り、湛水化により湛水域周辺の湿度は保たれることから、生息環境

が残る。（影響区分：Ｂ） 

 

  



102 

 

表 2-55 ムロマイマイの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

工事に伴う樹林の伐採。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■和歌山県 RDB における学術的重要（SI） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 13 年 7 月に事業実施区域および下流域の河川・渓流植生等、植林地で死殻を確認した。 

予測結果 ■工事の実施 

工事に伴う樹木の伐採等により生息環境の一部が消失すると考えられ、移動速度が遅いた

めに死滅してしまう可能性があるが、周辺でも広く確認されており、事業実施区域に特に依

存していない。（影響区分：Ｂ） 

■ダムの存在・供用 

湛水や道路・法面等により本種の主な生息環境となる河川・渓流植生等、常緑樹 

林、落葉樹林、植林地が、17.6ha 消失するが、事業実施区域周辺 500m 範囲内には、同様の

環境が 95.4％残る。また、事業実施区域の周辺でも確認されており、事業実施区域に特に

依存しておらず、これらの樹林地が残り、湛水化により湛 

水域周辺の湿度は保たれることから、生息環境が残る。（影響区分：Ｂ） 
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表 2-56 フチマルオオベソマイマイの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

工事に伴う樹林の伐採。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■環境省 RL における準絶滅危惧（NT） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 13 年 7 月に事業実施区域上流域の休場地区の集落周辺で 1～2 個体を確認した。事業

実施区域外のみで確認しているが、事業実施区域にも生息環境があるため、生息している可

能性がある。 

予測結果 ■工事の実施 

事業実施区域外のみの確認であるが、事業実施区域にも生息環境が存在し、その一部が消失

する可能性があると考えられるが、事業実施区域に特に依存していない。（影響区分：Ｂ） 

■ダムの存在・供用 

湛水や道路・法面等により本種の主な生息環境となる河 川・渓流植生等、常緑樹林、落葉

樹林、植林地が17.6ha消失するが、事業実施区域周辺500m範囲内には、同様の環境が95.4％

残る。また、事業実施区域の周辺での確認であり、事業実施区域に特に依存しておらず、こ

れらの樹林地が残り、湛水化により湛水域周辺の湿度は保たれることから、生息環境が残

る。（影響区分：Ｂ） 
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表 2-57 オオヒラベッコウの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

工事に伴う樹林の伐採。 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■環境省 RL における情報不足（DD） 

■和歌山県 RDB における学術的重要（SI） 

予測手法 ■直接改変 

重要な種の生息環境及び注目すべき生息地の分布を図示し、その量的、質的変化を検討した

上で、直接改変の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参

考に予測する。 

■直接改変以外 

重要な種及び注目すべき生息地の注目される理由となる動物の生息に影響を及ぼす直接改

変以外の要因（土砂による水の濁り等）を整理し、その量的、質的変化を検討した上で、こ

れらが予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 13 年 7 月に事業実施区域上流域の休場地区の集落周辺で 1～2 個体を確認した。事業

実施区域外のみで確認しているが、事業実施区域にも生息環境があるため、生息している可

能性がある。 

予測結果 ■工事の実施 

湛水区域のみで確認されており、移動速度が遅いため工事に伴う樹木の伐採等により死滅

してしまう可能性がある。（影響区分：Ａ） 

■ダムの存在・供用 

湛水区域のみで確認されており、ダムの存在等により生息地を直接消失させてしまう可能

性がある。（影響区分：Ａ） 
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(2)  環境保全措置 

事業実施区域内で確認された保護上重要な陸産貝類を対象に、供用前に事業実施区域内の既知

の生息地を再調査し、個体を確認した場合は事業実施区域周辺の生息適地に移殖を行いました。 

移殖した陸産貝類を表 2-58 に示します。なお、オオヒラベッコウについては、供用前調査で

個体を再確認できなかったことから、移殖できませんでした。 

 

(3)  事後調査結果 

移殖を実施した陸産貝類を対象に、移殖地での定着状況を確認するため移殖後モニタリング調

査を実施しました。 

 

① ゴマオカタニシは、環境影響評価後に新たに確認された重要種です。本種は移殖後も移殖地で継

続的に個体が確認できており、移殖に成功したと考えられます。 

② キイゴマガイは、多数の個体を移殖したものの、最終的に移殖地で定着しませんでした。なお、

本種の移殖時に、形態的に非常に類似したキュウシュウゴマガイが混入していた可能性があり、

移殖個体数やモニタリング時の確認個体数の数字が正確ではありません。 

③ フチマルオオベソマイマイ及びムロマイマイは、移殖個体数が少なく、移殖後の再確認もできま

せんでした。 

 

 

表 2-58 保護上重要な陸産貝類の移殖後モニタリング調査結果 

種名 
移殖 

個体数 
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

ゴマオカタニシ 680 － 0 3 148（4） 241 96（2） 102（4） 

キイゴマガイ※ 208 0 20（1） 14 32（7） 17（5） 0 0 

フチマルオオベソ 

マイマイ 
3 0 0 0 0 0 0 0（1） 

ムロマイマイ 1 0 0 0 0 0 0 0 

注 1） 移植個体及び H24～H27 の確認個体には、形態的に非常に類似したキュウシュウゴマガイが混

入していた可能性がある。そのため、実際のキイゴマガイの確認数は、より少ない可能性があ

る。 

注 2）（ ）の数字は、死貝の確認数を表す。 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-59 キイゴマガイ、ムロマイマイ、フチマルオオベソマイマイの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、事業実施区域周辺 500m 範囲内には、同様の環境が

95.4％残ることなどから、影響予測区分Ｂと予測されています。 

供用後は、湛水により生息環境の一部が消失していますが、周囲に生息に

適した環境が広く残存していること、供用後に自然災害や他事業による改変

も見られないことから、供用後の影響の区分は Bと評価します。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価

は、移殖の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響が回避又は低減が

図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

本種は、事業実施区域外にも生息地が確認されており、生息環境は広く残

ると予測されていましたが、影響をより低減するために環境保全措置として

移殖を実施しました。 

移殖は、事業実施区域内の生息地で工事期間中に調査を行い、確認した個

体を事業実施区域外に移殖しました。 

なお、キイゴマガイについては、サイズが微少で移殖個体採取時の同定が

難しいため、類似するキュウシュウゴマガイが混入した可能性がありました。 

また、ムロマイマイは 1 個体、フチマルオオベソマイマイは 3 個体を移殖

しましたが、移殖個体数が少なかったため、移殖後モニタリングでは再発見

できませんでした。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価

では、事業地周辺で生息環境が維持されることを目標として設定し、供用後

の生息環境を確認することで、評価します。 

キイゴマガイ等は、生息環境の一部が消失しましたが、事前調査で生息が

確認されている森林等の生息環境が広く残ることから、生息環境は維持され

ていると評価します。 

供用 3 年間の影響

評価のまとめ 

生息環境の一部が消失しましたが、事前調査で生息が確認されている森林

等の生息環境が広く残ることから、生息環境は維持されています。 

④評価のまとめ

（今後の長期的影

響の確認・追加保

全措置の必要性確

認） 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等の陸地環境は、今後、本事

業による変化は無いものと考えられます。 
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表 2-60 ゴマオカタニシの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

本種は環境影響評価後、工事期間中の調査で確認されたため、予測は行われてい

ません。なお、本種は、オオヒラベッコウ、キイゴマガイ、ムロマイマイと同じ場

所で確認されているため、影響も同等程度と考えられます。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移殖

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響の回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

本種は、オオヒラベッコウ等を移殖するため、事業実施区域内の生息地において、

工事期間中に調査を実施した際に確認されました。そのため、確認した個体を事業

実施区域外に移殖を行いました。 

モニタリング調査では、移殖地での定着を確認しました。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価では、

事業地周辺で生息環境が維持されることを目標として設定し、供用後の生息環境を

確認することで、評価します。 

ゴマオカタニシは、キイゴマガイ、ムロマイマイと同様に林床の落ち葉の堆積し

た場所に生息します。湛水によりそのような生息環境の一部が消失しましたが、キ

イゴマガイ、ムロマイマイが生息する森林等の生息環境が広く残ることから、本種

の生息環境も維持されていると評価します。 

供用 3年間の影響評

価のまとめ 

生息環境の一部が消失しましたが、事前調査で生息が確認されている森林等の生

息環境が広く残ることから、生息環境は維持されています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等の陸地環境は、今後、本事業によ

る変化は無いものと考えられます。 
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表 2-61 オオヒラベッコウの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

湛水区域のみで確認されており、ダムの存在等により生息地を直接消失させてし

まう可能性があることから影響予測区分 A と予測されています。 

供用後は、湛水により確認された生息地が消失しているため、供用後の影響の区

分は A と評価します。 

なお、本種はキイゴマガイ、ムロマイマイと同じ地点で確認されているため、そ

れらの種が確認されている事業実施区域周辺にも生息環境が広がっていると考えら

れます。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移殖

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響が回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

本種は、アセス時の確認地点が事業実施区域内のみであったため、影響を低減す

るために環境保全措置として移殖を試みました。 

移殖は、生息地で工事期間中に調査を実施し、確認した個体の移殖を実施するこ

ととしました。しかし、工事期間中に本種を再確認できなかったことから、移殖は

実施しませんでした。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価では、

事業地周辺で生息環境が維持されることを目標として設定し、供用後の生息環境を

確認することで、評価します。 

オオヒラベッコウは、生息環境の一部が消失しましたが、森林等の生息環境が広

く残ることから、生息環境は維持されていると評価します。 

供用 3年間の影響評

価のまとめ 

生息環境の一部が消失しましたが、事前調査で生息が確認されている森林等の生

息環境が広く残ることから、生息環境は維持されています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等の陸地環境は、今後、本事業によ

る変化は無いものと考えられます。 
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2.4.  植物 

植物は、保護上重要な種を対象に、環境保全措置として移植を実施し、また、移植後モニタリン

グにより効果の確認を実施しています。 

 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

各種の予測内容を表 2-62～表 2-67 に示します。また、予測を行った植物の確認状況は、以下

の 6 つの調査範囲に区分して記述している。調査範囲の位置図は図 2-31 に示します。 

 

a：河口～国道 42 号=海岸植生（砂丘植物、塩生植物、海岸林） 

b：国道 42 号～羽六集落=下流植生（農村環境：河川、水田、畑、草地など） 

c：羽六集落～ダム計画地周辺下流端=中流植生（山村環境：河川、樹林地など） 

d：ダム計画地（湛水域、改変道路、土捨場を含む） 

e：ダム計画地周辺（ダム計画地周辺 500m の範囲） 

f：ダム計画地周辺上流端～切目川源流=上流植生（源流環境：河川、樹林地など） 

 

表 2-62 エビネの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■環境省 RL における準絶滅危惧（NT） 

■和歌山県 RDB における絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

予測手法 重要な種及び群落の分布又は範囲を図示し、その量的、質的変化を検討した上で、直接改変

の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 18,19 年度に調査範囲 c,d,e,f の樹園地・耕作地等、常緑樹林、落葉樹林、植林地で数

個体を確認。影響はないものと予測される。 

予測結果 ■工事の実施 

事業実施区域内に生育する個体は工事により消失するが、その周辺に生育する個 

体の生育環境は残る。（影響予測区分：Ｂ） 

■ダムの存在・供用 

湛水や道路・法面等により本種の主な生息環境となる落葉樹林、植林地が 10.1ha 

消失する。しかし、事業実施区域周辺 500m 範囲内には、同様の環境が 96.5％残 

り、本種の生育も確認されている。（影響予測区分Ｂ） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 
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表 2-63 キンラン属の一種の予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■環境省 RL における絶滅危惧Ⅱ類（NT） 

■和歌山県 RDB における絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

■近畿 RDB における絶滅危惧 C 

予測手法 重要な種及び群落の分布又は範囲を図示し、その量的、質的変化を検討した上で、直接改変

の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 19 年度に調査範囲 d のシイ林の斜面下で 1 個体を確認。 

環境影響評価後の調査で、調査範囲 e の 1 か所を確認。  

予測結果 ■工事の実施 

工事により生育場所の消失といった影響が考えられる。（影響予測区分：Ａ） 

■ダムの存在・供用 

ダム供用後は生育環境が湛水化により消失し、生育個体もその影響により消滅すると予測

される。（影響予測区分：Ａ） 

注 1）影響予測区分については表 2-33 参照 

注 2）選定理由の項目は、キンランとしての指定状況を示す。 

 

表 2-64 シランの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■環境省 RL における準絶滅危惧（NT） 

■和歌山県 RDB における絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

■近畿 RDB における絶滅危惧 C 

予測手法 重要な種及び群落の分布又は範囲を図示し、その量的、質的変化を検討した上で、直接改変

の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 19 年度に調査範囲 d の植林地の林縁にあたる河川沿いの岩場で約 10 個体を確認。 

予測結果 ■工事の実施 

工事により生育場所の消失といった影響が考えられる。（影響予測区分：Ａ） 

■ダムの存在・供用 

ダム供用後は生育環境が湛水化により消失し、生育個体もその影響により消滅すると予測

される。（影響予測区分：Ａ） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 
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表 2-65 コボタンヅルの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

予測手法 重要な種及び群落の分布又は範囲を図示し、その量的、質的変化を検討した上で、直接改変

の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

選定理由 ■近畿 RDB における絶滅危惧 B 

確認状況 平成 18,19 年度に調査範囲 c,d,e,f の樹園地、河川・渓流植生、常緑樹林、植林地、その他

で数個体を確認。 

予測結果 ■工事の実施 

事業実施区域内に生育する個体は工事により消失するが、その周辺に生育する個 

体の生育環境は残る。（影響予測区分：Ｂ） 

■ダムの存在・供用 

湛水や道路・法面等により本種の主な生息環境となる樹園地・耕作地等、河川・渓流植生等、

落葉樹林、植林地が 26.9ha 消失する。しかし、事業実施区域周辺 500m 範囲内には、同様の

環境が 92.3％残り、本種の生育も確認されている。（影響予測区分：Ｂ） 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 

 

表 2-66 シタキソウの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■近畿 RDB における準絶滅危惧 

予測手法 重要な種及び群落の分布又は範囲を図示し、その量的、質的変化を検討した上で、直接改変

の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 18,19 年度に調査範囲 c,e,f の植林地で数個体を確認。 

環境影響評価後の調査で、調査範囲ｄで自生地を確認。 

予測結果 ■工事の実施 

確認個体は事業実施区域外に生育する。（影響予測区分：Ｄ） 

■ダムの存在・供用 

ダム供用後も生育場所は改変されない。（影響予測区分：Ｄ） 

■環境影響評価後の調査による追加確認地点 

生育地の一部が改変される。 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 
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表 2-67 コショウノキの予測 

項目 内容 

影響要因 ダム堤体の工事による生育環境の改変 

環境影響の

内容 

ダム貯水池の湛水による生息環境の消失。 

選定理由 ■近畿 RDB における絶滅危惧 B 

予測手法 重要な種及び群落の分布又は範囲を図示し、その量的、質的変化を検討した上で、直接改変

の程度が予測対象に与える環境影響について、類似の事例や既存の知見を参考に予測する。 

確認状況 平成 19 年度調査で調査範囲 e のスギ植林斜面下で 1 個体を確認。 

環境影響評価後の調査で、調査範囲ｄで自生地を確認。 

予測結果 ■工事の実施 

確認個体は事業実施区域外に生育する。（影響予測区分：Ｄ） 

■ダムの存在・供用 

ダム供用後も生育場所は改変されない。（影響予測区分：Ｄ） 

■環境影響評価後の調査による追加確認地点 

生育地の一部が改変される。 

注）影響予測区分については表 2-33 参照 
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 図 2-31 調査範囲位置図
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(2)  環境保全措置 

環境保全措置として、移植を行う種を表 2-68 に示します。 

環境影響評価時は、生育地がすべて消失するシラン、キンラン属の 1 種について移植を行うと

されていました。 

環境影響評価後、自生地が一部消失するコボタンヅル、エビネ、シタキソウ、コショウノキを移

植対象に追加しました。 

これらの種を対象に、工事・供用前に、消失する自生地から事業地外の移植適地に移植を実施し

ました。 

 

表 2-68 移植の実施対象種 

 環境影響評価時 環境影響評価後の再調査時 

影響の内容 環境保全措置 影響の内容 環境保全措置 

エビネ 自生地が一部消失  自生地が一部消失 移植 

キンラン属の 1 種 自生地がすべて消失 移植 自生地が一部消失 移植 

シラン 自生地がすべて消失 移植 自生地がすべて消失 移植 

コボタンヅル 自生地が一部消失  自生地が一部消失 移植 

シタキソウ 影響なし  自生地が一部消失 移植 

コショウノキ 影響なし  自生地が一部消失 移植 

注）キンラン属の 1 種（キンラン）は、再調査で新たに自生地を確認した 

    シタキソウ、コショウノキは、再調査で湛水範囲内に自生地が入ることを確認した 
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(3)  事後調査結果 

a） 供用後 3 年間調査 

移植を実施した植物を対象に、移植地での定着状況を確認するため移植後モニタリング調査を

供用 3年目まで実施しました。モニタリング調査の結果を、表 2-69 に示します。 

 

① エビネは、平成 24、25 年度に 46 株の移植を行いました。モニタリングでは、移植後は株数が増

加し、開花も確認されたことから移植地に定着したと考えられます。なお、調査は開花期の 5 月

に実施したため、その後の結実は確認できていません。 

② キンラン属の 1種（キンラン）平成 26年度に事業地付近のキンラン自生地内に移植しました。 

キンランは、栄養の多くをブナ科植物の根系との間に共生関係をもつ菌根菌に依存しています。

そのため、移植はすでに成立している菌類との共生関係を断つことになるため、非常に困難であ

るとされています。そのため、キンランの移植は、事業実施区域周辺の自生しているキンランの

近くに移植を実施しましたが、モニタリングでは移植の翌年から生育は確認できませんでした。 

③ シランは、平成 24、25 年度に 73 株の移植を行いました。 

本種は、出水時に水没するような河畔に生育するため、移植では岩の割れ目等の隙間にバルブを

差し込むことで移植を行いました。 

しかし、モニタリングでは、移植後 2年間は個体数を維持しましたが、平成 28年度調査では確認

できませんでした。 

原因として、移植地の出水時の水流が強すぎたか、移植時の保護措置が十分でなく、平成 27年 7

月 17 日の台風 11 号の出水の際に移植個体が流出したと考えられます。 

なお、平成 29年度には、１株が確認されました。 

④ コボタンヅルは、平成 24、25 年度に 65 株の移植を行いました。移植後、移植地で他種との競合

等により生息状況が悪化し、個体数が大きく減少しました。 

ただし、平成 28 年度に、生育が良くなかった移植株 1株を他種との競合が少ない放棄農耕地跡に

再移植したところ、葉・茎・枝がしっかりしており生育を維持するのに支障がない健全な生育状

況が確認されています。 

⑤ シタキソウは平成 24 年度に移植を実施しました。モニタリングでは移植個体の多くは生存し、主

たるツルが伸びて分枝が多く発生し、葉の数も 100 を超える個体が現れているなど生育を維持す

るのに支障がない健全な状態であったことから移植地に定着したと考えられます。ただし、開花

に至らなかったのは、開花が可能な大きさにまだ達していなかったためと考えられました。 

⑥ コショウノキは平成 25 年度に移植を実施しました。モニタリングでは移植個体の多くは生存し、

花芽も確認されるなど生育状況も健全であったことから移植地に定着したと考えられます。なお、

調査は開花期の 1月に実施したため、その後の結実は確認できていません。 

⑦ エビネ、シタキソウ、コショウノキについては、移植地は、移植個体が生理学的に健全に生育す

る無機的な環境条件は満たされていると評価できます。ただし、調査において結実を確認してい

ないため、訪花昆虫相の変化を含めた生育環境の維持については評価できませんでした。 
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表 2-69 保護上重要な植物のモニタリング調査結果 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

エビネ 
移植 13 33 

    

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
 

35○ 67○ 49○ 56○ 56○ 

キンラン 
移植 

  
1 

   

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
   

0 0 0 

シラン 
移植 

 
15 58 

   

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
  

69 57 0 1 

コボタンヅル 
移植 

 
13 52 

   

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
  

10 11 7 6 

シタキソウ 
移植 11 

     

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
 

11 11 10 9 10 

コショウノキ 
移植 

 
14 

    

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 
 

14△ 12△ 11*○ 11*△ 11*△ 

 注１）*：1 個体は移植地で新たに確認されたもの 

  ２）○：開花を確認  △：花芽を確認  
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b） 供用 10 年目調査 

事業地内で過年度に移植された種（キンラン、ギンラン、シラン、コボタンヅル、エビネ、コシ

ョウノキ、シタキソウ）のうち、移植に成功したと評価されているエビネ、コショウノキ、シタキ

ソウを対象に、補足的にモニタリング調査を実施しました。 

調査結果を表 2-70～表 2-75 に示します。 

調査は、移植先を踏査し、目視による観察・同定を行い、写真撮影及び個体数、開花や結実等の

生育状況を記録しました。 
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(a)  エビネ 

令和 7年度調査では、5個体群の生育が確認されました。 

平成 29 年度と比べて、概ねの個体で、新葉数の減少や最大葉の大きさが小型化する傾向が見

られたものの、確認された 5個体群の内、4個体群が健全な生育状態であり、一部の区画ではバ

ルブの増加や開花、結実が確認されました。 

なお、一部の個体ではシカによる食害がみられました。 

 

 エビネの調査項目概要 

・個体群面積：将来的に個体群の広がりによって生育成長の状況をモニタリングできるように、個体

群の面積を記録しました。 

・生育状態：健全・衰弱・枯死・不明のいずれかに区分した。各区分の定義は以下のとおりとします。 

健全：葉の数が減っている、または葉が小さくなっている状態でも、葉・茎・枝がしっかりして

いて生育を維持するのに支障がない状態 

衰弱：著しく食害を受けて葉がほとんどなくなっている、葉が縮れている、変色している、萎れ

ているなど、生育が阻害され支障が出ている状態 

枯死：個体が枯死している状態 

不明：個体の痕跡が見あたらない状態 

 

・株数：個体群ごとにバルブから出芽のみられる株を数えました。出芽していないバルブでも地上か

らバルブが確認されたものは注釈を付けて含めました。またエビネは春季には昨年展開した

旧葉が残っているため、葉の展開している株のうち、新葉の展開している株数(新出芽数)を

記録しました。 

 

 

 

 

 

 

・葉数及び最大葉のサイズ：個体群ごとの新葉の数と、新葉のうち最大葉のサイズを記録しました。 

・開花：花茎数を記録しました。 

・結実：結実の有無を記録しました。 

 

  

新出芽 

旧葉 
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表 2-70 移植後の生育状況（エビネ） 

 

 

表 2-71 移植後の生育状況（エビネ） 

 

  

H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7

①-1 － － 健全 健全 健全 健全 －
0.45
×
0.70

0.29
×
0.44

0.45
×
0.35

0.4
×
0.34

0.1
×
0.1

6/16 8/14 10/10 11/11 10/10 1/1 16 18 19 28 25 2 無し 無し 虫食 虫食 無し 虫食

①-2 － － 健全 健全 健全 不明 －
0.50
×
0.60

0.46
×
0.73

0.38
×
0.55

0.47
×
0.65

－ 7/19 10/20 14/14 14/14 13/13 － 19 21 26 34 36 － 無し 虫食 虫食 虫食 虫食 －

①-3 － － 健全 健全 健全 衰弱 －
0.40
×
0.60

0.54
×
0.75

0.5
×
0.6

0.5
×
0.7

0.4
×
0.2

－ 8/17 7/7 8/8 9/9 7/13 － 21 22 22 25 0 － 無し 無し 無し 無し 鹿食

①-4 － － 健全 健全 健全 健全 －
0.40
×
0.50

0.38
×
0.72

0.40
×
0.45

0.45
×
0.56

0.6
×
0.55

－ 5/5 7/7 7/7 7/7 7/7 － 14 15 20 21 18 － 虫食 虫食 虫食 虫食 虫食

①-5 － － 健全 健全 健全 健全 －
0.45
×
0.50

0.34
×
0.49

0.35
×
0.63

0.44
×
0.56

0.6
×
0.56

－ 11/11 11/11 16/16 17/17 11/11 － 33 36 40 42 24 － 落花 無し 無し 虫食 無し

－ － － 健全 健全 健全 －
0.45
×
0.51

0.45
×
0.52

0.45
×
0.53

1.05
×
1.29

0.8
×
0.71

－ － － 40/40 43/43 26/56 － － － － 119 36 － － － － 虫食
虫食
鹿食

※表中の赤線は、調査年度を供用の前後で区分している。

※－は調査データが無いことを示す。

病虫害有無等
生育
状態

個体群面積
(㎡)

新葉数
移
植
年
度

地点
No.

新出芽数／バルブ数

自生個体

※調査時期はH29、R7ともに5月である。

H24

H25

H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7

①-1 24.0 21.6 25.0 19.5 24.5 10.0 5.5 6.0 6.0 6.2 6.0 3.0 － 1 0 1 3 0 0
結実
あり

0 1 1 0

①-2 25.0 21.6 24.0 25.0 25.0 － 6.5 7.0 7.5 6.3 7.0 － － 1 0 4 8 － 0
結実
あり

0 4 3 －

①-3 － 20.4 26.0 18.0 25.0 － － 7.6 9.0 9.8 8.0 － － 4 3 3 4 1 － 0
結実
あり

3 4 1

①-4 － 20.0 33.0 21.0 23.0 17.0 － 7.0 8.5 7.5 7.5 5.5 － 5 0 2 5 0 －
結実
あり

0 0 2 0

①-5 － 21.5 29.5 15.5 23.0 18.0 － 6.5 9.0 7.8 6.5 7.0 － 7 2 4 5 0 －
結実
あり

結実
あり

0 0 0

－ － － － 21.0 12.0 － － － － 6.0 3.0 － － － 5 8 0 － － － 3 0 0

※表中の赤線は、調査年度を供用の前後で区分している。

移
植
年
度

No.

最大葉(新葉)のサイズ(cm) 開花
(花茎数)

結実有無
長さ 幅

※－は調査データが無いことを示す。

自生個体

※調査時期はH29、R7ともに5月である。

H24

H25
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(b)  コショウノキ 

令和 7年度調査では、9個体確認されました。 

確認された 9 個体のうち、6 個体が健全な生育状態にあり、4 個体で結実が確認されました。

平成 29 年度と比べて、概ねの個体で樹高が増加する傾向が見られました。また、一部生存個体の

周囲にコショウノキの実生木と思われる個体が確認されました。 

 

 コショウノキの調査項目概要 

・生育状態：健全・衰弱・枯死・不明のいずれかに区分した。各区分の定義は以下のとおりとします。 

健全：葉の数が減っている、または葉が小さくなっている状態でも、葉・茎・枝がしっかりして

いて生育を維持するのに支障がない状態 

衰弱：著しく食害を受けて葉がほとんどなくなっている、葉が縮れている、変色している、萎れ

ているなど、生育が阻害され支障が出ている状態 

枯死：個体が枯死している状態 

不明：個体の痕跡が見あたらない状態 

 

・高さ：個体の樹高を計測、記録しました。 

・樹冠径：樹冠の直径を計測、記録しました。 

・葉数：個体ごとの葉の数を記録しました。 

・開花：花芽数を記録したました。 

・結実：結実の有無を記録しました。 

・病虫害等：病虫害その他観察事項を記録しました。 
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表 2-72 移植後の生育状況（コショウノキ） 

 

 

表 2-73 移植後の生育状況（コショウノキ） 

 

  

H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7

960 － － 健全 健全 健全 健全 39 39 51 44 52 70 21 27 38 38 70 84

961 － － 不明 不明 不明 不明 8 9 － － － － 4 6 － － － －

962 － － 健全 健全 健全 不明 32 31 34 46 57 － 24 18 22 26 35 －

963 － － 不明 不明 不明 不明 40 － － － － － 47 － － － － －

964 － － 健全 健全 健全 健全 48 41 49 51 57 69 48 40 37 42 65 61

965 － － 枯死 不明 不明 不明 85 85 － － － － 80 78 － － － －

966 － － 健全 健全 健全 健全 69 66 62 65 72 86 79 62 63 65 78 67

967 － － 健全 健全 健全 枯死 53 49 54 68 70 － 51 54 68 68 73 －

968 － － 健全 健全 健全 枯死 35 34 37 44 54 － 24 23 22 31 46 －

969 － － 健全 健全 健全 健全 53 42 52 59 66 26 35 30 31 46 51 44

970 － － 健全 健全 健全 健全 53 50 46 49 58 44 60 54 61 70 81 65

971 － － 健全 健全 健全 健全 45 56 57 60 74 91 43 34 48 63 71 77

972 － － 不明 不明 不明 不明 16 － － － － － 4 － － － － －

973 － － 健全 健全 健全 枯死 25 32 34 20 50 － 22 28 27 30 42 －

974 － － 健全 健全 健全 不明 － － 8 14 22 － － － 7 14 22 －
※移植年度は平成25年度（平成26年2月）である。

※表中の赤線は、調査年度を供用の前後で区分している。

※－は調査データが無いことを示す。

H25

移植
年度

No.
高さ（cm） 樹冠径（cm）生育状態

H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7

960 9 14 30 78 161 164 0 2 4 7 16 0 － － 0 0 0 39 － － 虫食
虫食
主軸
折れ

虫食 虫食

961 4 7 － － － － 0 0 － － － － － － － － － － － － － － － －

962 16 9 10 22 57 － 0 0 0 1 5 － － － 0 0 0 － － － 虫食 虫食 虫食 －

963 20 － － － － － 0 － － － － － － － － － － － － － － － － －

964 48 59 55 81 140 88 21 6 0 9 14 0 － － 0 0 0 4 － － 食痕 虫食 虫食
葉に
黄斑

965 98 104 － － － － 58 10 － － － － － － － － － － － － － － － －

966 53 46 37 59 101 132 15 0 0 8 10 0 － － 0 0 0 7 － － 無し 虫食 虫食 虫食

967 45 52 43 90 169 － 23 4 6 14 16 － － － 0 0 0 － － － 虫食 虫食 虫食 －

968 23 17 17 44 92 － 9 0 0 4 10 － － － 0 0 0 － － － 虫食 虫食 虫食 －

969 24 21 33 80 103 53 0 2 3 9 15 0 － －
結実
あり

0 0 0 － － 虫食 無し 無し
倒木
で

屈曲

970 75 20 43 112 161 77 54 1 3 15 21 0 － － 0 0 0 0 － － 食痕 虫食 虫食 虫食

971 43 0 31 73 141 106 0 0 1 6 16 0 － － 0 0 0 23 － －
虫食･
食痕

虫食 虫食 虫食

972 1 － － － － － 0 － － － － － － － － － － － － － － － － －

973 13 12 23 39 59 － 0 1 2 3 6 － － － 0 0 0 － － － 虫食
倒木
で

屈曲
虫食 －

974 － － 6 10 18 － － － 0 4 0 － － － 0 0 0 － － － 無し 虫食 虫食 －
※移植年度は平成25年度（平成26年2月）である。

※表中の赤線は、調査年度を供用の前後で区分している。

※－は調査データが無いことを示す。

葉数 花芽数

H25

移植
年度

No.
結実
有無

病虫害
有無
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(c)  シタキソウ 

令和 7年度調査では、2個体（1地点）が確認されました。 

移植地点③では崩土が確認され、全ての移植個体（No.310～314）が消失していました。また、

移植地点④に生育していた 2個体は、平成 29 年度調査で確認された個体よりも、葉数が少なく、

茎の長さが短くなっていました。（当個体はラベル No.を確認することができなかったため、東側

に生育していた個体を、R7：ⅰ、西側に生育していた個体を R7：ⅱとして記録しました。） 

 

 シタキソウの調査項目概要 

・生育状態：健全・衰弱・枯死・不明のいずれかに区分しました。各区分の定義は以下のとおりとし

ます。 

健全：葉の数が減っている、または葉が小さくなっている状態でも、葉・茎・枝がしっかりして

いて生育を維持するのに支障がない状態 

衰弱：著しく食害を受けて葉がほとんどなくなっている、葉が縮れている、変色している、萎れ

ているなど、生育が阻害され支障が出ている状態 

枯死：個体が枯死している状態 

不明：個体の痕跡が見あたらない状態 

 

・葉数：ラベルで区分される個体ごとの葉の数を記録しました。 

・茎の長さ：ラベルで区分される個体ごとに生きている茎(つる)の長さを記録しました。なお、株元

で枝分かれしているものについては、最も長いつるの長さを記録しました。 

・開花：開花の有無を記録しました。 

・結実：結実の有無を記録しました。 

・病虫害等：病虫害その他観察事項を記録しました。 
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表 2-74 移植後の生育状況（シタキソウ） 

 

 

表 2-75 移植後の生育状況（シタキソウ） 

 

 

 

  

H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7
310 － － 健全 健全 衰弱 不明 22 27 8 11 5 － 174 160 22 144 145 －
311 － － 枯死 不明 衰弱 不明 18 8 － － 2 － 188 55 － － 7 －
312 － － 健全 衰弱 健全 不明 3 7 6 5 13 － 10 13 3 5 36 －
313 － － 健全 衰弱 衰弱 不明 3 4 2 6 3 － 14 12 8.5 9.5 11.5 －
314 － － 健全 不明 不明 不明 4 4 6 － － － 14 25 22 － － －
328 － － 健全 健全 衰弱 不明 6 4 12 13 7 － 32 73 92 105 222 －
329 － － 健全 健全 健全 不明 2 2 23 19 36 － 25 33 165 168 191 －
330 － － 健全 健全 健全 不明 5 6 20 32 18 － 19.5 56 320 326 324 －
331 － － 健全 健全 健全 不明 9 22 20 35 111 － 142 152 130 190 254 －
332 － － 健全 衰弱 健全 不明 15 17 11 9 15 － 82 51 24 18 84 －
333 － － 健全 健全 健全 不明 18 10 86 122 138 － 148 110 250 264 216 －

R7：ⅰ － － － － － 健全 － － － － － 8 － － － － － 26
R7：ⅱ － － － － － 健全 － － － － － 8 － － － － － 26

※表中の赤線は、調査年度を供用の前後で区分している。

※－は調査データが無いことを示す。

H24

③

④

移植
年度

地点
No.

ラベル
No.

葉数 茎の長さ（cm）生育状態

H25 H26 H27 H28 H29 R7 H25 H26 H27 H28 H29 R7
310 0 0 0 0 0 － － 虫食 無し 鹿食 鹿食 －
311 0 0 － － × － － 無し － － 無し －

312 0 0 0 0 0 － －
落葉
で

被圧
虫食 － 虫食 －

313 0 0 0 0 0 － －
班点
葉の
縮れ

無し 虫食 無し －

314 0 0 0 － － － － 無し 無し － － －
328 0 0 0 0 0 － － 無し 虫食 無し 無し －
329 0 0 0 0 0 － － 無し 虫食 虫食 虫食 －
330 0 0 0 0 0 － － 無し 無し 虫食 虫食 －

331 0 0 0 0 0 － － 虫食 虫食
虫食
欠損

虫食 －

332 0 0 0 0 0 － － 無し 無し 無し 虫食 －
333 0 0 0 0 0 － － 無し 無し 虫食 虫食 －

R7：ⅰ － － － － － 0 － － － － －
虫食
黄斑

R7：ⅱ － － － － － 0 － － － － －
虫食
黄斑

※表中の赤線は、調査年度を供用の前後で区分している。

※－は調査データが無いことを示す。

開花結実 病虫害等

H24

③

④

移植
年度

地点
No.

ラベル
No.
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-76 エビネの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、湛水や道路・法面等により生育環境の一部が消失しますが、

96.5％残ることから、影響予測区分Ｂと予測されています。 

供用後は、湛水により生育環境の一部が消失していますが、周囲に生育に適した

環境が広く残存していること、供用後に自然災害や他事業による改変も見られない

ことから、供用後の影響区分は B と評価します。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移植

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響が回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

本種は、事業実施区域外にも多くの生育地が確認されていますが、影響をより低

減するために環境保全措置として移植を実施しました。 

消失する自生地から事業地外の移植適地に 46 株を移植し、供用 10 年目モニタリ

ングでは 26 株の生育及び一部個体の開花及び結実を確認したことから、定着して

いると考えられるものの、確認個体数の半減が確認されたため、今後も生育状況の

把握が必要と考えられます。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、事業地周辺で生育環境が維持されることを目標として設定し、供

用後の生育環境を確認することで、評価します。 

一部の自生地が消失しましたが、周辺には改変されていない自生地を含む生育環

境が広く残っています。 

また、移植後も健全な生育状態であり、一部の個体では開花及び結実が確認され

たため、訪花昆虫相の変化を含め、事業地周辺の生育環境についても維持されてい

ると評価します。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

供用 10 年目の調査において、個体数の減少や新葉数の減少、最大葉の大きさが小

型化するなど大きな変化が確認されました。しかし、確認された個体群のほとんど

が健全な生育状態であり、生育環境に対する影響は低減していると評価します。ま

た、一部の区画では結実が確認されたことから、一部の自生地が消失したものの、

訪花昆虫相の変化を含めた事業地周辺の生育環境は維持されていると考えられま

す。 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等からなる陸地環境は、本事業によ

る変化は無いものと考えられます。移植個体においては定着していると考えられる

ものの、確認個体数の半減や小型化が確認されたことから、今後生育状況の悪化が

懸念されるため、継続的に生育状況を観察し、顕著な変化が確認された場合は、委

員に相談のうえ適切な対策を実施します。 
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表 2-77 キンランの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、生育環境が湛水化により消失し、生育個体もその影響により消

滅することから影響予測区分 A と予測されています。ただし、環境影響評価後に、事

業地周辺で新たな自生地 1 か所を確認しています。 

供用後は、湛水により自生地 1 か所が消失しているため、供用後の影響区分は A と

評価します。なお、別の 1 か所は残存しており、自生個体の開花も確認しています。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移植

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響が回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

確認されている 2 か所の自生地のうち 1 箇所が消失することから、影響を低減す

るために環境保全措置として移植を実施しました。 

移植は、消失する自生地から自生株１株を移植しました。 

キンラン属は、栄養の多くをブナ科植物の根系との間に共生関係をもつ菌根菌に

依存しています。そのため、移植はすでに成立している共生菌類との関係を断つこと

になるため非常に難しいとされています。そのため、キンラン属の移植は、自生株と

菌根菌を一緒に移植するため、自生株の根の周囲を深さ 50cm、直径 50cm 程度で掘り

出し、事業実施区域周辺の自生しているキンランの近くに移植を実施しましたが、モ

ニタリングでは移植の翌年から生育は確認できませんでした。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価では、事

業地周辺で生育環境が維持されることを目標として設定し、供用後の生育環境を確

認することで評価します。 

キンランは、確認されている自生地 2 箇所の内 1箇所が消失しましたが、もう 1 箇

所は事業による影響を受けない位置に残存します。なお、残存する自生地 1 箇所は、

自生株の開花も継続して確認していることから、事業地周辺の生育環境は維持され

ていると評価します。 

供用 3 年間の影響

評価のまとめ 

キンランは、消失する自生地からの移植は効果が得られなかったものの、周辺には

事業により改変されない自生地 1 箇所が存続しています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等からなる陸地環境は、今後、本事業

による変化は無いものと考えられます。 
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表 2-78 シランの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、ダム供用後は生育環境が湛水化により消失し、生育個体もそ

の影響により消滅することから影響予測区分 A と予測されています。 

供用後は、湛水により自生地が消失しているため、供用後の影響区分は A と評価

します。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移植

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響が回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

確認されている自生地が消失することから、影響を低減するために環境保全措置

として移植を実施しました。 

移植は、消失する自生地から自生株を 73 株移植しました。 

本種は、出水時に水没するような河畔に生育するため、移植は切目川河畔の岩の

割れ目等の隙間にバルブを差し込むことで移植を行いました。しかし、モニタリン

グでは、移植後 2 年間は個体数を維持しましたが、平成 28 年度調査では確認できま

せんでした。原因として、移植地の出水時の水流が強く、平成 27 年 7 月 17 日の台

風 11 号の出水の際に移植個体が流出したと考えられます。なお、平成 29 年度には、

１個体が確認されました。 

今回の移植では、成功率が想定より低い結果となりました。今後の知見として、

シランは栽培が容易なことから、栽培により個体数を増やしつつ、並行して試験移

植を実施し、移植地の環境を見極めながら移植を進めることが考えられる。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価では、

事業地周辺で生育環境が維持されることを目標として設定し、供用後の生育環境を

確認することで、評価します。 

シランは、事業実施区域から 500m の範囲内で確認されている自生地が湛水によ

り消失しましたが、移植した 1 箇所で 1 個体が生存しました。 

供用 3年間の影響評

価のまとめ 

事業実施区域から 500m の範囲では、移植した 1 箇所で 1 個体が生存しています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

事業地周辺に残存する渓流河畔の陸地環境は、今後、本事業による変化は少ない

と考えられます。 
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表 2-79 コボタンヅルの事後評価 

項目   内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、湛水や道路・法面等により生育環境が一部消失するが、同様の

環境が 92.3％残ることから、影響予測区分Ｂと予測されています。 

供用後は、湛水により生育環境の一部が消失していますが、周囲に生育に適した環

境が広く残存していること、供用後に自然災害や他事業による改変も見られないこ

とから、供用後の影響区分は B と評価します。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移植

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響の回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

本種は、事業実施区域外にも多くの生育地が確認されていますが、影響をより低減

するために環境保全措置として移植を実施しました。 

移植は、消失する自生地から事業地外の移植適地に 65 株を移植しましたが、他種

との競合により生育状況が悪化し、平成 28 年度のモニタリングで確認できたのは 8

株に減少しました。 

そのため、平成 28 年度に移植地で生育不良であった 1 株の再移植を実施したとこ

ろ、平成 29 年度には開花・結実は未確認ですが葉・茎・枝がしっかりしており生育

を維持するのに支障がない健全な生育状況が確認されました。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

環境影響評価時には目標を設定していませんでした。そのため、事後評価では、事

業地周辺で生育環境が維持されることを目標として設定し、供用後の生育環境を確

認することで、評価します。 

コボタンヅルは、一部の自生地が消失しましたが、周辺には改変されていない自生

地を含む生育環境が広く残っています。そのため、事業地周辺の生育環境は維持され

ていると評価します。 

供用 3 年間の影響

評価のまとめ 

周辺には事業により改変されない自生地を含む生育環境が広く存続しています。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等からなる陸地環境は、今後、本事業

による変化は無いものと考えられます。 
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表 2-80 シタキソウの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では影響予測区分 D と予測されていましたが、環境影響評価後の調

査で、事業地内で生育が確認されたため、影響予測区分は B に相当します。 

供用後は、湛水により生育環境の一部が消失していますが、周囲に生育に適した環

境が広く残存していること、供用後に自然災害や他事業による改変も見られないこ

とから、供用後の影響区分は B と評価します。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移植

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響の回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

本種は、事業実施区域外にも多くの生育地が確認されていますが、影響をより低減

するために環境保全措置として移植を実施しました。 

消失する自生地から事業地外の移植適地に 14 株を移植し、供用 10 年目モニタリ

ングでは崩土により 2 つの移植地点のうち 1 つの移植個体が消失したものの、もう

1 つの移植地点にて 2 個体の生育が確認されたことから、定着していると考えられる

ものの、確認個体数の大幅な減少が確認されたため、今後も生育状況の把握が必要と

考えられます。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、事業地周辺で生育環境が維持されることを目標として設定し、供用

後の生育環境を確認することで、評価します。 

一部の自生地が消失しましたが、周辺には改変されていない自生地を含む生育環

境が広く残っています。 

いずれの個体においても、葉数が少なく、茎の長さが短い傾向がみられましたが、

健全な生育状態でした。また、開花結実が確認されていないため、訪花昆虫相の変化

を含めた生育環境の維持については評価できませんでしたが、移植個体が生理学的

に健全に生育する無機的な環境条件は満たされていると評価できます。ただし、開花

に至らなかったのは、開花結実が可能な大きさに達していなかったためと考えられ

ます。 

そのため、事業地周辺の生育環境は維持されていると評価します。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

供用 10 年目の調査において、個体数の減少や小型化など大きな変化が確認されま

した。しかし、確認された 2個体は健全な生育状態であるため、生育環境に対する影

響は低減していると評価します。開花・結実は確認されなかったため、訪花昆虫相の

変化を含めた生育環境の維持については評価できませんでしたが、一部の自生地が

消失したものの、本種の生理学的に健全に生育する無機的な環境条件は満たされ、事

業地周辺の生育環境は維持されていると考えられます。以上のことから、ダム供用お

よび個体の移植による、シタキソウに対する影響は少ないと評価します。 

事業地周辺に残存する山林・樹園地・耕作地等からなる陸地環境は、本事業による

変化は無いものと考えられます。移植個体においては定着していると考えられるも

のの、確認個体数の大幅な減少や小型化が確認されたことから、今後生育状況の悪化

が懸念されるため、継続的に生育状況を観察し、顕著な変化が確認された場合は、委

員に相談のうえ適切な対策を実施します。 
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表 2-81 コショウノキの事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では影響予測区分 D と予測されていましたが、環境影響評価後の調

査で、事業地内で生育が確認されたため、影響予測区分は B に相当します。 

供用後は、湛水により生育環境の一部が消失していますが、周囲に生育に適した

環境が広く残存していること、供用後に自然災害や他事業による改変も見られない

ことから、供用後の影響区分は B と評価します。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、移植

の実施状況及びモニタリング結果を整理し、影響の回避又は低減が図られているか

を確認することで、定性的に行いました。 

本種は、事業実施区域外にも多くの生育地が確認されていますが、影響をより低

減するために環境保全措置として移植を実施しました。 

消失する自生地から事業地外の移植適地に 11 個体を移植し、供用 10 年目モニタ

リングでは 6 個体の生育及び一部個体の結実及び生存個体の周囲にコショウノキの

実生木が確認されたことから、定着していると考えられるものの、確認個体数の半

減が確認されたため、今後も生育状況の把握が必要と考えられます。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、事業地周辺で生育環境が維持されることを目標として設定し、供

用後の生育環境を確認することで、評価します。 

一部の自生地が消失しましたが、周辺には改変されていない自生地を含む生育環

境が広く残っています。 

供用 10 年目の調査では、6 個体と個体数が半減しましたが、一部個体の結実や実生

木が確認されました。 

そのため、移植個体が生理学的に健全に生育する無機的な環境条件は移植地で満

たされていると評価できます。また、結実が確認されたため、訪花昆虫相の変化を

含め、事業地周辺の生育環境についても維持されていると評価できます。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

供用 10 年目の調査において、個体数は減少したものの、確認個体はいずれも健全

な生育状態でした。また、結実や移植個体の周囲にコショウノキの実生木が確認さ

れたことから、一部の自生地が消失したものの、訪花昆虫相を含めた事業地周辺の

生育環境は維持されていると考えられます。事業地周辺に残存する山林・樹園地・

耕作地等からなる陸地環境は、本事業による変化は無いものと考えられます。移植

個体においては定着していると考えられるものの、確認個体数の半減や小型化が確

認されたことから、今後生育状況の悪化が懸念されるため、継続的に生育状況を観

察し、顕著な変化が確認された場合は、委員に相談のうえ適切な対策を実施します。 
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2.5.  生態系 

生態系は、環境影響評価時に上位種や典型種として取り上げられていた種の事後調査結果を元に

総合的に評価します。 

 

2.5.1.  上位性 

上位性は、生態系を形成する生物群集の中で、食物連鎖の上位に位置する種から選定するものであ

り、陸域生態系ではサシバ、水域生態系ではヤマセミ・カワセミ・カワガラスの水辺の鳥を選定して

います。これらの種の、重要種としての指定状況を表 2-82 に示します。 

 

表 2-82 重要種としての指定状況 

和名 重要種としての指定状況 

サシバ ■環境省 RL における絶滅危惧Ⅱ類（VU） 

■和歌山県 RDB における準絶滅危惧（NT） 

■近畿地区鳥類 RDB における絶滅危惧種（R2） 

ヤマセミ ■和歌山県 RDB における絶滅危惧ⅠB 類（EN） 

■近畿地区鳥類 RDB における準絶滅危惧種（R3） 

カワセミ ■近畿地区鳥類 RDB における準絶滅危惧種（R3） 

カワガラス ■近畿地区鳥類 RDB における準絶滅危惧種（R3） 

 

 

1） サシバ 

(1)  サシバの予測・調査結果等 

サシバは、森林・農耕地を主体とする陸域生態系を代表する上位種です。 

サシバの調査結果等は、「2.3. 1）サシバ」に示すとおりです。 

 

(2)  事後評価 

サシバの評価結果は、「2.3. 1）サシバ」に示すとおりです。 

陸域生態系については、生態系の上位種であるサシバのみが事後評価の対象でした。 

事後調査によりサシバの繁殖が継続的に確認されたことから、事業実施区域周辺には、サシバ

を頂点とする陸域生態系が存続していると評価します。 
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2） ヤマセミ・カワセミ・カワガラス（水辺の鳥） 

(1)  環境影響評価により実施した事前の予測内容 

ヤマセミ・カワセミ・カワガラスは、渓流環境を主体とする河川生態系を代表する上位種です。 

これらの種については、供用後の湛水により生息環境の河川・渓流植生等が一部消失しますが、

事業実施区域に特に依存していないことから、影響は小さいと予測します。 

 

(2)  環境保全措置 

供用後、選択取水設備の運用により濁りの影響を軽減します。 

 

(3)  事後調査結果 

水辺の鳥調査は、切目川本線はダム上流側の小森から下流側の古井まで、支川は、下津川、西神

ノ川等の 4支川を対象に、河川を踏査し、生息状況を確認しました。確認された個体数の経年変化

を表 2-83、ヤマセミ・カワセミ・カワガラスの区間別個体数の経年変化を表 2-84 に示します。 

なお、ダム供用は平成 27 年 4 月ですが、平成 26 年度から試験湛水を実施していることから、

平成 26 年度調査結果から河川・渓流植生等が一部消失しています。 

 

① ヤマセミは、試験湛水前の平成 24年度に 1個体が確認されたほかは、確認されておりません。本

種は生息数が少ないため、確認が難しいと考えられます。そのため、調査結果から本種の生息状

況への影響の有無は判断できませんでした。 

② カワセミは、試験湛水前は年 1個体、試験湛水中～供用前は 3個体、供用後は継続的に年 1～4個

体が確認されています。ダム上流部や西神ノ川合流点より下流では、断続的に確認されています。

そのため、調査結果から調査区間全体では本種の生息環境は維持されていると考えられます。 

ダム直下の区間では、平成 29年度 1個体確認されたのみであり、そのため、調査結果から本種の

生息状況への影響の有無は判断できませんでした。 

③ カワガラスは、試験湛水前は年 1～3個体、試験湛水中～供用前は 3個体、供用後は年 4～11 個体

が確認されており、また、ダム上流部では、継続的に複数個体確認されていることから本種の生

息環境は維持されていると考えられます。 

西神ノ川合流点より下流において、令和 6年度調査では生息を確認できませんでしたが、平成 26

年度～令和元年度では継続的に生息が確認されており、本調査区間内にダム供用による大きな環

境変動は見られないため、本調査区間においては本種の生息環境は維持されていると考えられま

す。ダム貯水池直下の区間では、供用前の平成 25年度から令和 6年度まで断続的に生息が確認さ

れているため、本種の生息環境は維持されていると考えられます。この区間では、委員からの情

報提供として、ダム直下の区間に繁殖地が 1 箇所ありましたが、供用後に繁殖が見られなくなっ

たとされています。その繁殖地付近は、ダム供用後に河床から砂がなくなり一部で岩盤が露出し

ていることが確認されています。物理環境の変化が、繁殖に影響を与えた可能性があります。 

④ 貯水池ができたことで、止水域を好むオシドリ、マガモ、カイツブリ、オオバンが増加しました。 
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表 2-83 ヤマセミ・カワセミ・カワガラス調査結果（その他水辺の鳥含む） 

No. 目 科 種 
調査年度 

重要種 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 R1 R6 

1 

カモ目 カモ科 

オシドリ   70 45 337  22 10 ◎ 

2 マガモ   12 53  21 18   

3 コガモ       2 1  

4 キンクロハジロ       4 5  

5 カイツブリ目 カイツブリ科 カイツブリ   1 8 2 1  4  

6 カツオドリ目 ウ科 カワウ    1   1 2  

7 
チドリ目 

チドリ科 イカルチドリ       2  ◎ 

8 シギ科 クサシギ    1     ◎ 

9 

ペリカン目 サギ科 

アオサギ  2 2 3  2 3 1  

10 ダイサギ    6   1 2  

11 コサギ      1    

12 ツル目 クイナ科 オオバン    2    10  

13 タカ目 ミサゴ科 ミサゴ       1  ◎ 

14 
ブッポウソウ目 カワセミ科 

カワセミ 1 1 3 4 1 1 3 2 ◎ 

15 ヤマセミ 1        ◎ 

16 

スズメ目 

カワガラス科 カワガラス 1 3 3 4 6 11 11 5 ◎ 

17 ヒタキ科 イソヒヨドリ  1 8 5 6 7 6 5  

18 

セキレイ科 

キセキレイ 2 15 14 15 6 7 12 9  

19 ハクセキレイ  2 1 3  2  1  

20 セグロセキレイ 1 9 11 8 5 1 7 7  

種数合計 5 種 7 種 10 種 14 種 7 種 10 種 14 種 14 種 7 種 
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表 2-84 区間別確認個体数の経年変化 

種名 確認地点 
調査年度 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 R1 R6 

ヤマセミ 

切目川 

本流 

ダム上流 0 0 0 0 0 0 0 0 

ダム湛水域 0 0 0 0 0 0 0 0 

ダム下流直下 1 0 0 0 0 0 0 0 

西神ノ川合流点より下流 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他支川 0 0 0 0 0 0 0 0 

小計 1 0 0 0 0 0 0 0 

カワセミ 

切目川 

本流 

ダム上流 0 1 1 0 0 0 2 2 

ダム湛水域 0 0 0 2 0 0 0 0 

ダム下流直下 0 0 0 0 0 1 0 0 

西神ノ川合流点より下流 0 0 1 2 1 0 1 0 

ダム下流（詳細位置不明） 0 0 1 0 0 0 0 0 

その他支川 1 0 0 0 0 0 0 0 

小計 1 1 3 4 1 1 3 2 

カワガラス 

切目川 

本流 

ダム上流 1 0 1 1 2 7 6 3 

ダム湛水域 0 1 0 1 0 1 0 0 

ダム下流直下 0 2 1 0 1 0 0 1 

西神ノ川合流点より下流 0 0 1 1 1 3 4 0 

ダム下流（詳細位置不明） 0 0 0 0 1 0 0 0 

切目川支流 0 0 0 1 1 0 1 1 

小計 1 3 3 4 6 11 11 5 

注）赤線は、ダム供用の時期を示す。なお、水辺の鳥調査は冬季に実施している。試験湛水は平成 26 年 10 月から、供用は平成

27 年 4 月であるため、平成 26 年度調査は試験湛水中～供用前の時期となる。 
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図 2-32 カワガラスの繁殖が見られなくなった箇所の状況 
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(4)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-85（1） カワセミ・ヤマセミ・カワガラスの評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

ダムの湛水に伴い、生息環境となる河川・渓流植生等が一部消失することになり

ますが、周辺でも広く確認されており、事業実施区域に特に依存していないと考え

られます。供用後は、湛水により生息環境の一部が消失しますが、周囲に生息に適

した環境が広く残存しているため、影響予測区分は B として予測されました。 

■濁りの長期化：水質調査で濁りの長期化が確認されています。そのため、濁りに

より付着藻類が減少し、それによりヤマセミ・カワセミ・カワガラスの餌となる魚

類・底生動物が減少することが懸念されました。そのため、濁りと付着藻類の細胞

数の変動について分析しました。その結果、付着藻類の細胞数は調査毎に変動が大

きいものの、濁りとの間に相関は見られませんでした（詳細は「2.5.2. 3）付着藻

類の状況」参照）。 

■生息状況：供用後は、生息環境となる渓流環境が一部消失しましたが、周囲に生

息に適した環境は広く残っており、供用後に自然災害や他事業による改変も見られ

ないことから、供用後の影響区分は B と評価します。 

ヤマセミは供用前 2 年間の調査で確認されましたが、供用後の調査では確認され

ませんでした。カワセミ及びカワガラスは、切目川全体で継続的に確認されていま

す。ただし、委員からの情報提供として、ダム直下の区間にカワガラスの繁殖地が

1 箇所ありましたが、供用後に繁殖が見られなくなったとされています。 

■下流物理環境の変化：ヤマセミ・カワセミ・カワガラスは魚類や底生動物を餌と

します。そのため、下流物理環境の変化による魚類・底生動物の減少が懸念されま

したが、現地調査では、魚類・底生動物の個体数に大きな変化は見られません（詳

細は「2.5.2. 2）底生動物の状況」参照）。ただし、ダム直下の一部の箇所では、粗

粒化による変化が見られる場所もあります。 

特に、供用後にカワガラスの繁殖が見られなくなったとされるダム直下の繁殖地

付近は、砂分が流出して岩盤が露出するなどの河床環境の変化が確認されているこ

とから、河床環境の変化がカワガラスの繁殖状況に影響を与えた可能性があります。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査による水質調査結果を確認することで、影

響の回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

工事中は濁水処理設備の設置等、供用後は選択取水施設の運用により、濁りの影

響の低減を図っています。事後調査による水質調査結果では、濁りの影響の低減効

果が確認されていることから、カワセミ等の餌となる水生動物への影響は低減され

ていると評価します。 
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表 2-85（2） カワセミ・ヤマセミ・カワガラスの評価 

項目 内容 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、事業地周辺で生育環境が維持されることを目標として設定し、供

用後の生息環境を確認することで、評価します。 

切目川流域に生息するヤマセミ・カワセミ・カワガラスは、餌となる魚類や底生

動物を切目川とその支川に依存しています。切目川では濁りの長期化や下流物理環

境に変化が生じたことで水辺の鳥の生息状況に影響が懸念されましたが、カワセミ・

カワガラスが継続して生息しているのが確認されていることから、切目川全体では

これらの種の生息環境は維持されています。ヤマセミについては、確認事例が少な

いことから、事業による影響の有無は判断できませんでした。 

ただし、ダム直下の区間では、カワセミ・カワガラスが試験湛水後も生息してい

ることが確認されていますが、試験湛水前後で確認事例が少なく、水辺の鳥調査結

果から事業による影響の有無は判断できませんでした。 

また、供用後にカワガラスの繁殖が見られなくなったとされるダム直下の繁殖地

付近は、砂分が流出して岩盤が露出するなどの河床環境の変化が確認されているこ

とから、河床環境の変化がカワガラスの繁殖状況に影響を与えた可能性があります。 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

濁りの長期化や下流物理環境の変化により、対象種の餌生物の減少が懸念されま

したが、調査結果からは餌生物への負の影響は確認されませんでした。また、カワ

セミとカワガラスについてはダム下流にて断続的に確認されていることから、影響

は低減されていると評価されました。なお、ヤマセミについては、供用前後で確認

事例が少なく、影響の有無を判断できませんでした。 

長期的影響として、下流物理環境において一部粗礫化が確認されており、また、

大きな出水があれば、河床の低下が進む可能性があり、本種の生息環境に変化が生

じる可能性があります。 

そのため、水環境や下流物理環境の変化を継続的に観察し、顕著な変化が確認さ

れた場合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策を実施します。 

また、近隣河川における外来魚の侵入状況や切目川における外来魚（ブルーギル

及びオオクチバス）の確認状況を踏まえ、今後外来魚による生態系への悪影響が懸

念されます。 
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2.5.2.  典型性 

典型性は、生態系を形成する生物群集の中で、比較的多くみられ、食物連鎖の相互関係でも重要な

種から選定するものであり、水域生態系ではカジカガエル、底生動物、付着藻類を事後調査対象とし

て選定しています。 

 

1） カジカガエル 

(1)  カジカガエルの予測・調査結果等 

カジカガエルは、渓流環境を主体とする河川生態系を代表する典型種です。 

カジカガエルの調査結果等は、「2.3. 3）カジカガエル」に示すとおりです。 

 

(2)  事後評価 

カジカガエルの評価結果は、「2.3. 3）カジカガエル」に示すとおりです。 
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2） 底生動物の状況 

(1)  底生動物の調査について 

底生動物は、事業地周辺の渓流環境を主体とする河川生態系の食物連鎖において、付着藻類の上

位、魚類、カジカガエル等の両生類の下位に位置します。 

環境影響評価では、「ダム下流の濁りの長期化に伴い、付着藻類の生育への影響、それらを餌と

する水生昆虫や魚類などへの影響が考えられます。」とされています。 

そのため、渓流環境を主体とする河川生態系への影響を把握するため、事後調査の対象としまし

た。 

 

(2)  事後調査結果 

ダムの上流（だいにち橋）、直下流（下田ノ垣内橋）、下流（羽六井堰）の 3箇所で、年 2回秋季

と冬季に底生動物調査を行いました。 

 

a） 個体数と組成比 

底生動物の個体数と組成比を図 2-33 に示します。 

ダム直下では、一部で粗粒化の影響が見られたものの、区間全体では供用後も瀬や淵・砂底・砂

礫底・礫底等の多様な河床環境が残っています。 
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 秋季調査 

個体数は、3地点すべてで平成 27、28 年度の個体数が多く、平成 29～令和元年度はやや少ない傾

向が見られました。また、令和 7 年度は、3 地点全てで、平成 29～令和元年度と比べて増加して

いました。これら変動は、上流側・下流側で連動しているため、事業による影響ではなく切目川

全体での自然変動と考えられます。 

組成比は、ダム直下の下田ノ垣内橋（ダム直下）は、カゲロウ目が多く、トビケラ目、カワゲラ

目、ハエ目などが続いており、組成比に大きな変化は見られませんでした（左下図参照）。そのた

め、供用後も底生動物相に大きな変化は無いものと考えられます。 

 冬季調査 

下田ノ垣内橋（ダム直下）で、供用 3、4 年目の平成 29、30 年度にハエ目の個体数が非常に増加

し、その結果、組成比もハエ目の比率が増加しています（下図①参照）。また、平成 29 年度は、

ハエ目以外の種が非常に少ない結果となっていました。 

ただし、令和 6年度の組成比は、供用前と同等に戻っています。 

 

 

 

 

個体数（秋季）              個体数（冬季） 

 

 

 

 

組成比（秋季）           組成比（冬季） 

図 2-33(1) 底生動物の経年変化（個体数、組成比） 
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図 2-33(2)  底生動物の経年変化（個体数、組成比）  
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b） 優占種の変化 

底生動物調査で確認された優占種を表 2-87、ダム直下の主な優占種を表 2-88 に示します。底

生動物の生活型区分を表 2-86 に示します。 

 

●供用前後で確認されている優占種 

供用 10 年目の下田ノ垣内橋（ダム直下）では、礫に付着して生息する匍匐型のアカマダラカ

ゲロウが継続的に優占していることが確認されています。本種は、礫に付着して生息することか

ら、供用後の河床材料の粗粒化による砂分の減少の影響は少ないと考えられます。 

 

●供用前には少なかったが、供用後に優占種になった種 

供用後の平成 27～30 年の下田ノ垣内橋（ダム直下）では、アシマダラブユ属（ハエ目）とウス

バガガンボ属（ハエ目）が優占していました。アシマダラブユ属（ハエ目）は、礫などに張り付

く固着型の生態であり、瀬のレキ上に張り付いて、流れてくる有機物を食べて生息します。ダム

湖内で増加した植物プランクトンが下流に供給されると、それを餌としてブユ科幼虫が増加する

事例*①があります。令和元年 10 月までの植物プランクトン細胞数の経年変化を、図 2-34 に示し

ます。貯水池の高串及びダム直下の田ノ垣内とでは細胞数が大きく増加しており、これがアシマ

ダラブユ属の増加に原因となった可能性があります。 

ウスバガガンボ属（ハエ目）は、掘潜型であり落ち葉等の堆積する場所に潜んで生息すること

が多いとされています。ダム直下では、下流物理環境調査で河床の低下が確認されており、それ

によって流速が低下することで川底や巨礫周りに落ち葉が堆積しやすくなっていることから、本

種にとって生息しやすくなった可能性があります。 

供用 10 年目の下田ノ垣内橋（ダム直下）では、供用後に滑行型のシロタニガワカゲロウ（ヒラ

タカゲロウ科）が優占していました。本種は付着藻類を摂食しますが、付着藻類が高密度で繁茂

する環境では生息できません*②③。他方で、本種は流れの遅い環境に生息するため*③、流量の増加

等による付着藻類の剥離や、富栄養化等による付着藻類の高密度化は起こっておらず、付着藻類

の生育環境は適切に維持されていると推察されます。したがって、下田ノ垣内橋（ダム直下）で

は環境影響評価時に懸念されていた、「付着藻類の生育への影響、それらを餌とする水生昆虫や魚

類などへの影響」は起こっていないと評価されます。 
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表 2-86 底生動物の生活型区分 

区分 特徴 代表的な分類群 

造網型 ・基質表面上に、採餌用の捕獲網と巣を固着さ

せ、その巣の中に生息しているもの 

・ヒゲナガカワトビケラ科、シマトビケラ科、イワト

ビケラ科、カワトビケラ科等 

固着型 ・基質表面上に巣を固着しているもの ・ブユ科、アミカ科、カイメン科 

匍匐型 ・粘液に覆われた体であり、様々な基質上をゆっく

り歩くもの 

・よく発達した脚部で、様々な基質上を中程度のス

ピードで歩いて移動するもの 

・ウズムシ類、マキガイ類等 

 

・マダラカゲロウ科、カワゲラ科、ナガレトビケラ

科等 

滑行型 ・扁平な体形で滑らかな基質表面を滑るように素早

く移動するもの 

・ヒラタカゲロウ科、ヒラタドロムシ科等 

 

携巣型 ・様々な材料で作った携帯可能な巣を持って、ゆ

っくり移動するもの 

・ヒメトビケラ科、ヤマトビケラ科、ニンギョウトビケ

ラ科等 

遊泳型 ・流線型の体形をしており、泳いで生活するもの ・コカゲロウ科、チラカゲロウ科等 

掘潜型 ・河床材料（砂、泥等）中に潜り込んで生活するも

の 

・トビイロカゲロウ属、カワカゲロウ属、モンカゲロ

ウ科、イトミミズ目、ガガンボ科、ユスリカ属等 

寄生型 ・主に寄生生活をするもの ・ミズバチ等 

注 1）森下郁子（1986）：指標生物学～生物モニタリングの考え方  

注 2）Merrit,R.W. and K.W.Cummins (2008)： An introduction to the aquatic insects of North America 

 3rd ed. Kendall/Hunt Publishing Company, USA.  

注 3）竹門康弘（2005）：底生動物の生活型と摂食機能群による河川生態系評価、日本生態学会誌 55 

 

*：①谷田一三，竹門康弘（1999）ダムが河川の底生動物へ与える影響，応用生態工学，2（2）, 153-164 

②波多野圭亮,竹門康弘,池澤周一（2005）．貯水ダム下流の環境変化と底生動物群集の様式,京都大学防災研究 

年報,48B 

③兵庫県立 人と自然の博物館 HP, https://www.hitohaku.jp/kawamushi/zukan/kagerou/shirotani.html 
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表 2-87 底生動物の優占種 

秋季                               冬季 

   

 

 

表 2-88 下田ノ垣内橋（ダム直下）の底生動物の主な優先種の状況 

変化 確認種 目科 生活型 

変化無し アカマダラカゲロウ カゲロウ目 マダラカゲロウ科  匍匐型 

供用後に

増加 

シロタニガワカゲロウ カゲロウ目ヒラタカゲロウ科 滑行型 

 

秋季 個体数（％） 秋季 個体数（％） 秋季 個体数（％）

ヒラタカゲロウ科 25 (21.9) マダラカゲロウ科 29 (19.9) コガタシマトビケラ属 35 (21.9)
コカゲロウ属 21 (18.4) コガタシマトビケラ属 20 (13.7) コカゲロウ属 23 (14.4)
コガタシマトビケラ属 17 (14.9) カワゲラ科 16 (11.0) マダラカゲロウ科 23 (14.4)
Dコカゲロウ 65 (32.2) ナミコガタシマトビケラ 59 (21.1) シロハラコカゲロウ 12 (27.9)
イトミミズ亜科 49 (24.3) フタツメカワゲラ属 53 (18.9) フタツメカワゲラ属 9 (20.9)
フタツメカワゲラ属 24 (11.9) ミツオミジカオフタバコカゲロウ 33 (11.8) ヒメドロムシ亜科 9 (20.9)
ミズミミズ亜科 47 (58.8) ウデマガリコカゲロウ 7 (13.2) ミズミミズ亜科 37 (20.9)
ウデマガリコカゲロウ 17 (21.3) ヒメヒラタカゲロウ属 7 (13.2) アシマダラブユ属 19 (10.7)

- - - - - -

フタツメカワゲラ属 55 (20.7) ナミコガタシマトビケラ 240 (44.6) ナミコガタシマトビケラ 53 (22.1)
DBタニガワトビケラ 43 (16.2) - - エルモンヒラタカゲロウ 43 (17.9)
ナミコガタシマトビケラ 35 (13.2) - - ヒゲナガカワトビケラ 34 (14.2)
フタツメカワゲラ属 60 (12.1) アカマダラカゲロウ 156 (15.2) フタバコカゲロウ 129 (15.6)

- - ナミコガタシマトビケラ 105 (10.2) シロハラコカゲロウ 87 (10.5)
- - - - - -

フタツメカワゲラ属 18(33.2） ナミコガタシマトビケラ 20（16.4) アシマダラブユ属 34(19.3)
- - エルモンヒラタカゲロウ 13(10.7） - -
- - チラカゲロウ 13(10.7） - -

フタツメカワゲラ属 6(27.3) シロタニガワカゲロウ 27(27.8) フタバコカゲロウ 10(12.0)
トビイロカゲロウ属 5(22.7) ナミコガタシマトビケラ 25(25.8) ヒメドロムシ科 10(12.0)
ミツオミジカオフタバコカゲロウ 4(18.2) フタツメカワゲラ属 11(11.3) - -
ウルマーシマトビケラ    7( 15.9) コガタシマトビケラ   29( 39.2) ウルマーシマトビケラ   39( 25.5)

フタツメカワゲラ属    7( 15.9) アカマダラカゲロウ    9( 12.2) クシゲマダラカゲロウ   18( 11.8)

シロハラコカゲロウ    5( 11.4) - - - -
フタツメカワゲラ属 24（12.2） シロタニガワカゲロウ 173（35.0） ウスバガガンボ属 101（13.8）

R7

H28

H29

H30

ダム供用開始

調査
年度

H24

H25

H26

H27

羽六井堰(St.1) 下田ノ垣内橋(St.2) だいにち橋(St.3)

R1

冬季 個体数（％） 冬季 個体数（％） 冬季 個体数（％）

シロハラコカゲロウ 34 (16.9) エリユスリカ亜科 92 (39.3) エリユスリカ亜科 17 (29.3)
オオマダラカゲロウ 30 (14.9) シロハラコカゲロウ 29 (12.4) ヒゲナガガガンボ属 9 (15.5)
コガタシマトビケラ 29 (14.4) - - シロハラコカゲロウ 6 (10.3)
トゲマダラカゲロウ属 261 (56.6) ナミコガタシマトビケラ 217 (35.9) オオマダラカゲロウ 85 (34.6)

- - アカマダラカゲロウ 86 (14.2) シロハラコカゲロウ 31 (12.6)
- - - - - -

シロハラコカゲロウ 179 (36.9) ナミコガタシマトビケラ 278 (24.3) アシマダラブユ属 197 (44.2)

エリユスリカ属 94 (19.4) - - ナミコガタシマトビケラ 46 (10.3)
ミズミミズ亜科 67 (13.8) - - - -

シロハラコカゲロウ 65 (29.3) ナミコガタシマトビケラ 61 (31.3) シロハラコカゲロウ 42 (26.1)
ウスバガガンボ属 54 (24.3) アシマダラブユ属 26 (13.3) ウスバガガンボ属 25 (15.5)

- - アカマダラカゲロウ 24 (12.3) - -
シロハラコカゲロウ 49 (14.4) アカマダラカゲロウ 531 (25.5) フタバコカゲロウ 113 (22.0)

- - アシマダラブユ属 507 (24.3) ガロアシマトビケラ 100 (19.5)

- - - - アシマダラブユ属 65 (12.6)
エリユスリカ属 42( 25.0) ウスバガガンボ属 983( 90.2) フタバコカゲロウ 43( 21.3)
シロハラコカゲロウ 19( 11.3) - - ウルマーシマトビケラ 41( 20.3)

- - - - ナミコガタシマトビケラ 41( 20.3)
ナミヒラタカゲロウ 66(29.2) アシマダラブユ属 918(60.5) シロハラコカゲロウ 61(26.9)
シロハラコカゲロウ 46(20.4) ナミコガタシマトビケラ 151(10.0) ウルマーシマトビケラ 55(24.2)

- - - - - -
ナミコガタシマトビケラ 340（30.3） アカマダラカゲロウ 246（30.7） シロハラコカゲロウ 77（21.2）
ﾐﾂｵﾐｼﾞｶｵﾌﾀﾊﾞｺｶｹﾞﾛｳ 208（24.0） ナミコガタシマトビケラ 141（17.6） ｳﾙﾏｰｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ 54(14.9)

- 85（9.8） - 65(8.1) ｶﾞﾛｱｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ 46(12.7)
トゲマダラカゲロウ属 133(21.0) アカマダラカゲロウ 102(14.7) フタバコカゲロウ 155(16.6)

ヒゲユスリカ属 82(11.8)R6

H26

H27

H28

H29

H30

ダム供用開始

羽六井堰(St.1) 下田ノ垣内橋(St.2) だいにち橋(St.3)

H24

H25

調査
年度

R1

注 1）優占種は、各地点の上位 3種かつ個体数組成比が 10％以上のものとした。 

注 2）各地点内で確認頻度の高い種に着色した。 

注 3）だいにち橋はダム上流、下田ノ垣内橋はダム直下の地点である。 
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図 2-34 植物プランクトンの細胞数の経年変化 
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c） 多様度指数 

ダム供用前後の多様度指数の変化を図 2-35 に示します。 

下田ノ垣内橋（ダム直下）では、平成 29、30 年度の調査で多様度指数が低下しています。 

平成 29 年度冬季はウスバガガンボ属の個体数が大量に増加したこと、及びそれ以外の種の個体

数が非常に少なかったためで、多様度指数は調査期間中最低となっています。平成30年度冬季は、

アシマダラブユ属の個体数が大量に増加しましたが、他の種も比較的多く確認されているため、多

様度指数は供用前よりやや低下したものの、平成 29 年度よりも高くなっています。 

多様度指数は年変動が大きいが、下田ノ垣内橋の秋季は、供用後の多様度指数は供用前３か年よ

り低い年が多くなっています。ただし、その変動の範囲は、上流側のだいにち橋の供用前３か年と

同じ程度であり、ダム供用の影響であるかは判断できませんでした。下田ノ垣内橋の冬季は、平成

29、30 年度以外は概ね供用前の下田ノ垣内橋及びだいにち橋の変動の範囲内です。以上のことか

ら、多様度指数は供用後に一時的な低下は見られたものの、供用 5年目及び 10年目では供用前と

概ね同等と考えられます。 

なお、ウスバガガンボ属やアシマダラブユ属は、両種ともダム上流側のだいにち橋でも優占種と

なることもある種で、切目川の渓流環境では一般的な種です。 

 

●平成 29年度冬季：ウスバガガンボ属の大量発生（捕獲個体数の 90.2%）が原因 

●平成 30年度冬季：アシマダラブユ属の大量発生（捕獲個体数の 60.5%）が原因 

 

 

  ：供用前（青線）・供用後（赤線）の多様度指数の変動範囲 

 

注 1）多様度指数（Index of species diversity）は、種の豊かさ（種数が多い）と種間の均等性を表した一つの

統計量であり（森下，1996）、指数が高いほど多様な群集を、低いほど単純な群集を示し、多くの指数が提案

されている（木元，1976；森下，1996）。 

注 2）多様度指数の算出 

Shannon & Weaver(1946)の多様性指数（H'）（木元，1976） 

    S 

H’＝－∑ pｉlog２pｉ 

   ｉ＝1 

 ここで、pｉ：i 種の個体数が総個体数に占める割合，S：種数 

図 2-35 多様度指数 
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(3)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-89(1) 底生動物の事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事

後調査結果の対

比 

環境影響評価では、“ダム下流の濁りの長期化に伴い、付着藻類の生育への影響、

それらを餌とする水生昆虫への影響が考えられる”と予測されていました。 

供用後の状況を以下に示します。 

■濁りの長期化と付着藻類：水質調査で濁りの長期化が確認されています。その

ため、濁りと底生動物の餌となる付着藻類の細胞数の変動について分析しました。

その結果、付着藻類の細胞数は調査毎に変動が大きいものの、濁りとの間に相関は

見られませんでした（詳細は「3）付着藻類の状況」参照）。 

■生息状況：供用後の調査では、秋季は個体数の年変動が大きいもののダム上流

側を含めた切目川全体で同じように変動しているため、変動はダムの供用以外の

要因と考えられます。また、供用前後で個体数の減少や種構成に大きな変化は見ら

れません。 

■下流物理環境の変化と特定種の個体数増加の関係：平成 29、30 年度冬季のダム

直下では、多様度指数の低下が確認されており、ウスバガガンボ属やアシマダラブ

ユ属の個体数が増加したことに起因すると考えられます。ダム直下では、瀬や淵・

砂底・砂礫底・礫底等の多様な河床環境が残っていますが、一部で粗粒化が確認さ

れており、特定の種の個体数に影響した可能性があります。 

アシマダラブユ属（ハエ目）は、礫などに張り付く固着型の生態であり、瀬のレ

キ上に張り付いて、流れてくる有機物を食べて生息します。ダム貯水池内で増加し

た植物プランクトンが本種の餌となり、個体数を増加させたと考えられます。 

ウスバガガンボ属（ハエ目）は、掘潜型であり落ち葉等の堆積する場所に潜んで

生息することが多い。ダム直下では、下流物理環境調査で河床の低下が確認されて

おり、それによって流速が低下することで川底や巨礫周りに落ち葉が堆積しやす

くなっていることから、本種にとって生息しやすくなった可能性があります。 

なお、ウスバガガンボ属やアシマダラブユ属は、ダム上流側のだいにち橋でも優

占種として確認されており、切目川の渓流環境では一般的な種です。なお、供用 10

年目では、種組成や多様度指数は供用前と同等になっています。 

②事業者により

実行可能な範囲

で影響の回避低

減が図られてい

るかの評価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環

境保全措置の実施状況の確認及び事後調査による水質調査結果を確認すること

で、影響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いまし

た。 

工事中は濁水処理設備の設置等、供用後は選択取水施設の運用により、濁りの影

響の低減を図っています。事後調査による水質調査結果では、濁りの影響の低減効

果が確認されていることから、底生動物の生息への影響は低減されていると評価

します。 

③事後調査の結

果と基準又は目

標との対比 

事後評価では、切目川ダム下流側で底生動物の生息環境が維持されることを目

標として設定し、供用後の生育環境を確認することで評価します。 

ダム直下では、一部で河床の粗粒化が確認されていますが、現時点では様々な瀬

淵及び河床環境が残っています。一時的に多様度指数の低下が確認されたものの、

供用前後で底生動物の種構成に大きな変化は見られません。個体数は、秋季調査で

は変動が大きいものの、上流側を含めて切目川全体で同じように変動しているこ

とから、変動はダム以外の影響と考えられます。以上のことから、切目川では底生

動物の生息環境が維持されていると評価します。 
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表 2-89(2) 底生動物の事後評価 

項目 内容 

④評価のまとめ

（今後の長期的

影響の確認・追

加保全措置の必

要性確認） 

秋季は個体数の年変動が大きいもののダム上流側を含めた切目川全体で同じよ

うに変動しているため、変動はダムの供用以外の要因と考えられました。平成 29、

30 年度冬季のダム直下では、ウスバガガンボ属やアシマダラブユ属の個体数が増

加したことに起因すると考えられる、多様度指数の低下が確認されており、河床環

境の変化が個体数の増加の原因となった可能性が示唆されましたが、供用 10 年目

時点では、供用前と比べて底生動物の種構成に大きな変化は見られません。そのた

め、切目川では底生動物の生息環境は維持されていると評価します。 

長期的影響として、下流物理環境において一部粗礫化が確認されており、また、

大きな出水があれば、河床の低下が進む可能性があり、本種の生息環境に変化が生

じる可能性があります。 

そのため、水環境や下流物理環境の変化を継続的に観察し、顕著な変化が確認さ

れた場合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策を実施します。 
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3） 付着藻類の状況 

(1)  付着藻類の調査について 

付着藻類は、事業地周辺の渓流環境を主体とする河川生態系の食物連鎖において、基盤となる最

下位に位置します。 

環境影響評価では、「ダム下流の濁りの長期化に伴い、付着藻類の生育への影響、それらを餌と

する水生昆虫や魚類などへの影響が考えられます。」とされています。 

そのため、渓流環境を主体とする河川生態系への影響を把握するため、事後調査の対象としまし

た。 

 

(2)  事後調査結果 

ダムの上流（川又）、ダム直下（田ノ垣内）、下流（羽六）の３箇所で、年２回春夏季と秋季に付

着藻類調査を行いました。 
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a） 付着藻類の細胞数と優占種の変化 

付着藻類の経年変化を図 2-36、図 2-37 に示します。 

 

① 細胞数は、調査日ごとに非常に変動が大きいです。 

② 確認された付着藻類は、主に藍藻類と珪藻類で、川又（ダム上流）と田ノ垣内（ダム直下）は珪藻

類が優占するときと藍藻類が優占する時があった。羽六は藍藻類が多いです。 

③ 田ノ垣内（ダム直下）では、春・初夏季に供用後の3年間は珪藻のニッポンツメケイソウ

（Achnanthidium japonicum）が優占していました。平成30年度以降は、春・初夏季及び秋季の両

方で供用10年目の令和7年度まで、糸状藍藻のホモエオスリックス ヤンティナ（Homoeothrix 

janthina）が優占することが多い結果となりました。 

④ 調査5日前の平成29年10月22日に台風21号による供用後の流入量が大きな出水がありました。平成

29年秋季（10月27日）調査では、種構成に大きな変化が見られ、全ての地点で珪藻が主体となっ

ていました。田ノ垣内（ダム直下）は、珪藻のゴンフォネイス オクノイ（Gomphoneis okunoi）が

優占しましたが、ダム上流の川又でもよく見られる種です。 

⑤ 田ノ垣内は、細胞数が供用前後で他の地点より少ない傾向にあります。 

 

 

春夏季                    秋季 

図 2-36 付着藻類の細胞数と優占種の変化  
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注）いずれかの調査地点で上位 2種となった種の細胞数を示す。 

図 2-37 付着藻類の優占種の変化 
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b） 細胞数の変動の関係 

降雨量と付着藻類の細胞数の関係を、表 2-90 に示します。また、ダム貯水池の濁度と細胞数の

関係を、表 2-91 に示します。 

調査日毎に細胞数が大きく変動する理由として、調査日直近の出水や濁りの影響が考えられま

したが、相関は見られませんでした。 

 

① 降水状況と細胞数の変動に、相関は見られませんでした。 

② 濁度とダム下流側の田ノ垣内の細胞数の変動に、相関は見られませんでした。 

③ 現時点ではウォッシュロードが付着藻類に付着して底泥化するような事象は、現地では見られま

せんでした。 

④ 調査の前に大きな出水があった平成29年10月27日調査では、全ての地点で珪藻が主体となってい

ます。 

⑤ 平成27年9月15日調査は、9日前の9月6日に日降雨量126mmの出水があり濁りの長期化が発生してい

ました。このときは、藍藻と珪藻の比率が拮抗したものの、細胞数は変動の範囲内でした。 

 

表 2-90 降水量と細胞数 

 

 

  

過去30日 過去14日 過去7日 過去30日 過去14日 過去7日 川又 田ノ垣内 羽六

7月14日 67 67 24 282 228 40 1,016,000 760,800 550,200

9月15日 124 124 28 484 256 36 146,400 542,000 59,800

6月3日 60 11 8 193 25 12 3,524,800 773,200 154,000

10月14日 133 45 45 417 74 46 2,064,400 377,600 1,027,600

6月14日 13 13 3 16 16 3 990,800 347,600 638,000

10月27日 268 268 268 941 844 651 320,800 534,400 684,400

7月25日 91 0 0 337 0 0 631,600 180,000 1,185,400

9月28日 221 74 74 860 235 200 582,800 87,000 492,000

7月31日 72 58 43 428 168 43 1,901,200 52,600 353,000

9月27日 66 66 22 205 96 30 214,800 828,800 653,400

令和3年 12月13日 77 19 19 131 52 19 374,000

7月26日 128 77 42 378 144 42 253,200

11月28日 41 8 8 66 14 13 167,400

7月24日 46 11 3 194 24 3 67,100

10月25日 34 34 0 101 54 0 304,300

7月31日 37 19 2 162 41 3 57,200

10月28日 51 17 12 188 45 24 297,700

7月30日 127 127 0 261 133 0 737,620 250,500 442,380

10月29日 11 1 1 12 1 1 733,720 147,420 416,220

調査日
最大日降水量 累積降水量 細胞数（群体数）/c㎡

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和7年

令和4年

令和5年

令和6年
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表 2-91 濁度と細胞数 

 
注）濁度はダム貯水池の水深 0.1m の測定値を示す。ダム直下の田ノ垣内の濁度は、この値に近いと

考えられる。  

過去30日 過去14日 過去7日 川又 田ノ垣内 羽六

7月14日 9.5 13.4 7.1 1,016,000 760,800 550,200

9月15日 14.4 24.0 27.3 146,400 542,000 59,800

6月3日 6.7 4.1 2.7 3,524,800 773,200 154,000

10月14日 － － － 2,064,400 377,600 1,027,600

6月14日 4.5 3.6 3.7 990,800 347,600 638,000

10月27日 15.3 30.1 57.9 320,800 534,400 684,400

7月25日 8.3 3.7 1.9 631,600 180,000 1,185,400

9月28日 21.2 6.9 3.0 582,800 87,000 492,000

7月31日 8.2 4.1 2.7 1,901,200 52,600 353,000

9月27日 5.6 1.4 1.3 214,800 828,800 653,400

令和3年 12月13日 3.6 3.8 3.1 374,000

7月26日 3.3 2.9 3.5 253,200

11月28日 1.7 1.4 1.2 167,400

7月24日 2.7 1.8 1.7 67,100

10月25日 4.6 2.9 2.1 304,300

7月31日 3.2 2.4 2.4 57,200

10月28日 1.7 1.4 1.4 297,700

7月30日 4.0 1.0 1.1 737,620 250,500 442,380

10月29日 0.8 1.1 1.2 733,720 147,420 416,220

細胞数（群体数）/c㎡平均濁度
調査日

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和4年

令和5年

令和6年

令和7年
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c） 濁りによる影響の評価 

供用後の調査により、河川の水質保全の定められた行政の努力目標である環境基準は満足して

いますが、濁度 10以上の濁りが継続する濁りの長期化が確認されました。 

そのため、濁りの影響の評価のため付着藻類の調査結果の概要を以下に示します。 

 

日本での清浄な河川の代表的な付着藻類である糸状藍藻のホモエオスリックス ヤンティナ

（Homoeothrix janthina）が優勢な群落の見られる地点の濁度はおよそ 20ppm 以下とされていま

す。また、濁度約 10ppm を境にして、それよりも濁度が大きい瀬では珪藻群落、濁度の小さい瀬で

は藍藻のオスリックスが優占的であるとされています。 

付着藻類調査による濁りの長期化が生じているダム直下の田ノ垣内の調査結果は以下のとおり

です。 

 

① 細胞数は調査毎に大きく変動するものの、濁度との相関は確認できませんでした。 

② 春・初夏季調査では、供用前後で珪藻類が優占するときと藍藻類が優占する時がありました。 

春・初夏季調査日の前は、濁度 10以上の濁りはほとんど確認されていないため、珪藻類と藍藻類

のどちらが優占するかは濁り以外の要因と考えられます。 

③ 秋季調査では、ダム供用前後でホモエオスリックス ヤンティナが優占種となっており、大きな

変化は見られませんでした。 

 

以上のことから、現時点で濁りの長期化による付着藻類への影響の有無は、確認できませんでし

た。 
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(3)  事後評価 

評価は、以下のように行いました。 

 

表 2-92(1) 付着藻類の事後評価 

項目 内容 

①予測結果と事後

調査結果の対比 

環境影響評価では、“ダム下流の濁りの長期化に伴い、付着藻類の生育への影響、

それらを餌とする水生昆虫への影響が考えられます。”と予測されていました。 

供用後の状況を以下に示します。 

■生育状況：確認された付着藻類は、主に藍藻類と珪藻類で、川又と田ノ垣内は珪

藻類が優占するときと藍藻類が優占する時がありました。羽六は藍藻類が多く確認

されました。田ノ垣内では、春・初夏季に供用後の 3 年間は珪藻のニッポンツメケ

イソウ（Achnanthidium japonicum）が優占していました。 や 平成 30 え以降は、

春・初夏季及び秋季の両方で供用 10 年目の令和 7 年度まで、糸状藍藻のホモエオス

リックス ヤンティナ（Homoeothrix janthina）が優占することが多い結果となりま

した。細胞数の変動が大きいものの、種構成に大きな変化は見られませんでした。 

■濁りの長期化の影響：水質調査で濁りの長期化が確認されているため、濁りと付

着藻類の細胞数の変動について分析しました。その結果、付着藻類の細胞数は調査

毎に変動が大きいものの、濁りとの間に相関は見られませんでした。また、ウォッ

シュロードが付着藻類に付着して底泥化するような事象は、現地では見られません

でした。 

なお、付着藻類調査は、水中に露出した礫表面の付着藻類を採取しているため、粗

粒化等による河床環境の変化の影響を確認することはできません。 

②事業者により実

行可能な範囲で影

響の回避低減が図

られているかの評

価 

事業者により実行可能な範囲で影響の回避低減が図られているかの評価は、環境

保全措置の実施状況の確認及び事後調査による水質調査結果を確認することで、影

響が回避又は低減が図られているかを確認することで、定性的に行いました。 

工事中は濁水処理設備の設置等、供用後は選択取水施設の運用により、濁りの影

響の低減を図っています。事後調査による水質調査結果では、濁りの影響の低減効

果が確認されていることから、付着藻類の生息への影響は低減されていると評価し

ます。 

③事後調査の結果

と基準又は目標と

の対比 

事後評価では、切目川のダム下流側で付着藻類の生育状況が大きく変化しないこ

と目標として設定し、供用後の生育環境を確認することで評価します。 

供用後も種構成に大きな変化は見られず、濁りについても細胞数の変動との相関

は見られなかったことから、ダム供用による付着藻類への影響の有無は確認できま

せんでした。 
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表 2-92（2） 付着藻類の事後評価 

項目 内容 

④評価のまとめ（今

後の長期的影響の

確認・追加保全措置

の必要性確認） 

主に藍藻類と珪藻類が確認され、川又と田ノ垣内では珪藻類が優占するときと藍

藻類が優占する時がありました。羽六は藍藻類が多く確認されました。田ノ垣内（ダ

ム直下）では、供用後の 3 年間は珪藻のニッポンツメケイソウ（Achnanthidium 

japonicum）が優占していました。平成 30 年度以降は供用 10 年目の令和 7 年度ま

で、糸状藍藻のホモエオスリックス ヤンティナ（Homoeothrix janthina）が優占

することが多い結果となりました。他方で、高水状況や濁度と細胞数の変動に、相

関は見られず、切目川のダム下流側で付着藻類の生育状況に大きく変化は見られな

かったことから、ダム供用による付着藻類への影響の有無は確認できませんでした。 

長期的影響として、下流物理環境において一部粗礫化が確認されておりまた、大

きな出水があれば、河床の低下が進む可能性があり、本種の生息環境に変化が生じ

る可能性があります。 

そのため、水環境や下流物理環境の変化を継続的に観察し、顕著な変化が確認さ

れた場合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策を実施します。 
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2.5.3.  水域生態系への影響のまとめ 

水域では、ダム直下～西神ノ川合流点までの区間において、環境の変化等が確認されています。 

この区間での各項目の調査結果の概要を、図 2-38に示します。 

ダム直下の渓流環境を主体とする河川生態系における食物連鎖のピラミッドと、各段階の水辺の

鳥、カジカガエル、底生動物、付着藻類等の事後調査結果の概要を、図 2-39に示します。 

 

① 生態系の基盤となる水質と物理特性については、ダム直下～西神ノ川合流点までの区間では、濁

りの長期化と土砂供給の減少により河床に砂分が多かった場所で河床高の低下及び粗粒化の影響

が確認されました。また、砂が多い平瀬では、河床低下による淵化や河床の岩盤+砂礫化が確認さ

れています。 

② 食物連鎖の最下位に当たる付着藻類は、濁りの長期化の影響を最初に受けると考えられますが、

明確な影響は確認できませんでした。 

③ 一次消費者の底生動物については、ダム直下～西神ノ川合流点までの区間で一時的な多様度指数

の低下が確認されました。しかし、供用前後で個体数の減少や底生動物の種構成に大きな変化は

見られません。 

④ 二次消費者のカジカガエルは、渓流の石の下に産卵し、幼生は付着藻類を餌とします。そのため、

生息への影響要因としては、幼生の餌である付着藻類の減少が考えられました。しかし、事後調

査では、ダム直下の区間でも供用前後で生息状況に大きな変化は見られず、生息状況への影響は

確認されませんでした。 

⑤ オオヨシノボリ、ルリヨシノボリは流れの速い岩、石が多い早瀬に生息し、底生動物や付着藻類

を餌とします。産卵は石の下に行います。そのため、生息への影響要因としては、餌である付着

藻類や底生動物の減少が考えられます。ただし、オオヨシノボリ、ルリヨシノボリの生息環境と

なる早瀬は、現状でも多く残っています。事後調査では、ダム直下の区間でも供用前後で生息状

況に大きな変化は見られず、生息状況への影響は確認されませんでした。 

⑥ ニホンウナギは、ダム直下の区間では、供用前後で確認事例が少ないため、濁りの長期化及び下

流物理環境の変化による本種への影響の評価はできません。濁りの長期化により付着藻類が減少

し、本種の餌となる水生動物が減少することが考えられますが、現時点で底生動物の多様度指数

の低下が確認されたものの、付着藻類、魚類相に顕著な変化は見られません。また、本種は淵の

岩陰等を住処としますが、現時点で物理的変化は主に平瀬で発生しており、住処となる環境への

顕著な影響は確認されていません。 

⑦ 三次消費者のカワセミ・カワガラスについては、事業地周辺で継続して生息していることが確認

されています。 

ただし、カワガラスは、ダム直下の粗粒化が進行した淵付近の繁殖地が利用されなくなったとの

委員からの指摘がありました。カワガラスは、渓流岸の岩の隙間などで営巣し、水底の底生動物

や小魚を餌とします。 

利用されなくなった繁殖地があった場所は、供用時は平瀬で河床は砂の環境でしたが、供用後は

河床に堆積していた砂が減少して岩盤+砂礫の環境に変化していることから、原因として物理環境

の変化が考えられました。 
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図 2-38 ダム直下～西神ノ川合流点までの区間の環境変化 

 

令
和
７
年
度(

供
用
１
０
年
目)

 

平瀬（砂礫） 

⇒淵（砂） 

平瀬（砂） 

⇒平瀬（岩盤+砂礫） 

平瀬（砂礫） 

⇒淵（砂礫） 

平瀬（砂礫） 

⇒淵（砂） 

河川物理環境調査地点 NO.2 

粗粒化及び平均河床低下 

カワガラスの繁殖が

見られなくなった 

底生動物調査地点 

一時的な特定種の大量発生 

河川物理環境調査地点 NO.1 

粗粒化及び平均河床低下 

魚類調査地点 

影響は確認されない 

①河床状況：砂分が多い平瀬の一部が、淵や岩盤+砂礫河床に変化した 

②河川物理環境：砂分が多い箇所 2 地点で横断測量、河床材料調査を実施し、河床高の低下及び河床材料の粗粒化を確認（砂分の減少） 

③付着藻類：1 地点で調査し、調査毎の変動が非常に大きく明確な影響は確認できなかった 

④底生動物：1 地点で調査し、ウスバガガンボ属やアシマダラブユ属の一時的な大量発生を確認した（一時的な多様度指数の低下） 

⑤魚類  ：区間全体で実施したヨシノボリ調査では、オオヨシノボリ、ルリヨシノボリの生息状況について影響は確認できなかった 

      2 地点で実施した魚類調査では、影響は確認できなかった 

⑥カジカガエル：区間全体で実施した定量的な生息状況調査では、カジカガエルの個体数に影響は確認できなかった 

⑦水辺の鳥：区間全体としては確認個体に大きな変化はないが、河床環境の変化範囲が最も大きかった箇所では、カワガラスの繁殖が確認されなくなった 

 

① ① ① ① 

② 

⑦ 

付着藻類調査地点 

影響は確認されない 

② 

③ ④ ⑤ 
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図 2-39 ダム直下から西神ノ川合流点までの水域生態系の事後調査結果の概要 

 

以上のことから、水域生態系について、ダム直下から西神ノ川合流点までの区間では、ダムの

供用による物理特性等の変化により、カワガラスの繁殖状況に変化が生じていると評価します。 

なお、ダム直下から西神ノ川合流点までの区間には、物理特性の変化が少ないと考えられる大

きな礫や岩からなる河床の箇所が多く、定量的な調査を実施した両生類のカジカガエルや魚類の

オオヨシノボリ、ルリヨシノボリは、供用前後で生息状況に大きな変化は見られません。そのた

め、生態系への影響は、ダム直下から西神ノ川合流点までの区間内の、砂分が多い箇所が中心と

考えられます。 

西神ノ川合流点より下流では、生態系への影響は確認されていません。 

なお、土砂供給の減少による粗粒化等の影響は今後も進行する可能性があるため、定点写真撮

影等により下流物理環境の変化を継続的に観察し、大きな変化がみられた場合は、委員に相談の

うえ補足調査の実施や適切な対策等を実施します。 

 

  

一次消費者 

二次消費者 

三次消費者 

生産者 付着藻類 

底生動物 

魚類・両生類 

鳥類  

 

水質（濁りの長期化） 

物理特性（粗粒化・河床低下） 

流量（ピーク流量の減少） 

河川生態系の基盤に対する変化 

カワガラスの繁殖地未利用 

一時的な多様度指数の低下 

明確な影響なし 

変化なし 
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2.6.  事後調査を実施しなかった項目の環境保全措置の実施状況又は現況 

大気環境・景観・人と自然のふれあい活動の場・廃棄物等は、環境影響評価時の予測で、影響

が小さい・ほとんどない・ないと予測されたことから、事後調査は実施していません。 

これらの項目について、工事中の対応及び現況を以下に示します。 

 

2.6.1.  大気環境 

1） 大気質 

(1)  予測 

ダム計画地の最も近傍に位置する田垣内集落、上流の上洞集落において、工事に伴う降下ばい

じん量の予測を行いました。 

予測の結果は、環境保全目標とした工事の寄与に対する参考値 10t/km2/月を下回っており、影

響は小さいものと予測されていました。 

 

表 2-93 降下ばいじん量の予測結果 

環境項目 予測地点 予測結果 環境保全目標 

工事に伴う 

降下ばいじん量 

田ノ垣内集落 
1.26t/km2/月 

（影響最大時） 工事の寄与に対する 

参考値 10t/km2/月以下 
上洞集落 

7.81 t/km2/月 

（影響最大時） 
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(2)  工事実施時の環境保全措置の実施状況 

 工事中の環境保全措置の実施状況を、表 2-94 に示します。 

 

表 2-94 工事中の環境保全措置の実施状況 

・工事用道路は定期的に清掃、散水し、粉じんの低減を図った。 

・専用の散水車を、常時走行させた。 

・掘削土運搬車両が場外に出る前にタイヤを洗浄して土砂の持ち出しを防止した。 

・ダンプトラックのベッセル全体を覆う大型覆いを装備して掘削ズリの粉じんの飛散を防止 

した。併せて国道に出る際には、ミストゲートを通過することで、粉じんの抑制を行った。 

・6 号工事用道路をアスファルト舗装し、粉じんの発生を低減した 

 

  

散水                  運搬路清掃 

 

  

タイヤ洗浄                 タイヤ洗浄 
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2） 騒 音 

(1)  予測 

予測の結果、建設機械の稼働に伴う騒音は、環境保全目標とした特定建設作業騒音の規制値

85dB を下回っており、影響は小さいものと考えられます。 

また、工事用車両の運行に伴う騒音は、環境保全目標とした道路に面する地域の環境基準 65dB 

を下回っており、影響は小さいものと考えられます。 

 

表 2-95 騒音の予測結果 

環境項目 予測地点 予測結果 環境保全目標 

建設機械の稼働に

伴う騒音 

田ノ垣内集落 
69.7dB 

（影響最大時） 特定建設作業騒音の 

規制値 85dB 以下 
上洞集落 

74.8dB 

（影響最大時） 

工事用車両の運行

に伴う騒音 
田ノ垣内集落 

50.8dB 

（影響最大時） 

道路に面する地域の 

環境基準 65dB 以下 

 

 

(2)  工事実施時の環境保全措置の実施状況 

 工事中の環境保全措置の実施状況を、表 2-96 に示します。 

 

表 2-96 工事中の環境保全措置の実施状況 

・周辺住民に騒音の被害を及ぼす恐れのある作業は、夜間および早朝には行わない。また田ノ

垣内土捨場の周囲に防音用仮囲いを設置するとともに、運搬時の騒音対策として防音シー 

ト（下段）を、防塵対策として防塵ネット（上段）を設置した。 

・ミッチャープラントのミキサ内部にゴムライニングを施し、計量室周辺を防音パネルで覆っ

た。 

・特に高音を発生させる大型油圧プレーカについては超低騒音仕様のものを用いた。また、 法

面対策工で使用する吹付プラントにはサイレンサーを装備し、騒音を低減させた。 
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3） 振 動 

(1)  予測 

予測の結果、建設機械の稼働に伴う振動は、環境保全目標とした特定建設作業振動の規制

値 75dB を下回っており、影響は小さいものと予測されました。 

また、工事用車両の運行に伴う振動は、環境保全目標とした道路交通振動の要請限度 65dB

を下回っており、影響は小さいものと予測されました。 

 

表 2-97 振動の予測結果 

環境項目 予測地点 予測結果 環境保全目標 

建設機械の稼働に

伴う振動 

田ノ垣内集落 
39.6dB 

（影響最大時） 特定建設作業振動の 

規制値 75dB 以下 
上洞集落 

43.5dB 

（影響最大時） 

工事用車両の運行

に伴う振動 
田ノ垣内集落 

41.0dB 

（影響最大時） 

道路交通振動の 

要請限度値 65dB 以下 

 

 

 

(2)  工事実施時の環境保全措置の実施状況 

 工事中の環境保全措置の実施状況を、表 2-98 に示します。 

 

表 2-98 工事中の環境保全措置の実施状況 

・周辺住民に騒音の被害を及ぼす恐れのある作業は、夜間および早朝には行わない。 

・建設機械の点検整備、過積載禁止、制限速度厳守、工事用道路の適切な維持管理を行った。 
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2.6.2.  河口・海岸部の変化（下流物理環境） 

1） 予測 

ダム供用後における、河口・海岸部への土砂供給源となるダム下流の支川と残流域を合わせ

た流域面積(53.7km2)は、切目川全流域（75.6km2）の 7割強を占めること、および切目川河口

部海岸の海浜形状は比較的安定しており土砂の動きは緩慢であること等から、ダム供用による

河口・海岸部や干潟への影響は小さいと予測されています。 

 

  

図 2-40 切目川河口部の空中写真（供用前） 

 

2） 供用後の概況 

切目川河口部は、春から台風期にかけて漂砂による河口閉塞が生じ、浚渫により対処してい

ます。 

切目川ダム供用後の切目川河口部については、現時点でダムの供用による土砂供給の減少に

ついて影響は確認されていません。 

 

 

 

  

【河口干潟】 

【河口部海岸 H16 年】 
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2.6.3.  景 観 

1） 予測 

ダム計画地は、主要な眺望地点である飯盛山、矢筈岳、三星山のいずれからも地形に遮られて

眺望できず、主要な眺望景観は変化しないため、事業による影響はないと予測されています。 

 

2） 供用後の概況 

ダム及び貯水池の出現により新たな景観が創出されています。 

  

 

  
工事前                完成後 

 

  

貯水池              ダムカード 
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2.6.4.  人と自然の触れ合いの活動の場 

1） 予測 

8 箇所ある遊泳場所のうち「下浦(しもうら)橋(ばし)下」は、ダム計画地に位置するため利用

できなくなりますが、その他の遊泳場所は利用可能であること、また、ダムの供用後の水温・濁

り・水質の変化は小さく、利用への影響はほとんどないと予測されていました。 

利用範囲の一部が計画地に位置するため利用できなくなるが、その他の大部分の区間は利用可

能であること、また、ダムの供用後の水温・濁り・水質の変化は小さく、利用への影響はほとん

どないと予測されていました。 

 

2） 供用後の概況 

ダム堤体付近に駐車場及び展望台を設置しました。またダム湖畔に桜の植樹を行いました。こ

れにより、ダム湖畔に新たな人と自然の触れ合いの活動の場を創出しました。 
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2.6.5.  廃棄物等 

1） 予測 

廃棄物は、発生量を予測したうえで、すべて適正に処理するため、事業実施区域周辺への影響

はないと予測していました。 

 

表 2-99 廃棄物の予測結果 

予測対象 発生量 予測結果 

建設発生土 216,000ｍ3 ダム計画地下流に計画されている土捨場において

処理可能であり、建設発生土処理による事業実施

区域周辺への影響はないと考えられます。 

コンクリート塊 200ｍ3 発生量はわずかであること、産業廃棄物として適

正に処理することにより事業実施区域周辺への影

響はないと考えられます。 

アスファルト・ 

コンクリート塊 

100ｍ3 発生量はわずかであること、産業廃棄物として適

正に処理することにより事業実施区域周辺への影

響はないと考えられます。 

脱水ケーキ 400ｍ3 発生する脱水ケーキは全量を減勢工の埋戻し土と

して利用するため、事業実施区域周辺への影響は

ないと考えられます。 

伐採木 64,000ｍ3 産業廃棄物として適正に処理することにより事業

実施区域周辺への影響はないと考えられます。 

 

2） 供用後の状況 

廃棄物は全て適正に処理を行いました。 

なお、建設発生土処理のため、ダム計画地下流の田ノ垣内に土捨場を設置しました。 

 

 
図 2-41 田ノ垣内土捨場 

  

田ノ垣内土捨場 
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2.7.  事後評価の全体とりまとめ 

事後評価について、視覚的にわかりやすくするため、図 2-42に示すとおり評価結果を○、△、

×のいずれかに分類して一覧に整理しました。（表 2-100） 

また、評価のまとめと該当する対象項目を表 2-101に整理しました。 

 

図 2-42 事後評価のまとめのフロー 

①予測結果との対比 
供用後の現状と環境影響評価時の予測を対比し、事前の想定の範囲内であるかを評価す

る。 

 

②影響の回避低減 
環境影響評価に基づき影響の回避低減策が適切に実施

されているか。また、その効果は確認されているか。 

③基準又は目標との整合 
水質など環境保全上の基準がある項目は、測定値と基準

値を対比して評価する。 

基準値がなく環境保全上の目標がある項目は、定性的に

目標を満足するかを評価する。 

 

④まとめ 
①～③の評価結果に基づき、評価のまとめを行う。 

また、今後の長期的な変化については、供用後の調査結

果のトレンドや影響要因の特性を踏まえて評価する。 

〇：予測結果より良好又は同等 

△：予測結果よりやや悪化しているが、変動の範

囲内 

×：予測結果より大きく悪化 

又は当初は予測していなかった影響が発生 

〇：回避低減策を行い、効果を確認している 

△：回避低減策を行ったが、効果が未確認又は十

分な効果が確認できていない 

×：環境保全措置が適切に実施されていない 

〇：基準又は目標を満足する 

△：基準又は目標を一部満足していない 

×：基準又は目標を満足しない 

〇：環境影響評価に基づき適切に影響の回避低減

がなされており、基準・又は目標にも整合す

る。 

 

△：事業者として実行可能な範囲で環境保全の努

力がなされているが、移殖（移植）の効果に

不十分又は効果が確認できない。 

×：供用後の現況は環境影響評価時の想定から追

加的対策の検討が必要と評価する。 

今後の調査 
今後考えられる長期

的影響に対応した調

査について計画する。 

 

追加的環境保全措置の検討 

水質など、予測結果が数値

で示されている項目は、事

後調査による測定値との

対比 

動植物などは、生息・生育

環境の変化について、対比 

注）④まとめの評価の△に

ついては、個別の状況に応

じて、表 2-10099 に示す

ア～オに細分化した 
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表 2-100 評価のまとめと該当する対象項目 

評価のまとめ 対象項目 

〇  環境影響評価に基づき適切に影響の回避低減がな

されており、基準・又は目標にも整合する。 

濁り、pH、水温、富栄養化、溶存酸素量 

下流物理環境 

サシバ、セトウチサンショウウオ、カジ

カガエル、ニホンウナギ、オオヨシノボ

リ、ルリヨシノボリ、ゴマオカタニシ、

エビネ、シタキソウ、コショウノキ、カ

ワセミ、ヤマセミ、カワガラス 

△  事業者として実行

可能な範囲で環境

保全の努力がなさ

れているが、移殖

（移植）の効果が

不十分又は効果が

確認できない。 

ア)個体数が非常に少ないた

め、移殖のための個体確保が

難しい種 

オオヒラベッコウ、ムロマイマイ、 

フチマルオオベソマイマイ 

イ)生態が極めて特殊なため、

移植後の定着させることが難

しい種 

キンラン属の1種 

ウ)生育環境が特殊なため、移

植地選定及び移植が難しい種 

シラン 

エ)他種との競合に弱いため、

移植地の選定が難しい種 

コボタンヅル 

オ)サイズが微少で、移殖個体

採取時の同定が難しい種 

キイゴマガイ 

× 環境影響が大きい又は環境保全のための取り組み

が不十分なため、追加的対策の検討が必要と評価

する。 

無し 
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表 2-101(1) 事後評価のまとめと今後の調査（水環境、下流物理環境） 

環境項目 事後評価 今後の調査 

予測結果との対比 影響の回避低減 基準・目標との整合 工事中又は供用後の影響評価まとめ 今後の長期的影響 

水環境 工事中の

水質 

土砂 によ る

水の濁り 
〇 

古井の SS 平均濃度 

予測：0.6mg/L 高くなる 

事後：0.4mg/L 高くなった 

 

〇 

濁水処理設備により影響を低減した。 

 
〇 

工事中の下流側 SS 濃度平均値は、いず

れの地点も 1.0～1.6 mg/L の範囲にあ

り、環境基準（25mg/L）を満足した。 
〇 

工事中は濁水処理設備の設置等により

影響を低減し、また河川下流側の水質

を環境基準以下に維持した。 

－ 

工事中の対

応は完了。 

水素 イオ ン

濃度 〇 

予測：コンクリ工事排水を河川に放流しない 

事後：排水していない 〇 

コンクリ工事排水を河川に放流しないことで

影響を回避した。 

 

〇 

工事中の下流側ｐH 平均測定値のは、

いずれの地点も 7.6 前後であり、環境

基準（6.5～8.5）を満足した。 

〇 

ダム完成

後の水質 

土砂 によ る

水の濁り 

△ 

予測：ダム建設前と比べて濁りが大きくなり、

濁りが長期化する。 

事後調査：貯水池の SS 換算濃度出現頻度から、

予測と比較し、ダム供用後における濁りの増加 

及び長期化が確認された 

〇 

選択取水設備にて貯水位の変化に追随して

自動的に水深約 1～2ｍから取水し、出水後

に滞留した濁水のうち、表層水を早期に入

れ替えることで濁りの長期化が低減され

た。 

〇 

下流側 SS 測定値（供用後の平均値）は

2.5 mg/L で環境基準（25mg/L）を満足

している。 〇 

濁りの増加、長期化が確認されたが、

選択取水設備の運用により長期化の影

響は低減されており、環境基準も満足

している。 

濁りの影響は降雨状況

に左右されるため、濁り

の増加及び長期化の可

能性がある。 

継続して水

質調査を実

施。 

水温 

〇 

予測：ダム供用後の放流水と流入水の水温差は平

均 0.9℃上昇する。 

事後調査：ダム供用後の放流水と流入水の水温差

は平均 0.8℃上昇した。 
〇 

選択取水設備にて、水面付近の高温水や底

層の低温水を避ける放流を実施すること

で、水温に対する影響は低減された。 
〇 

5～9 月のダム直下の水温がアユの生

育適温下限（15℃）を満足している。 

渇水時に冷水放流が発生したものの、

アユの冷水病発病開始水温の上限

（21℃）以上であった。 

 

〇 

選択取水設備により流入水と放流水の

水温差は低減されている。 

渇水の発生状況によっ

ては、冷水放流が発生す

る可能性がある。 

富栄 養化 現

象 

△ 

【クロロフィル a 濃度】 

予測：貯水池（高串）クロロフィル a 3.0μg/L 

事後調査：貯水池（高串）クロロフィル a 6.05

μg/L 

【BOD 濃度】 

予測：下流河川（古井）BOD 0.41mg/L

（0.01mg/L 増加） 

事後調査：下流河川（古井）BOD 0.2mg/L

（0.2mg/L 低下） 

－ － 〇 

貯水池クロロフィル a の最大値は

25μg/Lで目標としているOECD基準の

中栄養湖に該当する（最大 25μg/L）

を満足している。 

下流河川 BOD（供用後の平均値）は田

ノ垣内で 0.4mg/L、古井で 0.2mg/L で

環境基準（2mg/L 以下）を満足してい

る。 

〇 

貯水池のクロロフィル a は予測を上回

ったが、OECD 基準の富栄養湖レベル以

下のため、富栄養化は発生していない

と考えられる。 

下流河川 BOD については予測及び環境

基準を満足している。 

長期的に大きな変動は

見られないと予測しま

す。 

 

溶存酸素量 

〇 

予測：貯水池表層の溶存酸素量 DO 平均 9.3mg/L 

事後調査：貯水池表層の溶存酸素量 DO 平均

9.3mg/L － － 〇 

高串表層の DO（供用後の平均値）は

9.3mg/L、下流側は田ノ垣内で 9.9 

mg/L、古井で 10.2mg/L であり、いずれ

も環境基準(7.5 mg/L以上)を満足して

いる。 

〇 

環境基準を満足しており、年平均をみ

ても大きな変動はないことから、今後

も同様に推移するものと予測される。 

渇水の発生状況によっ

ては、冷水放流が発生す

る可能性がある。 

下流物理 

環境 

下流河川 河床変動 

〇 

【河床変動】 

予測：ダム直下～西神ノ川合流点までは河床はほ

どんど低下しない。 

事後調査：ダム直下～西神ノ川合流点までは河床

低下の傾向が確認された。 

【河床材料】 

予測：ダム直下～西神ノ川合流点までは粗粒化が

進行する。 

事後調査：ダム直下の澪筋部にて粗粒化の進行が

確認された。西神ノ川合流点から下流につい 

ては、粗粒化は確認されなかった。 

－ － △ 

西神ノ川合流点から下流で河床状況に

大きな変化がないことを目標としてお

り、古井・羽六では変化はみられなか

ったが、西神ノ川合流点で河床の低下

傾向が確認された。 

〇 

【ダム直下】 

河床低下及び澪筋部の粗粒化の進行が

確認されたが、経年変化においては、

河床変動や河床材料の変化は落ち着い

ているものと考えられる。 

【西神ノ川合流点】 

粗粒化は確認されなかったが、平均河

床高の緩やかな低下及び澪筋位置の変

化が確認された。 

【古井・羽六】 

ダム供用による河床変動・河床材料へ

の影響は確認されなかった。 

長期的には影響範囲が

拡大する恐れがある。 

定点撮影、

河床高調査

及び内水面

漁協組合へ

のヒアリン

グを実施。 

河床材料 

 

〇：予測結果より良好又は同等。 

△：予測結果より悪化しているが基準・目標は満足。 

×：予測結果より悪化し、基準・目標にも不適合。 

〇：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行い、

効果を得ている。 

△：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行った

が、効果が未確認又は十分な効果は得られてい

ない。 

×：環境保全措置が実施されていない。 

〇：基準又は目標を満足する。 

△：基準又は目標を一部満足していない。 

×：基準又は目標を満足しない。 

〇：環境影響評価に基づき適切に影響の回避低減がなされており、基

準・又は目標にも整合する。 

△：事業者として実行可能な範囲で環境保全の努力がなされている

が、移殖（移植）の効果に不十分又は効果が確認できない。 

×：環境影響が大きい又は環境保全のための取り組みが不十分なた

め、追加的対策の検討が必要と評価する。 

－ 

  



 

170 

 

表 2-101(2)  事後評価のまとめと今後の調査（動物） 

環境項目 事後評価 今後の調査 

予測結果との対比 影響の回避低減 基準・目標との整合 供用後の影響評価まとめ 今後の長期的影響 

動物 鳥類 サシバ 

〇 

湛水により生息環境の一部が消失したが、自然

災害や他事業による改変等による大きな変化は

見られない。 

 

〇 

低騒音型機械等の使用により影響を低減した。 

 

〇 

生息環境の一部が消失したが、供用後も、事業

地周辺の高串や上洞で継続してサシバの繁殖が

確認されたことから、サシバの生息環境は維持

されていると評価される。 

〇 

供用後も、事業地周辺の

高串や上洞で継続してサ

シバの繁殖が確認された

ことから、サシバの生息

環境は維持されている 

事業地周辺に残存

する山林・樹園

地・耕作地等の陸

地環境は、ダム供

用による長期的な

影響を受けないと

考えられる。 

平成 29 年度で

終了。 

両生類 セ ト ウチ サ

ンシ ョウ ウ

オ 
〇 

湛水により生息環境の一部が消失したが、自然

災害や他事業による改変等による大きな変化は

見られない。 

 
〇 

人工産卵池の設置及び移殖を実施し、人工産卵

池の継続利用を確認された。 

 
〇 

人工産卵池及び自然産卵池で継続的に繁殖が確

認されたことから、セトウチサンショウウオの

生息環境は維持されていると評価される。 
〇 

供用後も、周辺に広く生

息環境が残存し、また、

移殖後モニタリングにお

いても、本種は継続的に

事業地周辺で生息してい

る。 

平成 29 年度で

終了。 

カジ カガ エ

ル 

〇 

予測：供用後は生息環境の分断が生じ、湛水に

よる生息環境の一部消失する。 

濁りによる餌生物の減少や下流物理環境の変化

により生息環境に影響を及ぼす可能性がある。 

事後調査：供用後は生息環境の分断が生じ、湛

水による生息環境の一部消失した。 

濁りの長期化や一部粗粒化が確認されている

が、餌生物や確認個体数への影響は確認されな

かった。 

〇 

選択取水設備により、濁りの影響が低減されて

いることから、生息への影響は低減されてい

る。 

 

〇 
供用後も継続的に生息を確認されていることか

ら生息環境は維持されている。 
〇 

ダム供用後においても生

息環境は維持されてい

る。 

 

粗粒化が一部確認

されており、ま

た、大きな出水に

よる河床の低下が

進むことで、生息

環境に変化が生じ

る可能性がある。 

 

令和7年度で調

査終了 

今後は水質、下

流物理環境の

調査で著しい

影響が確認さ

れた場合、対策

を実施。 

魚類 ニ ホ ンウ ナ

ギ 

〇 

供予測：供用後は上流側の生息地は分断により

消失する。 

濁りや下流物理環境の変化により餌生物の減少

する。 

事後評価：供用後は上流側の生息地は分断によ

り消失した。 

濁りの長期化や一部粗粒化が確認されている

が、餌生物や個体数への影響は確認されなかっ

た。 

〇 〇 

ダム上流域においては生息がほとんど確認され

なかったが、下流域においては供用後も継続的

に生息が確認されており、生息環境は維持され

ている。 

〇 

オオ ヨシ ノ

ボリ 
〇 

予測：供用後は上流側の生息地は分断により消

失する。 

濁りや下流物理環境の変化により餌生物の減少

する。 

事後評価：供用後 10 年目においてもダム上流に

て生息が確認され、繁殖している可能性があ

る。 

濁りの長期化や一部粗粒化が確認されている

が、餌生物や個体数への影響は確認されなかっ

た。 

〇 〇 

供用後もダム上下流で継続的に生息を確認され

ており、上流側では繁殖が示唆されているた

め、生息環境は維持されている。 

〇 

ルリ ヨシ ノ

ボリ 

〇 〇 〇 〇 

 

〇：予測結果より良好又は同等。 

△：予測結果より悪化しているが基準・目標は満足。 

×：予測結果より悪化し、基準・目標にも不適合。 

〇：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行い、効

果を得ている。 

△：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行ったが、

効果が未確認又は十分な効果は得られていない。 

×：環境保全措置が実施されていない。 

〇：基準又は目標を満足する。 

△：基準又は目標を一部満足していない。 

×：基準又は目標を満足しない。 

〇：環境影響評価に基づき適切に影響の回避低減が

なされており、基準・又は目標にも整合する。 

△：事業者として実行可能な範囲で環境保全の努力

がなされているが、移殖（移植）の効果に不十

分又は効果が確認できない。 

×：環境影響が大きい又は環境保全のための取り組

みが不十分なため、追加的対策の検討が必要と

評価する。 

－ 
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表 2-101(3)  事後評価のまとめと今後の調査（動物、植物） 

環境項目 事後評価 今後の調査 

予測結果との対比 影響の回避低減 基準・目標との整合 供用後の影響評価まとめ 今後の長期的影響 

動物 陸産貝類 オオヒラベッコ

ウ 
〇 

予測：供用後は生息地を直接消失させてしま

う可能性がある。 

事後評価：湛水により生息地が消失した。 

 

△ 

移殖を試みたが、移殖時に個体の再確認が

できなかった。（個体数が非常に少ない

種） 

 

〇 

確認された生息地及び生息環境の一部が消失し

ましたが、森林等の生息環境が広く残ることか

ら、生息環境は維持されていると評価される。 

△ 

予定していた移殖は個体の再確認がで

きなかったため実施ができませんでし

たが、周辺には生育環境が広く存続し

ています。 

事業地周辺に残存す

る山林・樹園地・耕作

地等の陸地環境は、

ダム供用による長期

的な影響を受けない

と考えられる。 

平成 29 年度で

移殖後モニタ

リングを終了。 

ゴマオカタニシ 

〇 
工事期間中の調査で確認されたため、予測は

行われていない。 
〇 

移殖を実施し、モニタリングで定着を確認

しされた。 

〇 

確認された生息地及び生息環境の一部が消失し

ましたが、移殖により事業地外に定着が確認さ

れており、また森林等の生息環境が広く残るこ

とから、生息環境は維持されていると評価され

る。 

〇 

消失する生息地からの移殖が成功して

おり、また、周辺には生育環境が広く

存続しています。 

キイゴマガイ 〇 予測：湛水により生息環境の一部が消失す

る。 

事後調査：湛水により生息環境の一部が消失

した。 

 

△ 移殖を実施したが移殖後モニタリングで効

果は確認できなかった。（同定が難しい又

は個体数が非常に少ない種） 

 

〇 
生息が確認されている生息環境の一部が消失し

ましたが、森林等の生息環境が広く残ることか

ら、生息環境は維持されていると評価 

△ 
消失する生息地からの移殖は効果が確

認されませんでしたが、周辺には生育

環境が広く存続しています。 

ムロマイマイ 〇 △ 〇 △ 

フチマルオオベ

ソマイマイ 〇 △ 〇 △ 

植物 エビネ 

〇 

予測：湛水により生育環境の一部が消失す

る。 

事後調査：湛水により生育環境の一部が消失

した。 

 

〇 

移植後の調査にて、まとまった個体数及び

開花・結実が確認されており定着している

と考えられるものの、供用後 10 年目の調

査において確認個体数の半減が確認された

ため、今後も生育状況の把握が必要であ

る。 

〇 

一部の自生地が消失したが、周辺には同様の環

境が広く残っているため、事業地周辺の生育環

境は維持されている。 

〇 
一部の自生地が消失したが、事業地周

辺の生育環境は維持されている。 

移植個体は定着して

いると考えられるも

のの、確認個体数の

半減が確認されたこ

とから、今後の生育

状況に懸念がある。 

今後は年1回程

度生育状況確

認を実施。 

キンラン 

〇 

予測：湛水により生育環境が消失する。 

事後調査：湛水により自生地 1 か所が消失し

たが、別の 1 か所は残存している。 

△ 

移植を実施したが移植後モニタリングで生

育を確認できなかった（生態が特殊なため

移植が難しい種）。 
〇 

自生地 1 箇所は事業による影響を受けない位置

に残存する。事業地周辺の生育環境は維持され

ていると評価 

△ 

キンランは、消失する自生地からの移

植は効果が得られなかったものの、周

辺には事業により改変されない自生地

1 箇所が存続している。 事業地周辺に残存す

る山林・樹園地・耕

作地等の陸地環境

は、ダム供用による

長期的な影響を受け

ないと考えられる。 

平成 29 年度で

移植後モニタ

リングを終了。 

 

シラン 

〇 

予測：湛水により生育環境が消失する。 

事後調査：湛水により湛水地内の生息環境が

すべて消失した。 

△ 

移植を実施したが移植後モニタリングで十

分な効果は確認できなかった（生育環境が

特殊）。 
△ 

確認されているすべての自生地が湛水により消

失したため移植を実施したが、移植後の生存個

体数は 1 個体であった。 

△ 

シランは、事業実施区域から 500m の

範囲内で確認されている自生地が湛水

により消失したが、移植した 1 箇所で

1 株が生存した。 

コボタンヅル 

〇 

予測：湛水により生育環境の一部が消失す

る。 

事後調査：湛水により生息環境の一部が消失

した。 

△ 

移植を実施したが移植後モニタリングで十

分な効果は確認できなかった（他種との競

合に弱い）。 
〇 

一部の自生地が消失しましたが、周辺には同様

の環境が広く残っていることから、事業地周辺

の生育環境は維持されていると評価 

△ 

周辺には事業により改変されない自生

地を含む生育環境が広く存続していた

め、事業地周辺の生育環境は維持され

ていると評価した。 

シタキソウ 

〇 予測：湛水により生育環境の一部が消失す

る。 

事後調査：湛水により生育環境の一部が消失

した。 

〇 

移植後の調査にて、まとまった個体数及び

結実・実生木が確認されており定着してい

ると考えられるものの、供用後 10 年目の

調査において確認個体数の半減が確認され

たため、今後も生育状況の把握が必要であ

る。 

〇 一部の自生地が消失したが、周辺には同様の環

境が広く残っているため、事業地周辺の生育環

境は維持されている。 

〇 
一部の自生地が消失したが、事業地周

辺の生育環境は維持されている。 

移植個体においては

定着していると考え

られるものの、確認

個体数の半減が確認

されたことから、今

後の生育状況に懸念

がある。 

今後は年 1 回

程度生育状況

確認を実施。 
コショウノキ 

〇 〇 〇 〇 

 

〇：予測結果より良好又は同等。 

△：予測結果より悪化しているが基準・目標は満足。 

×：予測結果より悪化し、基準・目標にも不適合。 

〇：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行

い、効果を得ている。 

△：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行

ったが、効果が未確認又は十分な効果は得

られていない。 

×：環境保全措置が実施されていない。 

〇：基準又は目標を満足する。 

△：基準又は目標を一部満足していない。 

×：基準又は目標を満足しない。 

〇：環境影響評価に基づき適切に影響の回避低減がなされてお

り、基準・又は目標にも整合する。 

△：事業者として実行可能な範囲で環境保全の努力がなされて

いるが、移殖（移植）の効果に不十分又は効果が確認でき

ない。 

×：環境影響が大きい又は環境保全のための取り組みが不十分

なため、追加的対策の検討が必要と評価する。 

－ 
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表 2-101(4)  事後評価のまとめと今後の調査（動物、植物） 

環境項目 事後評価 今後の調査 

予測結果との対比 影響の回避低減 基準・目標との整合 供用後の影響評価まとめ 今後の長期的影響 

陸域 

生態系 

上位性 サシバ 

〇 

予測：湛水により生育環境の一部か消失する。 

事後調査：湛水により生息環境の一部が消失し

た。 
〇 

低騒音型機械等の使用によ

り影響を低減した。 

〇 

生息環境の一部が消失しましたが、供用後

も、事業地周辺の高串や上洞で継続してサ

シバの繁殖が確認されたことから、サシバ

の生息環境は維持されていると評価され

る。 

〇 

供用後も、事業地周辺の高串や上洞で継続してサシバ

の繁殖が確認されたことから、サシバの生息環境は維

持されている。 

事業地周辺に残存す

る山林・樹園地・耕

作地等の陸地環境

は、ダム供用による

長期的な影響を受け

ないと考えられる。 

平成 29 年

度でモニタ

リングを終

了 

水域 

生態系 

上位性 ヤマセミ・

カワセミ・

カワガラス

（ 水 辺 の

鳥） 〇 

予測：湛水により生息環境の一部が消失する。 

濁りや下流物理環境の変化により餌生物の減少

する。 

事後調査：湛水により生息環境の一部が消失し

た。 

濁りの長期化や一部粗粒化が確認されている

が、餌生物や個体数への影響は確認されなかっ

た。 

〇 

選択取水設備により、濁りの

影響が低減されていることか

ら、生息への影響は低減され

ている。 

〇 

カワセミ、カワガラスは継続して生息を確

認、生息環境は維持されている。 

ヤマセミはダム供用前後で確認事例が少な

く、事業による影響は判断ができない。 

〇 
カワセミ、カワガラスについては、生息環境が維持さ

れている。 

粗粒化が一部確認さ

れており、また、大

きな出水による河床

の低下が進むこと

で、生息環境に変化

が生じる可能性があ

る。 

外来魚の増殖により

餌生物等への影響が

懸念される。 

令和 7 年度

で調査終了 

今後は水環

境、下流物

理環境の調

査で著しい

変化が確認

さ れ た 場

合、委員指

導のもと適

切な対応を

実施 

典型性 カジカガエ

ル 

〇 

予測：供用後は生息環境の分断が生じ、湛水に

よる生息環境の一部消失する。 

濁りによる餌生物の減少や下流物理環境の変化

により生息環境に影響を及ぼす可能性がある。 

事後調査：供用後は生息環境の分断が生じ、湛

水による生息環境の一部消失した。 

濁りの長期化や一部粗粒化が確認されている

が、餌生物や確認個体数への影響は確認されな

かった。 

〇 〇 
供用後も継続的に生息を確認されているこ

とから生息環境は維持されている。 
〇 ダム供用後においても生息環境は維持されている。   

底生動物 

〇 

予測：濁りの長期化や下流物理環境の変化に伴

い、付着藻類の生育への影響、それらを餌とす

る水生昆虫への影響がでる。 

事後調査：濁りの長期化や一部粗粒化が確認さ

れているが、個体数の減少や種構成への大きな       

変化は確認されなかった。 

一時的に多様度指数の低下が確認されたが、供

用 10 年目では、種組成や多様度指数は供用前と

同等であった。 

〇 〇 

一時的に多様度指数の低下が確認されたも

のの、供用前後で種組成に大きな変化はみ

られなかった。 

個体数は変動が大きいものの、河川全体で

同様に変動しており、ダム以外の影響と考

えられる。 

底生動物の減少傾向は確認されていないこ

とから、生息環境は維持されている。 

〇 底生動物の生息環境は維持されている。   

付着藻類 

〇 

予測：濁りの長期化に伴い、付着藻類の生育へ

の影響、それらを餌とする水生昆虫への影響で

る。 

事後調査：細胞数の変動が大きいものの、種構

成に大きな変化は見られていない。 

濁りの長期化が確認されているが、細胞数との

相関は確認されていない。 

〇 〇 

供用後も種構成に大きな変化は見られず、

濁りについても細胞数の変動との相関は見

られなかった。 

〇 

付着藻類に対する濁りの明確な影響は確認されなかっ

た。 

 

  

まとめ 

   

 

 

 

 

 

 

〇 

ダム直下から西神ノ川合流点までの区間では、ダムの

供用による濁りや物理特性等の変化により、カワガラ

スの繁殖状況に変化が生じていると評価する。 

ただし、魚類相や底生動物相に大きな変化はなく、重

大な生態系への影響は生じていない。 

  

 

〇：予測結果より良好又は同等。 

△：予測結果より悪化しているが基準・目標は満足。 

×：予測結果より悪化し、基準・目標にも不適合。 

〇：事業者の実行可能な範囲で回避低

減策を行い、効果を得ている。 

△：事業者の実行可能な範囲で回避低

減策を行ったが、効果が未確認又

は十分な効果は得られていない。 

×：環境保全措置が実施されていない。 

〇：基準又は目標を満足する。 

△：基準又は目標を一部満足していない。 

×：基準又は目標を満足しない。 

〇：環境影響評価に基づき適切に影響の回避低減がなされており、基準・又は目標にも整合

する。 

△：事業者として実行可能な範囲で環境保全の努力がなされているが、移殖（移植）の効果に

不十分又は効果が確認できない。 

×：環境影響が大きい又は環境保全のための取り組みが不十分なため、追加的対策の検討が

必要と評価する。 

－ 
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表 2-101(5)  事後評価のまとめ（事後調査を実施しなかった項目：大気環境、河口・海岸部の変化、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等） 

環境項目 事後評価 

予測結果 環境保全措置の実施状況等 供用後の影響評価まとめ 

大気環境 大気質 

－ 

予測：工事に伴う降下ばいじん量が田ノ垣内集落で 1.26t/km2/月、上洞集落で

7.81t/km2/月発生する。 

なお、環境保全目標とした工事の寄与に対する参考地 10t/km2/月を下回るため、影響は

小さい。 

○ 

工事用道路は定期的に清掃及び散水するな

ど、粉じんの低減を図った。 
○ 

予測及び工事中の環境保全措置の実施状況等から、影響は小さかったと考えら

れる。 

騒音 

－ 

予測：建設機械の稼働に伴う騒音は、田ノ垣内集落で 69.7dB、上洞集落で 74.8dB 発生

する。 

工事用車両の運行伴う騒音は田ノ垣内集落で 50.8dB 発生する。 

なお、建設機械の稼働に伴う騒音は規制値 85dB 以下、工事用車両の運行に伴う騒音は環

境基準値 65dB 以下を下回るため、影響は小さい。 

○ 

田ノ垣内土捨場の周囲に防音用仮囲いの設置

や防音シートを設置するなど、騒音の低減を

図った。 ○ 

振動 

－ 

建設機械の稼働に伴う振動は、田ノ垣内集落で 39.6dB、上洞集落で 43.5dB 発生する。 

工事用車両の運行伴う振動は田ノ垣内集落で 41.0dB 発生する。 

なお、建設機械の稼働に伴う騒音は規制値 75dB 以下、工事用車両の運行に伴う騒音は要

請限度値 65dB 以下を下回るため、影響は小さい。 

○ 

建設機械の点検整備や制限速度厳守を行うな

ど、振動の低減を図った。 
○ 

河口・海岸部の変化 

（下流物理環境） 
－ 

予測：ダム供用後における、河口・海岸部への土砂供給源となるダム下流の支川と残流

域を合わせた流域面積は、切目川全流域の 7 割強を占めること等から、影響は小さい。 
－ － ○ 

ダム供用後の切目川河口部については、土砂供給減少の影響は確認されていな

いため、影響は小さいと考えられる。 

景観 
－ 

予測：ダム計画地は、主要な眺望地点のいずれからも地形に遮られて眺望できず、眺望

景観は変化しないため、影響はない。 
－ 

－ 

 
○ 

ダム及び貯水池の出現により、新たな景観が創出されているため、影響はない

と考えられる。 

人と自然の触れ合いの活動の場 

－ 

予測：8 箇所の遊泳場所のうち 1 箇所が利用不可となるが、その他の遊泳場所は利用可

能で、ダム供用後の水環境の変化は小さいため、影響はほとんどない。 － － ○ 

ダム堤体付近に駐車場及び展望台を設置し、また、ダム湖畔に桜の植樹を実施

するなど、ダム湖畔に新たな人と自然の触れ合い活動の場を創出しているた

め、影響はほとんどないと考えられる。 

廃棄物等 
－ 

予測：廃棄物は発生量を予測したうえで、すべて適正に処理するため、事業実施区域周

辺への影響はない。 
－ － ○ 

廃棄物は全て適正に処理を実施したため、影響はなかったと考えられる。 

 

 

〇：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行い、効果を

得ている。 

△：事業者の実行可能な範囲で回避低減策を行ったが、効

果が未確認又は十分な効果は得られていない。 

×：環境保全措置が実施されていない。 

〇：予測結果より良好又は同等。 

△：予測結果より悪化しているが基準・目標は満足。 

×：予測結果より悪化し、基準・目標にも不適合。 
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3.  事後評価を踏まえた今後の調査方針 

3.1.  調査の概要 

本事業の実施による環境への影響については、定性的には概ね事前の予測のとおりであり、ダム湖

の富栄養化や基準を超過するような水質の悪化や、予期していなかった重大な生態系への影響は生じ

ていないものと考えられます。 

一方、一部の環境項目においては、長期的影響の可能性も考えられることから、表 3-1 に示すとお

り今後も必要な調査を実施します。 

水環境については、これまでどおりダム管理上も必要となる水質・流量等の調査を継続するととも

に、下流物理環境については、長期的に影響範囲が拡大する可能性が考えられることから、定点写真

撮影を行い変化の把握に努めます。 

動物については、いったん調査は終了とし、今後は水質や下流物理環境に顕著な変化が見られた場

合は、委員に相談のうえ補足調査の実施や適切な対策等を検討します。 

植物については、移植個体は定着しているものの、近年個体数の減少が確認されていることから、

引き続き生育状況の確認調査を実施します。 

長期モニタリング調査を実施する環境項目の調査方法を表 3-2 に示します。 

表 3-1 今後の調査計画（案） 

調査 

事前 

調査 

堤体 

工事前 

堤体 

工事中 
供用後 

R8 以降の 

調査 
H18～21 H22～23 H24～26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

R6/ 

R7 

環
境
影
響
監
視
項
目 

流量  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 

水質注 1  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 

植物プラン 

クトン 
 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 

鳥類 
猛禽類 

 〇 〇 〇 〇 〇         

水辺の鳥 
  〇 〇 〇 〇  〇     〇 ※注 2 

両生類・ 

爬虫類 
カジカガエル 

  〇 〇 〇 〇  〇     〇 ※注 2 

魚類 
魚介類 

  〇 〇 〇 〇 〇 〇     〇 ※注 2 

ヨシノボリ類 
  〇 〇 〇 〇 〇 〇     〇 ※注 2 

底生動物   
  〇 〇 〇 〇 〇 〇     〇 ※注 2 

植物 河岸植物 
    〇 〇 〇 〇  〇  〇 〇  

付着藻類    〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 ※注 2 

河床変動    〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 

移
殖(

移
植) 

効
果
確
認
項
目 

両生類・ 

爬虫類 

セトウチサンシ

ョウウオ 

 〇 〇 〇 〇 〇         

陸産貝類*   
 〇 〇 〇 〇 〇         

植物 
  〇 〇 〇 〇 〇       〇 ● 

注１）●：調査を実施。 

注 2）水質や下流物理環境に、顕著な変化が確認された場合は、委員に相談のうえ適切な対策を検討。 
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表 3-2 長期モニタリング調査の調査方法 

環境項目 調査方法等 

①流量 【調査内容】切目川の流況把握 

【調査方法】常時監視 

【調査範囲】ダム貯水池（高串）、古井観測所 

【調査頻度】通年 

②水質 

（濁りの長期化、水温、

富栄養化・溶存酸素） 

【調査内容】切目川の水質の状況把握 

【調査方法】常時監視、室内分析 

【調査項目】常時監視：濁度、降雨量、水温 

室内分析：pH、DO、BOD、COD、SS、T-P、T-N、クロロフィル a 

【調査範囲】ダム貯水池（高串） 

【調査頻度】常時監視：通年 

室内分析：年 4 回 

③植物プランクトン 【調査内容】切目川の植物プランクトンの状況把握 

【調査方法】室内分析 

【調査範囲】ダム貯水池（高串） 

【調査頻度】月 1 回 

④下流物理環境* 【調査内容】切目川の河床状況の状況把握 

【調査方法】写真撮影、河床変動調査、内水面漁協組合ヒアリング 

【調査範囲】写真撮影：ダム直下～西神ノ川合流点までの 5 地点、古井、 

羽六 

      河床変動調査：ダム直下、西神ノ川合流点 

      内水面漁協組合ヒアリング：切目川全体 

【調査頻度】写真撮影：年 2 回（洪水期前後） 

      河床変動調査：年 1 回（洪水期後） 

      内水面漁協組合ヒアリング（洪水期前） 

⑤移植植物の生育状況

確認 

【調査内容】移植植物の生育状況確認 

【調査方法】現地生育状況確認・写真撮影 

【調査範囲】エビネ、コショウノキ、シタキソウ移植地 

【調査頻度】年 1 回程度 

 


